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近世大名家臣団の官僚制と軍制

は

じ

め

に

近
世
に
お
け
る
官
僚
制
の
研
究
は
、
家
臣
団
の
性
格
を
基
本
的
に
行
政
官
僚
と

し
て
位
置
づ
け
、
彼
ら
が
担
う
平
時
に
お
け
る
役
儀
大
系
の
形
成
過
程
や
、
政
治

権
力
と
官
僚
制
と
の
相
関
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
分
野

で
の
研
究
は
、
幕
藩
官
僚
制
の
形
成
過
程
を
、
近
世
初
頭
の
出
頭
人
政
治
の
否
定

か
ら
主
従
制
的
特
質
を
持
っ
た
幕
藩
官
僚
制
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
位
置
づ
け
た

藤
井
譲
治
氏
が
リ
ー
ド
し
て
き
た
）
1
（

。
藤
井
氏
は
、
幕
藩
官
僚
制
は
そ
の
主
従
制
的

特
質
に
よ
り
、
絶
え
ず
出
頭
人
政
治
を
創
出
す
る
可
能
性
を
残
し
て
お
り
、
そ
の

両
者
に
よ
る
相
互
関
係
に
よ
っ
て
幕
藩
官
僚
制
の
ス
テ
ロ
化
が
阻
止
さ
れ
、
幕
藩

権
力
機
構
に
一
定
の
柔
軟
さ
と
強
靱
さ
を
生
み
出
し
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
、
藤

井
氏
は
幕
府
官
僚
制
の
再
生
産
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
幕
藩
官
僚
制
に

お
け
る
階
層
制
的
な
見
方
に
つ
い
て
も
、
一
定
度
の
流
動
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
）
2
（

。
幕
藩
官
僚
制
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
同
氏
が
『
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の

研
究
』
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
官
僚
制
は
、
そ
の
運
営
に
あ
た
っ
て
合
議
制

を
と
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
官
職
の
私
有
＝
恣
意
を
抑
制
し
、
官

職
の
人
的
関
係
を
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
老
中
合
議
に
よ
る
裁
可
を
将
軍

が
承
認
す
る
シ
ス
テ
ム
や
月
番
制
が
、
行
政
・
裁
判
の
迅
速
化
を
も
た
ら
し
た
と

し
、
こ
れ
ら
が
幕
藩
官
僚
制
が
永
ら
く
維
持
さ
れ
て
き
た
要
因
と
見
な
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
、
山
本
博
文
氏
は
官
僚
制
と
将
軍
権
力
は
並
列
す
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
越
し
た
存
在
と
し
て
将
軍
権
力
が
あ
る
か
ら
こ
そ
成

り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
）
3
（

、
ま
た
、
家
綱
政
権
以
降
の
出
頭
人
政
治
に
注
目

し
た
福
留
真
紀
氏
は
、
表
向
の
政
治
を
担
う
官
僚
制
と
、
将
軍
側
近
に
よ
る
奥
向

や
裏
の
政
治
構
造
と
の
複
合
的
関
係
と
し
て
捉
え
る
見
方
を
指
摘
し
て
い
る
）
4
（

が
、

本
来
、
藤
井
氏
の
論
理
に
含
ま
れ
て
い
た
見
解
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
官
僚
制
研
究
動
向
の
一
方
で
、
高
木
昭
作
氏
が
提
唱
し
た

「
兵
営
国
家
論
）
5
（

」
を
再
評
価
し
、
近
世
家
臣
団
が
本
来
持
っ
て
い
た
軍
事
的
役
割

を
重
視
す
る
見
解
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
根
岸
茂
雄
氏
の
近
世
の
軍
制
の
解
明
を

課
題
と
し
た
研
究
）
6
（

や
、
森
下
徹
氏
の
武
士
身
分
の
研
究
に
お
け
る
官
僚
制
の
位
置

づ
け
も
）
7
（

、
こ
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
武
家
の
本
分
で
あ
る
と
し
て
軍
制

が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
、
軍
制
が
、
そ
れ
自
体
実
効
性
を
も
っ
て
い
た
時
期
か
ら

近
世
中
期
以
降
の
政
治
的
転
換
期
に
形
骸
化
す
る
過
程
の
な
か
で
、
軍
制
が
官
僚

制
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
側
面
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

近
世
大
名
家
臣
団
の
官
僚
制
と
軍
制　
│
彦
根
井
伊
家
の
場
合
│
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史　　　窓

こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、「
幕
藩
官
僚
制
」
の
用
語
が
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
分

析
対
象
の
多
く
が
幕
府
の
官
僚
制
で
あ
る
。
ま
た
官
僚
制
と
対
置
す
る
立
場
で
、

将
軍
側
近
や
軍
制
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
き
た
が
、
近
世
の
官
僚
制
は
出
頭
人
や

軍
事
的
役
儀
「
武
役
」
を
も
官
僚
制
の
中
に
組
み
込
ん
で
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
本
稿
で
対
象
と
す
る
彦
根
井
伊
家
に
お
け
る
官
僚
制
は
、
す
で
に
寛
永
期

の
二
代
井
伊
直
孝
の
時
代
に
役
儀
に
対
す
る
意
識
形
成
が
家
臣
に
求
め
ら
れ
た
こ

と
に
よ
り
形
成
さ
れ
は
じ
め
、
の
ち
に
井
伊
家
の
「
御
家
風
」
と
し
て
受
け
継
が

れ
）
8
（

、
元
禄
期
の
四
代
直
興
の
時
代
に
整
備
さ
れ
て
い
く
）
9
（

。
彦
根
藩
に
お
い
て
は
、

役
儀
に
就
く
者
は
中
・
下
級
武
士
に
限
ら
ず
、
上
級
武
士
も
含
め
、
多
く
が
「
役

儀
」
を
担
い
、「
武
役
」
と
「
役
儀
」
を
兼
ね
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

の
「
役
儀
」
は
基
本
的
に
家
老
が
支
配
す
る
平
士
以
上
が
担
う
表
向
き
諸
役
と
、

用
人
が
支
配
す
る
奥
向
き
や
賄
方
諸
役
や
歩
行
以
下
に
大
別
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
彦
根
井
伊
家
の
官
僚
制
に
お
い
て
、
家

老
以
下
の
諸
「
役
儀
」
の
特
性
が
、
軍
制
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
相
関
関
係
を
も

つ
の
か
、
軍
制
の
実
態
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
分
析
し
、
ま
た
、
そ

の
関
係
は
近
世
の
政
治
過
程
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
を
検
討
す
る
。

彦
根
藩
の
軍
制
と
平
時
の
「
役
儀
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
軍
制
の
根

幹
と
な
る
旗
本
備
以
外
の
五
備
（
先
手
二
備
、
左
右
備
、
後
備
）
を
家
老
が
率
い

る
こ
と
、
城
中
番
や
内
曲
輪
・
外
曲
輪
の
諸
門
の
番
な
ど
は
、
平
時
の
任
務
が
有

事
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
10
（

。
諸
藩
に
お
い
て
も
こ
の

よ
う
な
傾
向
は
確
認
さ
れ
る
が
）
11
（

、
従
来
そ
の
他
の
「
役
儀
」
と
軍
制
の
関
係
は
、

一
部
陣
中
で
の
陣
場
設
営
を
に
な
う
普
請
奉
行
な
ど
を
除
い
て
注
視
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
平
時
の
「
役
儀
」
が
有
事
を
ど
の
よ
う
に
想
定
し
て

任
命
さ
れ
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
近
世
大
名
家
の
官
僚
制
の
特
質
を
分
析

す
る
上
で
重
要
な
視
点
と
な
る
と
考
え
る
。

一　
「
備
」
の
形
成
過
程

大
坂
両
陣
以
前　

井
伊
家
の
軍
事
編
成
は
、
近
世
中
期
、
正
徳
三
年
（
一
七
一

三
）
頃
に
先
手
二
備
（
各
八
三
騎
）
と
旗
本
備
に
附
属
す
る
左
備
（
三
二
騎
）・

右
備
（
三
二
騎
）・
後
備
（
三
七
騎
）
が
確
立
し
、
近
世
後
期
の
文
化
期
に
新
た

に
海
防
に
対
応
す
る
機
動
部
隊
と
し
て
「
小
手
分
組
」
の
備
が
成
立
し
た
後
も
、

井
伊
家
の
基
本
的
軍
団
編
成
と
し
て
幕
末
期
の
改
変
ま
で
続
く
こ
と
を
、
前
稿
に

お
い
て
指
摘
し
た
）
12
（

。
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
大
坂
陣

以
前
で
は
、
井
伊
家
の
先
手
を
勤
め
た
木
俣
家
や
鈴
木
家
な
ど
の
他
に
、
河
手
主

水
（
初
代
）
が
小
田
原
陣
の
時
に
「
士
組
五
十
騎
御
預
ケ
」
を
、
慶
長
元
年
（
一

五
九
六
）
に
「
士
組
二
十
騎
増
御
預
」
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
嫡
子
河
手
主
水
（
二

代
）
も
、
慶
長
六
年
に
養
父
跡
式
相
続
に
と
も
な
い
「
士
組
五
十
騎
御
預
ケ
」、

さ
ら
に
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
「
士
組
二
十
騎
増
御
預
」
を
命
じ
ら
れ
た
よ

う
に
、
七
〇
騎
規
模
の
士
組
を
率
い
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
）
13
（

。

大
坂
両
陣
後　

井
伊
家
は
大
坂
両
陣
に
お
い
て
徳
川
の
先
手
を
つ
と
め
、
多
く

の
軍
功
を
遺
し
た
が
、
そ
の
犠
牲
も
大
き
か
っ
た
。
旧
臣
で
あ
る
河
手
家
の
父
子

が
陣
中
で
討
死
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
冬
陣
後
に
は
、
初
代
井
伊
直
政
の
遺

領
一
八
万
石
の
内
、
安
中
三
万
石
が
嫡
子
井
伊
直
継
に
分
知
さ
れ
、
近
江
一
五
万

石
を
弟
直
孝
が
相
続
し
た
こ
と
に
よ
り
、
井
伊
家
の
先
手
を
務
め
た
鈴
木
家
が
直

継
付
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彦
根
領
を
嗣
い
だ
直
孝
の
許
に
は
、

木
俣
右
京
亮
以
外
に
「
家
老
」
を
つ
と
め
る
べ
き
も
の
が
な
く
、
陣
後
に
庵
原
助

右
衛
門
・
脇
五
右
衛
門
・
長
野
十
郎
左
衛
門
・
中
野
三
季
助
・
広
瀬
左
馬
助
・
西

郷
勘
兵
衛
図
書
ら
が
「
家
老
」
に
取
り
立
て
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
）
14
（

。
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前
稿
で
は
足
軽
組
の
編
成
に
注
目
し
、
近
世
初
期
の
井
伊
家
の
備
に
つ
い
て
以

下
の
点
を
指
摘
し
た
）
15
（

。
ま
ず
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
越
前
国
北
庄
六
八
万

石
の
松
平
忠
直
改
易
に
と
も
な
い
井
伊
直
孝
が
出
陣
に
備
え
た
軍
団
定
書
で
は
、

騎
馬
人
数
・
鉄
砲
数
・
弓
数
は
「
木
俣
右
京
亮
組
」
で
一
四
六
騎
に
物
頭
七
組

（
鉄
砲
二
五
〇
挺
、
弓
一
二
張
）、「
庵
原
助
右
衛
門
組
」
で
一
四
六
騎
に
物
頭
八

組
（
鉄
砲
二
五
〇
挺
、
弓
九
張
）、「
旗
本
」
四
四
騎
に
物
頭
一
一
組
（
鉄
砲
七
組

二
〇
〇
挺
、
弓
五
組
一
〇
〇
張
）
で
あ
り
、
備
の
特
徴
は
、
木
俣
・
庵
原
の
前
軍

二
組
の
備
と
旗
本
備
に
足
軽
組
が
配
分
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
三
備
の
他
に
、

「
中
野
三
季
助
組
」
二
九
騎
・「
広
瀬
左
馬
助
組
」
二
八
騎
・「
印
具
木
工
助
組
」

二
九
騎
・「
孕
石
右
馬
助
組
」
二
二
騎
・「
石
原
主
膳
組
」
二
三
騎
・「
西
郷
勘
兵

衛
組
」
四
〇
騎
・「
長
野
民
部
組
」
四
〇
騎
の
七
組
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
「
井
伊
直
孝

御
書
付
写
」
に
記
載
さ
れ
る
「
御
陣
参
之
刻
御
物
頭
割
」
で
は
、
足
軽
物
頭
は
木

俣
組
一
三
組
（
鉄
砲
一
一
組
三
三
〇
人
・
弓
二
組
四
〇
人
）、
庵
原
組
一
三
組

（
鉄
砲
一
一
組
三
五
〇
人
・
弓
二
組
四
〇
人
）、
旗
本
備
一
一
組
（
鉄
砲
九
組
三
二

〇
人
、
弓
二
組
四
〇
人
）
と
、
寛
永
十
一
年
頃
の
全
足
軽
組
（
三
七
組
）
が
、
こ

の
三
つ
の
備
に
配
分
さ
れ
、
後
に
見
る
左
・
右
備
や
後
備
へ
の
配
分
は
も
と
よ
り
、

そ
れ
ら
の
存
在
そ
の
も
の
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
寛
永

十
七
年
頃
の
「
直
孝
様
組
割
之
帳
」
と
記
さ
れ
た
家
中
組
割
で
は
、
前
軍
と
考
え

ら
れ
る
木
俣
・
庵
原
の
二
組
が
八
〇
騎
、
左
右
備
と
後
備
と
考
え
ら
れ
る
長
野
・

印
具
・
中
野
の
三
組
が
三
〇
騎
と
、
旗
本
備
以
外
の
五
組
の
編
成
が
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
た
。

つ
ま
り
、
大
坂
陣
後
に
は
、
旗
本
備
以
外
に
は
、
先
手
備
二
組
と
、
大
坂
陣
後

に
「
家
老
」
な
ど
に
登
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
家
臣
七
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
士
組

を
率
い
て
旗
本
脇
を
固
め
る
七
組
が
存
在
し
た
が
、
寛
永
期
に
は
、
先
手
備
二
組

と
左
・
右
・
後
備
の
三
組
と
か
ら
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
六
陣
五
軍
」
の
井
伊
家
の

基
本
編
成
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
六
陣
五
軍
」
の
編
成
は
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
六
月
の
備
で
も
、

一
之
先
手
備
と
考
え
ら
れ
る
木
俣
半
弥
組
が
八
五
騎
に
役
騎
馬
一
三
騎
、
二
之
先

手
備
の
庵
原
主
税
助
組
が
八
五
騎
に
役
騎
馬
一
三
騎
、
そ
の
他
、
脇
五
右
衛
門
組

が
四
〇
騎
に
役
騎
馬
八
騎
、
中
野
助
太
夫
組
・
印
具
杢
之
介
組
が
そ
れ
ぞ
れ
三
三

騎
に
役
騎
馬
三
騎
ず
つ
と
な
っ
て
お
り
）
16
（

、
備
え
の
基
本
構
成
こ
そ
維
持
さ
れ
て
い

る
が
、
各
備
の
騎
馬
人
数
に
つ
い
て
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。

騎
馬
の
組
付
で
は
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
五
月
頃
に
「
士
組
人
数
」
の

「
御
改
」
が
行
わ
れ
、
従
来
か
ら
の
規
定
騎
馬
数
の
不
足
数
な
ど
が
正
さ
れ
、
各

組
頭
へ
「
御
判
物
」
が
下
さ
れ
て
お
り
）
17
（

、
こ
の
編
成
に
よ
る
士
組
付
人
数
が
確
定

さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
正
徳
三
年
頃
は
、
六
代
井
伊
直
惟
の
気
質
に
不
安

を
抱
い
た
大
殿
直
核
が
直
惟
と
家
臣
団
の
主
従
関
係
を
確
認
す
る
様
々
な
施
策
を

実
施
し
た
時
期
で
あ
り
）
18
（

、
士
組
附
人
数
の
改
正
は
一
連
の
施
策
の
一
つ
と
し
て
実

施
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
備
」
の
変
遷　

後
掲
の
表
①
は
、
各
組
の
「
備
」
に
関
す
る
記
事
を
『
侍
中

由
緒
帳
』
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
部
、
連
続
し
な
い
部
分
も
あ
る
が
、

一
ノ
先
手
備
は
常
に
木
俣
家
の
歴
代
が
侍
組
を
支
配
し
、
二
ノ
先
手
備
は
基
本
的

に
庵
原
家
が
世
襲
的
に
支
配
し
た
が
、
庵
原
家
に
「
不
行
跡
」
な
ど
が
生
じ
た
場

合
、
後
備
の
長
野
家
が
「
組
替
」
に
よ
り
支
配
し
て
い
る
。
左
・
右
備
、
後
備
は

世
襲
で
は
な
く
、
一
部
中
老
か
ら
任
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
多
く
は
家
老
就

任
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
お
り
、
印
具
家
・
中
野
家
・
宇
津
木
家
の
よ
う
に
、
士

組
御
預
け
の
際
、「
年
比
ニ
も
相
成
、
代
々
筋
目
茂
在
之
段
被
仰
立
」「
代
々
之
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通
」「
先
規
之
通
」
な
ど
と
、
先
例
に
よ
る
家
格
と
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

し
か
し
、
必
ず
し
も
各
備
と
の
対
応
関
係
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
士
組

御
預
の
空
席
が
生
じ
た
際
に
適
齢
・
適
任
の
家
臣
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

後
掲
の
表
②
は
、
文
化
期
に
新
た
に
海
防
に
対
応
す
る
た
め
機
動
部
隊
と
し
て

新
規
に
編
成
さ
れ
た
「
小
手
分
組
」
の
組
頭
補
任
変
遷
を
、『
由
緒
帳
』
の
記
事

を
も
と
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
部
記
事
が
確
認
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
が
、

文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
を
初
出
と
し
て
、
基
本
的
に
「
二
十
騎
一
備
」
を
単
位

と
し
て
二
備
が
年
番
で
任
じ
ら
れ
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
ま
で
続
い
て
い
る
）
19
（

。

嘉
永
七
年
六
月
十
九
日
に
は
、
各
備
と
も
一
〇
騎
が
加
増
さ
れ
三
〇
騎
と
な
る
。

お
そ
ら
く
ペ
リ
ー
来
航
に
対
応
し
備
え
を
強
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
「
小

手
分
組
」
は
「
六
陣
五
軍
」
と
は
別
備
と
し
て
編
成
さ
れ
た
が
、「
六
陣
五
軍
」

が
解
体
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
各
備
か
ら
選
抜
さ
れ
た
騎
馬
に
よ
り
編
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
）
20
（

。
文
化
六
年
は
、
ロ
シ
ア
般
に
対
す
る
警
戒
が
強
化
さ
れ
、

同
四
年
末
に
ロ
シ
ア
般
打
ち
払
い
が
発
令
さ
れ
た
後
で
あ
り
、
海
防
強
化
が
諸
大

名
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
井
伊
家
は

そ
の
後
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
相
模
湾
警
衛
を
、
嘉
永
六
年
十
一
月
に
は

江
戸
湾
の
羽
田
・
大
森
警
衛
を
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
る
が
、「
小
手
分
組
」
が
相

州
詰
や
江
戸
湾
警
衛
の
任
に
就
い
た
の
で
は
な
く
、
警
衛
に
直
接
対
応
し
た
も
の

で
は
な
い
。
そ
の
後
、
嘉
永
七
年
四
月
、
井
伊
家
が
羽
田
・
大
森
警
衛
か
ら
正
式

に
京
都
守
護
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
「
小
手
分
組
」
の
呼
称
は
見
ら
れ
な
く

な
り
、
以
後
は
、
後
掲
表
③
の
よ
う
に
、「
禁
裏
御
守
護
」
の
「
御
備
組
」
と
い

う
組
名
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
家
老
が
つ
と
め
る
京
都
詰
の
部
隊
に
加
え
、

「
二
番
手
」「
三
番
手
」
の
「
御
備
組
」
が
年
番
で
任
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
に
任
じ

ら
れ
た
組
頭
は
、「
小
手
分
組
」
の
よ
う
に
中
老
だ
け
で
な
く
一
部
家
老
も
見
ら

れ
る
が
、
組
頭
の
大
部
分
は
「
六
陣
五
軍
」
の
士
組
頭
と
は
異
な
る
た
め
別
備
と

考
え
ら
れ
る
。

嘉
永
七
年
二
月
二
十
二
日
に
「
京
都
御
守
護
」
の
「
三
番
手
」
出
張
の
内
意
を

伝
え
ら
れ
た
家
老
新
野
左
馬
助
の
記
事
に
は
、

京
都
御
守
護
之
儀
ニ
付
、
自
然
異
変
等
有
之
節
者
、
小
手
分
一
番
二
番
之
両

隊
出
張
致
し
、
三
番
手
出
張
之
場
ニ
及
候
ハ
ヽ
同
席
ニ
も
御
人
数
召
連
可
罷

越
儀
与
思
召
候
、
弥
罷
越
候
様
之
義
有
之
節
者
、
私
出
張
致
候
様
思
召
候
ニ

付
、
無
急
度
心
得
迄
ニ
御
内
意
被
仰
出
候
（
以
下
略
）

と
記
さ
れ
て
い
る
）
21
（

。
あ
き
ら
か
に
「
禁
裏
御
守
護
」
の
「
三
番
手
」
の
「
御
備

組
」
が
、「
小
手
分
組
」
の
「
一
番
二
番
」
の
補
強
と
し
て
編
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
は
じ
め
て
そ
の
「
三
番
手
」
を
務
め
た
新
野
左
馬
助
の
任

命
は
、
嘉
永
七
年
六
月
十
九
日
の
こ
と
で
あ
り
、「
小
手
分
組
」
の
二
〇
騎
一
備

か
ら
三
〇
騎
一
備
へ
の
強
化
と
時
を
同
じ
く
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
小

手
分
組
」
の
新
設
は
、
諸
大
名
へ
海
防
強
化
が
要
請
さ
れ
る
中
、
井
伊
家
が
家
康

以
来
の
密
命
と
し
て
担
っ
て
き
た
と
い
う
「
京
都
守
護
」
に
対
応
す
る
目
的
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
任
務
は
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
井
伊
家

の
京
都
守
護
の
任
が
解
か
れ
、
会
津
松
平
家
が
京
都
守
護
職
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と

に
よ
り
終
わ
る
。
翌
文
久
三
年
六
月
四
日
に
は
、
河
手
主
水
（
再
興
）
が
「
禁
裏

為
御
守
衛
兵
士
」
を
差
し
出
す
よ
う
命
じ
ら
れ
「
士
頭
」
と
な
っ
た
よ
う
に
、

「
禁
裏
」
の
「
御
守
衛
」
の
た
め
に
、
や
は
り
あ
ら
た
な
「
士
組
」
が
編
成
さ
れ

る
。ま

た
、
幕
末
期
に
は
「
六
陣
五
軍
」
の
士
組
の
組
替
が
行
わ
れ
、「
三
拾
六
騎
）
22
（

」 

や
「
九
拾
壱
騎
）
23
（

」
な
ど
、
各
組
の
騎
馬
人
数
に
変
化
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
変

化
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
五
）
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
か
け
て
設
け
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ら
れ
た
、「
御
軍
法
御
改
正
御
用
掛
」「
軍
事
御
用
掛
」「
御
軍
制
御
改
正
之
御
用

懸
（
掛
）」
な
ど
に
よ
る
軍
法
・
軍
制
の
改
正
の
結
果
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
慶

応
四
年
四
月
以
降
、
維
新
に
よ
る
軍
務
局
の
設
置
に
と
も
な
う
軍
制
改
革
の
た
め
、

「
六
陣
五
軍
」
の
井
伊
家
の
基
本
編
成
は
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二　
「
備
」
の
編
成
規
定

「
御
備
定
大
方
」　
「
掌
中
秘
録
）
24
（

」
に
は
、「
御
備
定
大
方
」
と
題
す
る
軍
団
編
成

に
関
す
る
記
述
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、御
備
割
御
旗
本
共
ニ
六
備

御
先
手
二
組　

八
十
三
騎
ツ
ヽ

残
り
三
組　
　

三
十
七
騎
一
組

　
　
　
　
　
　

三
十
二
騎
二
組

御
旗
本　
　
　

騎
数
不
定

「
御
備
定
大
方
」
の
成
立
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
後
に
井
伊
家
の
「
六
陣
五

軍
」
の
基
本
構
成
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
羽
翼
・
殿
三
組
」
の
注
記

に
は
、「
此
三
備
ハ
皆
三
十
騎
余
ア
リ
、
御
旗
本
ノ
羽
翼
・
殿
ノ
備
也
、
少
シ
モ

騎
数
多
キ
方
ヲ
殿
備
ト
ス
ヘ
シ
」
と
、
三
備
の
人
数
は
「
三
十
騎
余
」
と
し
て
定

め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
士
組
の
人
数
を
定
め
た

「
改
正
」
が
実
施
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
記
事
の
次
に
は
、「
籏
・
長
柄
・
弓
・
鉄
砲
之
事
」
の
項
が
記
さ
れ
、
各

備
に
お
け
る
旗
・
長
柄
・
弓
・
鉄
砲
の
軍
備
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
掲
表
④
は
、

そ
の
詳
細
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
旗
に
つ
い
て
は
、
旗
本
二
五
本
、
先
手

二
備
に
一
五
本
宛
、
左
右
の
羽
翼
・
殿
に
五
本
宛
、
都
合
七
〇
本
と
な
り
、
旗
持

七
〇
人
歩
行
が
こ
れ
を
務
め
る
想
定
で
あ
る
。
長
柄
鎗
で
は
、
旗
本
に
六
〇
人
組

長
柄
中
間
の
二
組
全
員
が
配
属
さ
れ
る
。
先
手
二
備
に
は
三
〇
本
ま
た
は
三
五
本

宛
、
羽
翼
・
殿
三
備
に
は
一
〇
本
ま
た
は
一
五
本
宛
が
配
分
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら

は
、「
皆
御
家
中
ヨ
リ
出
ル
役
長
柄
也
、
士
大
将
ヲ
除
キ
、
凡
百
本
余
モ
可
有
之
、

但
、
其
組
下
諸
士
ノ
役
長
柄
ハ
、
其
組
頭
ヘ
出
シ
付
キ
申
也
」
と
さ
れ
、
各
備
の

士
組
諸
士
の
役
長
柄
が
、
そ
の
組
に
配
属
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
弓
足
軽
は
、
旗

本
に
二
〇
人
四
組
が
配
属
さ
れ
る
が
、
内
二
〇
人
一
組
の
み
が
持
弓
組
と
し
て
の

専
属
で
、
残
り
三
組
は
「
時
宜
ニ
因
テ
ハ
、
御
先
手
、
其
外
諸
手
ヘ
増
加
モ
有
ヘ

シ
、
或
ハ
術
ニ
因
、
伏
弓
・
伏
鉄
砲
ニ
用
之
」
と
す
る
。
先
手
二
備
に
は
各
二
〇

人
一
組
宛
が
配
属
さ
れ
、
羽
翼
・
殿
三
備
に
は
「
常
式
」
で
は
「
配
分
ナ
シ
」
と

さ
れ
る
。
鉄
砲
足
軽
は
、
旗
本
に
五
〇
人
一
組
と
四
〇
人
五
組
・
三
〇
人
七
組
が

配
属
さ
れ
る
。
そ
の
内
五
〇
人
一
組
を
持
筒
組
、
四
〇
人
五
組
を
「
常
式
御
先
足

軽
」
と
す
る
が
、
残
る
三
〇
人
七
組
は
弓
組
同
様
に
「
時
宜
ニ
因
テ
ハ
、
御
先
手
、

其
外
諸
手
ヘ
増
加
モ
有
ヘ
シ
、
或
ハ
術
ニ
因
、
伏
弓
・
伏
鉄
砲
ニ
用
之
」
と
す
る
。

ま
た
こ
の
鉄
砲
の
三
〇
人
七
組
は
、「
御
留
守
ニ
可
指
置
」
と
も
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、「
籏
・
長
柄
・
弓
・
鉄
砲
之
事
」
で
は
各
備
の
最
低
基
準
と
し
て
の

武
具
数
が
示
さ
れ
、
実
戦
に
お
い
て
は
旗
本
備
に
お
け
る
余
剰
人
員
を
「
時
宜
ニ

因
テ
ハ
」、
各
備
や
「
御
留
守
」
に
配
分
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

寛
政
期
の
「
武
者
組
物
定
」　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
も
と
に
実
際
に

は
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
の
中
に
は
、

「
武
者
組
物
定
）
25
（

」
と
題
す
る
「
六
陣
五
軍
」
の
家
中
侍
を
中
心
と
し
た
主
要
な
軍

事
編
成
を
示
し
た
史
料
が
伝
存
す
る
。
記
載
さ
れ
た
「
物
頭
」
の
在
任
期
間
か
ら

判
断
す
れ
ば
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
〜
六
年
頃
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
）
26
（

。
そ
の
冒
頭
に
は
、
作
成
経
緯
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

自
然
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御
出
馬
有
之
節
者
一
々
命
令
可
有
之
候
得
者
、
私
ニ
御
当
家
之
武
者
組
を
備

置
に
者
不
及
事
、
只
恐
入
候
得
共
、
臨
火
急
多
端
之
事
、
手
備
と
く
相
調
事
、

御
流
義
を
得
意
せ
さ
る
故
歟
、
弐
百
年
に
近
泰
平
な
れ
者
心
ニ
落
付
か
さ
る

故
、
古
人
之
咄
し
伝
へ
を
当
時
同
役
之
人
々
あ
ま
ね
く
談
合
之
趣
、
空
く
成

る
も
残
念
ゆ
へ
、
御
役
用
閑
暇
之
節
々
談
合
之
趣
、
左
ニ
書
記
候
、
全
是
ニ

極
ニ
あ
ら
す
、
猶
相
考
へ
し
、
将
又
其
期
ニ
臨
て
可
被　

仰
付
士
組
内
之
物

奉
行
・
頭
、
夫
々
器
量
を
撰
可
被　

仰
付
事
乍
勿
論
、
其
期
ニ
あ
ら
さ
れ
は

予
定
置
か
た
し
、
た
と
へ
当
時
の
人
に
引
当
撰
置
、
夫
々
其
器
ニ
当
日
所
江

配
当
す
る
と
言
と
も
、
長
幼
之
進
退
有
れ
者
、
年
長
の
忽
隠
居
と
成
り
、
若

年
の
壮
と
成
り
、
且
才
能
之
進
止
、
壮
士
も
死
す
れ
者
、
其
跡
は
幼
年
と
成

る
も
皆
常
に
至
る
所
な
れ
者
、
其
全
な
き
故
、
先
大
躰
分
限
帳
・
組
附
帳
之

御
筆
並
ニ
依
て
御
役
割
ニ
配
当
す
、
猶
其
期
ニ
臨
て
操
替
て
用
ひ
事
足
る
へ

し
、
惣
而
兵
書
ニ
も
一
隅
守
る
へ
か
ら
す
と
有
れ
ハ
、
爰
ニ
も
大
躰
全
部
の

人
数
を
以
て
記
置
け
共
、
此
備
を
必
と
す
る
に
あ
ら
す
、
唯
し
臨
機
応
変
に

て
増
減
し
て
用
ゆ
へ
し
、
素
よ
り
此
書
者
後
世
ニ
残
す
ニ
あ
ら
す
、
自
然
在

役
之
内
心
得
之
処
御
尋
も
有
之
者
、
左
之
通
に
て
は
如
何
可
有
御
座
哉
与
可

申
上
た
め
也
、
譬
へ
後
世
見
る
人
有
る
と
も
之
を
隣
察
せ
ん
事
を
希
而
已
、

ま
ず
そ
の
作
成
の
趣
旨
は
、
火
急
の
「
御
出
馬
」
に
際
し
て
「
臨
火
急
多
端
之

事
、
手
備
と
く
相
調
事
」
な
ど
、（
現
在
で
は
）
御
家
（
井
伊
家
）
の
「
御
流
儀
」

を
心
得
て
お
ら
ず
、
二
百
年
近
く
泰
平
が
続
き
不
安
も
あ
る
の
で
、「
御
当
家
之

武
者
組
」
を
「
私
（
的
）」
に
定
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
古
人
之
咄
し
伝
へ
」

や
、「
当
時
同
役
」
た
ち
に
よ
り
談
合
し
た
こ
と
を
全
て
空
し
く
な
る
の
は
残
念

で
あ
る
た
め
、「
御
役
用
閑
暇
之
節
々
」
に
談
合
し
た
こ
と
を
書
き
記
し
た
と
す

る
。
た
だ
し
、「
是
ニ
極
」、「
此
備
を
必
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
手
備
」

の
規
範
と
し
て
「
後
世
ニ
残
す
」
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
が
、
も
し
も
「
在
役
之

内
心
得
之
処
御
尋
」
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
で
如
何
で
し
ょ
う
か
と
申
し
上
げ
る
た
め

で
あ
る
と
断
り
を
記
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
作
成
当
時
の
「
分
限
帳
・
組
附
帳
之

御
筆
並
」
に
よ
っ
て
「
御
役
割
」
に
配
当
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
各
々
の

「
長
幼
」
や
「
才
能
」
も
変
わ
り
、「
其
期
ニ
臨
」
で
は
、「
繰
替
」
て
用
い
て
事

足
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

「
当
時
同
役
」
と
は
、
お
そ
ら
く
家
老
役
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
作
成
時
期

に
、「
火
急
」
に
備
え
た
井
伊
家
の
軍
事
編
成
に
つ
き
、
同
役
が
古
伝
を
集
約
し

て
、
し
ば
し
ば
談
合
し
た
内
容
が
編
集
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
談
合
の
時
期
は
、

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
前
後
と
推
測
さ
れ
る
。
寛
政
四
年
十
二
月
に
は
、
ロ
シ

ア
使
節
ラ
ク
ス
マ
ン
事
件
を
契
機
に
幕
府
が
諸
大
名
に
対
し
て
海
防
強
化
を
命
じ

て
お
り
、
こ
う
し
た
動
き
に
応
じ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
よ
う
。
実
際
に
、
こ
の
武

者
組
に
よ
り
出
陣
し
た
例
は
確
認
で
き
な
い
が
、
当
時
の
国
際
環
境
の
中
で
、
臨

戦
に
備
え
、
古
例
や
当
時
の
各
家
中
の
「
武
役
」
や
「
役
儀
」
を
勘
案
し
た
上
で
、

家
老
衆
議
に
よ
り
作
成
さ
れ
上
程
さ
れ
た
、
家
中
総
動
員
を
前
提
と
し
た
武
者
組

案
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
武
者
組
御
役
割
物
定
」　

編
成
の
基
本
方
針
は
、
次
の
十
二
箇
条
が
示
さ
れ
る
。

武
者
組
御
役
割
物
定

一（第
一
条
）

、千
石
ニ
馬
上
上
下
弐
騎
軍
役
道
具
御
定
之
通

一（第
二
条
）

、三
百
石
以
上
、
軍
役
道
具
御
定
之
通

但
シ
、
千
石
以
下
母
衣
役
之
衆
ハ
軍
役
道
具
御
免
ニ
候
得
共
、
官
江
者
不
出
、

御
定
之
通
召
連
候
事
、
御
役
替
被　

仰
付
候
得
者
、
直
ニ
可
指
出
事
故
、
右

之
通

一（第
三
条
）

、家
中
役
騎
馬
者
御
籏
本
之
外
者
其
手
ニ
召
連
、
使
并
其
外
用
事
ニ
召
仕
候
事
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一（第
四
条
）

、同
役
道
具
者
、
先
手
二
備
者
組
子
之
内
而
夫
々
司
被　

仰
付
、
別
備
ニ
立
、

其
余
者
将
之
役
騎
馬
之
内
ニ
而
夫
々
司
可
申
付
候
事

一（第
五
条
）

、御
籏
本
附
之
衆
者
、
手
廻
り
斗
召
連
、
役
騎
馬
・
役
道
具
官
江
出
し
、
別
備

ニ
被　

仰
付
候
事

一（第
六
条
）

、諸
物
頭
・
諸
奉
行
、
御
役
儀
都
而
物
之
頭
ニ
被　

仰
付
候
得
者
、
人
馬
并
兵

器
御
役
格
之
通
被　

仰
付
候
事
、
尤
小
身
者
、
俄
ニ
大
役
被　

仰
付
候
衆
者
、

銘
々
勝
手
次
第
ニ
被　

仰
付
候
事

一（第
七
条
）

、物
頭
衆
へ
相
組
之
馬
廻
り
衆
之
内
、
足
軽
十
人
ニ
壱
騎
ツ
ヽ
被
指
加
、
兼
而

物
頭
衆
申
合
置
、
於
物
前
足
軽
指
引
致
候
様
可
被　

仰
付
事

一（第
八
条
）

、士
大
将
衆
江
組
合
之
母
衣
之
衆
并
組
下
之
使
番
衆
申
合
、
同
様
相
勤
候
様
可

被　

仰
付
事

一（第
九
条
）

、御
家
中
衆
無
足
惣
領
末
子
弟
者
、
親
兄
弟
家
々
格
式
之
通
被　

召
仕
、
御
呼

出
し
有
之
衆
者
、
其
格
式
之
通
被　

召
仕
候
事
、
尤
十
五
歳

被　

召
連
候

義
ニ
候
得
共
、
当
時
者
冠
年
有
之
間
、
御
帳
面
十
八
歳
以
上
之
衆
被
召
連
候

積
之
事

一（第
一
〇
条
）

、組
附
知
行
取
子
共
惣
領
者
其
頭
ニ
付
、
弟
末
子
之
分
者
、
別
備
ニ
被　

仰
付

候
事

一（第
一
一
条
）

、玉
薬
中
間
者
足
軽
十
人
ニ
壱
人
割
ニ
被　

仰
付
候
事

一（第
一
二
条
）

、陣
夫
百
石
ニ
壱
人
御
定
之
通
、
着
陣
以
後
者
勿
論
、
行
軍
ニ
而
も
陣
場
奉
行

触
次
第
出
可
申
事
、
尤
小
頭
者
其
手
隊
将
之
役
足
軽
ニ
可
被　

仰
付
候
事

第
一
・
二
条
は
、
役
騎
馬
・
役
道
具
の
数
量
規
定
で
あ
る
。
千
石
以
上
・
三
百

石
以
上
は
「
御
定
」
の
通
り
で
、
千
石
以
上
の
み
に
役
騎
馬
が
課
さ
れ
る
。「
御

定
」
と
は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
九
月
六
日
に
二
代
井
伊
直
孝
の
代
始
め
に

あ
た
り
定
め
ら
れ
た
軍
役
規
定
）
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と
考
え
ら
れ
、
表
⑤
の
よ
う
に
役
積
が
規
定
さ
れ

た
。
弓
・
長
柄
に
較
べ
鉄
砲
重
視
の
役
積
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
以
後
、「
松
之
御
間
御
看
板
」

と
し
て
、
井
伊
家
当
主
と
家
臣
の
御
目
見
の
場
で

あ
る
城
中
表
御
殿
の
松
之
間
に
常
時
掲
げ
ら
れ
た
、

井
伊
家
軍
役
の
基
本
規
定
で
あ
る
。
千
石
以
下
の

母
衣
役
は
役
道
具
は
免
除
で
あ
る
が
、
役
退
任
の

際
に
は
必
要
と
な
る
の
で
、「
御
定
」
の
通
り
召

し
連
れ
る
と
す
る
。

第
三
〜
五
条
は
、
役
騎
馬
・
役
道
具
の
配
属
規

定
で
あ
る
。
①
家
中
の
役
騎
馬
は
、
旗
本
備
以
外

の
場
合
、
配
属
の
備
に
召
連
る
こ
と
、
②
役
道
具
は
、
先
手
二
備
の
家
中
の
道
具

は
、
組
子
（
組
附
の
侍
）
の
内
か
ら
「
司
（
権
物
頭
）」
が
任
じ
ら
れ
、
そ
の
他

の
備
で
は
、
各
「
将
（
士
大
将
）」
の
役
騎
馬
が
「
司
」
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
、

③
旗
本
備
の
家
中
は
、
手
廻
り
の
家
来
の
み
召
連
れ
、
役
騎
馬
・
役
道
具
は

「
官
」
へ
出
し
、「
別
備
」
に
配
属
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
。

第
六
・
七
条
は
、
諸
物
頭
・
諸
奉
行
の
軍
役
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、「
御

役
儀
」
と
し
て
「
頭
」
を
命
じ
ら
れ
れ
て
お
り
、
知
行
石
高
に
か
か
わ
ら
ず
、

「
御
役
格
」
に
応
じ
た
軍
役
を
出
す
よ
う
定
め
ら
れ
、
役
格
よ
り
「
小
身
」
の
場

合
は
「
勝
手
次
第
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
物
頭
と
同
じ
備
組
の
馬
廻
り
衆
の
中
か
ら
、

物
頭
配
下
の
足
軽
一
〇
人
に
つ
き
一
騎
宛
を
「
物
頭
加
役
」
と
し
て
加
え
、
双
方

申
し
合
わ
せ
て
、
物
頭
の
指
図
に
従
う
と
す
る
。

第
八
条
は
、
士
大
将
に
配
属
さ
れ
た
母
衣
衆
や
、
各
備
組
下
の
使
番
衆
は
双
方

申
し
合
わ
せ
て
同
様
に
勤
め
る
と
す
る
。

第
九
・
十
条
は
、
家
中
の
無
足
惣
領
や
そ
の
他
の
子
弟
の
配
属
規
定
で
あ
る
。

表⑤　井伊家軍役役積
石高 騎馬 鉄砲 弓 長柄
1000 2 騎馬上上下 2挺 1張 2本
800 なし 1挺 1張 3本
700 なし 1挺 1張 2本
600 なし 1挺 なし 2本
500 なし 1挺 なし 1本
400 なし 1挺 なし なし
300 なし 1挺 なし なし
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無
足
惣
領
・
末
子
弟
は
、
親
兄
弟
の
「
家
々
格
式
之
通
」
と
し
、「
御
呼
出
」
が

あ
れ
ば
「
其
格
式
之
通
」
に
出
陣
し
、
十
八
歳
以
上
の
も
の
を
召
連
れ
る
と
す
る
。

ま
た
、
組
附
知
行
取
の
子
共
惣
領
は
、
そ
の
「
頭
」
に
附
属
し
、「
弟
末
子
」
は

「
別
備
」
と
し
た
。

第
十
一
・
十
二
条
は
、
玉
薬
中
間
・
陣
夫
の
配
属
規
定
で
あ
る
。
玉
薬
中
間
は
、

足
軽
一
〇
人
に
つ
き
一
人
の
割
合
で
各
組
に
配
分
し
、
陣
夫
は
百
石
に
一
人
を

「
御
定
」
の
通
り
と
し
、「
着
陣
」
以
後
は
も
ち
ろ
ん
、「
行
軍
」
の
際
に
も
陣
場

奉
行
か
ら
の
「
触
」
に
よ
り
差
し
出
し
、
陣
夫
の
「
小
頭
」
は
配
属
さ
れ
た
各
備

手
の
隊
将
の
役
足
軽
が
任
じ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
古
人
之
咄
し
伝
へ
」「
御
定
」「
家
々
格
式
」
に
基
づ
き
配
分

さ
れ
た
。「
武
者
組
物
定
」
を
備
別
に
示
し
た
も
の
が
、
後
掲
の
表
⑥
・
⑦
で
あ

る
。
表
⑥
は
、
家
中
の
騎
馬
侍
が
担
う
各
備
で
の
「
役
名
」「
就
任
者
名
」「
石

高
」「
数
（
人
数
）」
を
示
し
て
い
る
。「
備
考
」
は
、
士
大
将
は
役
騎
馬
以
下
の

供
連
人
数
、
各
奉
行
は
附
属
の
歩
行
・
手
代
以
下
の
下
役
、
中
間
・
郷
夫
の
人
数

を
「
武
者
組
物
定
」
の
記
事
か
ら
示
し
、
物
頭
は
足
軽
組
の
所
在
地
と
物
頭
の
就

任
期
間
を
「
御
物
頭
役
前
之
覚
）
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」
を
も
と
に
示
し
た
。
表
⑦
は
、「
武
者
組
物
定
」

の
各
備
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
集
計
を
も
と
に
「
士
大
将
」
の
供
連
、
各
組
で
頭
・

奉
行
を
つ
と
め
る
「
組
下
役
武
者
」
の
供
連
、
組
附
の
平
士
で
あ
る
「
組
下
侍
」

の
供
連
、「
惣
人
数
」「
乗
馬
（
騎
馬
）」「
駄
馬
（
荷
馬
）」
の
数
を
上
段
の
欄
に

示
し
、
中
段
の
欄
に
は
各
備
配
下
の
歩
行
、
足
軽
、
中
間
、
下
役
、
役
騎
馬
・

弓
・
長
柄
、
陣
補
子
の
人
数
を
示
し
た
。
下
段
の
欄
は
、
各
備
の
「
将
」「
役
武

者
」「
組
下
（
侍
）」
の
知
行
高
を
示
し
て
い
る
。
末
尾
の
集
計
数
に
つ
い
て
は
、

役
騎
馬
・
役
鉄
砲
な
ど
の
各
項
目
で
の
実
数
と
集
計
数
が
一
致
し
な
か
っ
た
り
、

一
部
の
惣
人
数
の
集
計
が
一
致
し
な
い
な
ど
問
題
点
も
あ
る
が
、
各
備
に
記
さ
れ

た
記
事
は
、
一
部
の
役
儀
・
身
分
に
つ
い
て
不
明
確
な
も
の
も
見
ら
れ
る
た
め
厳

密
な
数
値
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
末
尾
の
集
計
を
も
と
に

数
値
を
示
し
た
。

文
化
十
一
年
の
軍
事
編
成　
「
掌
中
秘
録
」
に
は
、「
文
化
十
一
壬
戌
春　

直
中

公
依
命
指
上
写
」
と
題
す
る
軍
事
編
成
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。
同
書
は
、
井
伊
家

の
軍
制
に
関
す
る
記
録
を
集
録
し
た
手
留
帳
で
あ
り
、
二
代
井
伊
直
孝
以
来
、
発

令
さ
れ
た
軍
役
・
軍
事
編
成
に
関
す
る
諸
軍
令
・
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
化

十
一
年
（
一
八
一
四
）
の
軍
事
編
成
は
、「
掌
中
秘
録
」
の
末
尾
に
記
さ
れ
る

「
諸
雑
記
」
の
前
に
収
録
さ
れ
る
。
そ
の
作
成
経
緯
は
不
詳
で
あ
る
が
、
後
述
す

る
よ
う
に
冒
頭
の
箇
条
に
よ
り
、「
何
ノ
国
カ
異
変
」
に
際
し
て
の
「
御
出
馬
」

に
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
寛
政
五
・
六
年
頃
の
「
武
者
組
物
定
」
の
時

と
同
様
、
当
時
は
文
化
初
年
以
来
続
く
、
ロ
シ
ア
船
に
対
す
る
警
戒
が
強
め
ら
れ
、

同
四
年
十
二
月
に
幕
府
は
ロ
シ
ア
船
打
ち
払
い
を
命
じ
、
翌
五
年
に
は
仙
台
・
会

津
両
藩
に
蝦
夷
地
守
備
が
命
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
同
七
年
に
は
会
津
・
白
河
両
藩

に
江
戸
湾
警
衛
が
命
じ
ら
れ
る
な
ど
、
一
層
ロ
シ
ア
船
を
は
じ
め
諸
外
国
船
に
対

す
る
警
戒
が
強
ま
っ
た
時
期
で
は
あ
る
が
、
文
化
十
一
年
前
後
に
は
、
と
り
わ
け

幕
府
の
対
外
政
策
に
際
だ
っ
た
動
き
は
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
の
軍
事
編
成
の
作
成
を
命
じ
た
の
が
当
時
の
藩
主
直
亮
で
は
な
く
、

大
殿
直
中
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
直
亮
は
こ
の
二
年
前
、
文
化
九
年
二
月

に
家
督
相
続
し
、
同
年
六
月
に
初
入
部
す
る
。
翌
十
年
四
月
に
は
彦
根
を
発
ち
江

戸
参
勤
、
文
化
十
一
年
は
在
江
戸
で
あ
り
、
同
十
二
年
四
月
に
は
将
軍
家
斉
の
名

代
と
し
て
日
光
代
参
を
勤
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
殿
直
中
は
直
亮
の
在
江
戸
中

に
こ
の
作
成
を
命
じ
た
こ
と
に
な
る
。
翌
年
の
「
日
光
代
参
」
に
備
え
た
も
の
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
異
変
に
備
え
た
と
記
す
こ
と
や
、
大
殿
直
中
自
身
も
「
備
」
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に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
戦
を
想
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
前

章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
文
化
六
年
に
は
「
六
陣
五
軍
」
と
は
異
な
る
「
中
老
」
な

ど
が
率
い
る
機
動
部
隊
と
し
て
の
「
小
手
分
備
」
が
直
中
の
治
世
に
編
成
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
御
出
馬
」
に
と
も
な
う
総
動
員
体
制
と
し
て
の
実
戦
的

軍
事
編
成
の
確
立
が
、
直
中
か
ら
直
亮
へ
の
代
替
わ
り
を
機
に
求
め
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
大
殿
直
中
が
そ
れ
を
命
じ
た
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
当
時
直
亮

が
十
九
歳
と
い
う
若
年
で
あ
る
こ
と
、
家
督
を
嗣
い
だ
直
亮
の
井
伊
家
当
主
と
し

て
の
資
質
に
、
直
中
が
不
安
を
抱
い
て
い
た
こ
と
な
ど
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
）
29
（

。

そ
の
冒
頭
に
は
、「
御
答
書　

御
出
発
ノ
次
第
」
と
い
う
見
出
し
書
に
続
き
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

一
、何
ノ
国
カ
異
変
有
テ
君
上
御
出
馬
ニ
定
ル
ト
キ
、
御
陣
触
被
仰
出
、
先
第
一

番
ニ
総
着
到
ヲ
附
ヘ
シ
、
着
到
ノ
法
、
何
モ
京
橋
口
・
船
町
口
ヨ
リ
表
御
門

へ
入
、
此
処
ニ
テ
帳
ニ
附
キ
、
裏
御
門
ヨ
リ
佐
和
口
へ
出
テ
帰
宅
ス
ベ
シ
、

士
組
ノ
分
ハ
其
頭
々
ノ

宅
ニ
テ
着
到
ス　
　
　

着
到
付
役
人
、
御
右
筆
ノ
職
掌
也
、
母
衣
役
・
御
目
付

立
合
ベ
シ
、
表
御
門
遠
侍
御
番
所
ヲ
明
ケ
、
机
三
脚
置
、
一
帳
ハ
家
督
騎
馬

士
、
一
帳
ハ
同
歩
立
ノ
士
、
一
帳
ハ
無
足
人
十
五
以
上
ヲ
附
ル
、

　

右
ニ
テ
当
節
壮
健
御
供
相
勤
可
申
人
数
高
定
リ
申
候

一
、二
日
目
、
君
上
御
広
間
へ
御
出
坐
、
重
キ
役
人
皆
伺
公
、
於
是
人
々
ノ
才
器

ヲ
撰
ミ
、
評
定
決
定
著
ス
ル
ト
キ
、
其
人
々
ヲ
召
出
サ
レ
、
夫
々
御
役
割
仰

付
ラ
ル
、
次
ニ
前
後
左
右
ノ
士
隊
将
へ
附
属
有
ベ
キ
御
物
頭
初
ヲ
召
出
サ
レ
、

夫
々
仰
付
ラ
ル
、
次
ニ
御
城
代
ヲ
召
出
サ
レ
、
御
留
守
ニ
指
置
ル
ベ
キ
人
数

名
前
書
ヲ
以
、
夫
々
仰
付
ラ
ル

　

右
ニ
テ
御
役
割
相
定
リ
申
候

ま
ず
、
ど
こ
か
で
異
変
が
起
き
「
君
上
御
出
馬
」
と
な
っ
た
場
合
、「
御
陣
触
」

が
出
さ
れ
、
第
一
に
家
中
の
「
総
着
到
」
が
附
け
ら
れ
る
。
役
附
の
家
中
は
船
町

口
・
京
橋
口
か
ら
表
御
門
へ
入
り
、
表
御
門
遠
侍
御
番
所
に
お
い
て
、
母
衣
役
・

目
付
役
の
立
合
の
も
と
右
筆
に
よ
る
着
到
を
附
け
、
裏
門
口
か
ら
佐
和
口
を
通
っ

て
帰
宅
。
士
組
附
の
家
中
は
、
そ
の
侍
組
頭
の
宅
で
着
到
附
を
お
こ
な
う
。
こ
れ

に
よ
り
「
当
節
壮
健
御
供
」
が
で
き
る
人
数
が
定
ま
る
。

二
日
目
に
は
、
君
上
が
「
御
広
間
」
に
出
座
し
主
要
な
役
人
が
伺
候
の
上
、

「
人
々
ノ
才
器
」
を
選
ん
だ
上
で
「
評
定
決
定
」
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
選
任
に
応

じ
て
召
し
出
さ
れ
「
御
役
割
」
が
命
じ
ら
れ
る
。
次
に
、「
前
後
左
右
ノ
士
隊
将
」

に
附
属
さ
れ
る
物
頭
が
召
し
出
さ
れ
配
属
が
命
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
城
代
が
召
し
出

さ
れ
、「
御
留
守
」
を
勤
め
る
「
人
数
名
前
書
」
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
命
じ
ら
れ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
家
中
そ
れ
ぞ
れ
の
「
御
役
割
」
が
定
ま
る
と
い
う
。

以
下
に
は
、
三
日
目
に
士
大
将
以
下
が
惣
出
仕
の
上
、
君
上
出
座
し
、「
頭
分

并
役
者
」
が
列
座
し
、
軍
監
に
よ
り
「
軍
中
御
法
令
」
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
組
下

支
配
の
者
へ
は
御
法
令
書
の
写
に
よ
り
組
頭
か
ら
伝
達
さ
れ
、
出
陣
期
日
が
記
さ

れ
る
こ
と
、「
押
道
武
者
並
」
の
行
列
書
付
が
隊
長
・
諸
頭
へ
伝
達
さ
れ
る
こ
と
、

軍
監
か
ら
普
請
方
へ
家
中
各
備
の
揃
場
（
立
場
）
に
杭
を
打
ち
諸
手
へ
触
れ
る
こ

と
、
さ
ら
に
出
陣
当
日
の
諸
礼
、「
立
場
之
積
并
押
出
次
第
」
な
ど
が
記
さ
れ
る
。

そ
の
後
に
、「
別
帳
」
と
し
て
五
箇
条
の
役
定
・
人
選
の
基
準
が
示
さ
れ
）
30
（

、
続

い
て
各
備
別
に
各
役
武
者
・
諸
士
の
組
附
が
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一
条
は
、
役
定
・
人
選
は
「
軍
中
ノ
第
一
」
で
あ
り
容
易
で
は
な
い
が
、
今

は
「
才
器
ノ
当
否
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
よ
そ
「
知
行
・
格
式
」
に
準
じ
て
割
定

め
た
と
す
る
。

第
二
・
三
条
は
、
組
附
侍
の
無
足
惣
領
は
父
に
随
い
、
そ
の
手
に
附
属
す
る
こ

と
、
二
男
・
弟
な
ど
は
旗
本
備
の
「
戦
士
」
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
。
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第
四
条
は
、
士
大
将
に
よ
る
五
備
以
外
の
家
中
が
差
し
出
し
た
役
道
具
の
内
、

鉄
砲
・
弓
は
各
備
に
配
分
す
る
よ
り
城
中
の
「
守
兵
」（
留
守
）
に
用
い
る
べ
き

な
の
で
、
こ
こ
に
は
当
面
記
さ
な
い
と
し
、
長
柄
は
、
五
備
へ
配
分
の
余
り
で
あ

る
「
廿
筋
余
」
は
鎗
奉
行
に
附
属
し
て
、
直
臣
の
「
御
長
柄
」
に
随
っ
て
働
か
せ

る
こ
と
。

第
五
条
は
、（
各
備
へ
の
）
配
分
割
合
は
「
古
法
」
に
因
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

「
地
・
敵
・
時
ノ
勢
」
に
よ
っ
て
は
、
士
大
将
の
考
え
に
よ
り
願
い
出
が
あ
れ
ば

「
時
宜
ニ
応
じ
増
減
」
を
命
じ
ら
れ
る
と

す
る
。

こ
れ
ら
の
内
、
第
四
条
目
の
各
家
中
か

ら
差
し
出
さ
れ
た
役
道
具
の
配
分
は
、

「
武
者
組
物
定
」
の
規
定
に
は
見
ら
れ
な

い
が
、
そ
れ
以
外
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
趣
旨

と
考
え
ら
れ
る
。

近
世
後
期
の
軍
事
編
成　

後
掲
の
表
⑧

は
、
こ
の
「
文
化
十
一
壬
戌
春　

直
中
公

依
命
指
上
写
」
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
配

分
さ
れ
た
軍
事
編
成
の
概
略
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
軍
事
編
成
を
、
そ

れ
ぞ
れ
騎
馬
・
旗
・
鉄
砲
・
弓
・
長
柄
・

総
人
数
に
つ
い
て
対
照
し
た
も
の
が
表
⑨

で
あ
る
。
但
し
、
総
人
数
以
外
は
、
家
中

が
負
担
す
る
役
騎
馬
・
役
鉄
砲
以
下
の
軍

役
分
を
除
い
て
い
る
。
以
下
、
表
⑨
お
よ

び
表
④
・
⑥
・
⑦
・
⑧
を
も
と
に
比
較
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

ま
ず
、
旗
本
備
と
小
荷
駄
を
除
く
、
五
備
の
惣
人
数
・
馬
数
を
比
較
す
る
と
、

「
御
備
定
大
方
」
と
「
武
者
組
物
定
」
で
は
、
一
之
先
手
備＞

二
之
先
手
備＞

後

備＞
左
備＞

右
備
の
順
と
な
り
、
ま
た
「
将
」
の
知
行
の
序
列
、
各
組
の
「
知
行

合
計
」
も
同
様
で
あ
る
。
左
・
右
備
よ
り
後
備
が
大
き
い
こ
と
は
、「
御
備
定
大

方
」
に
「
此
三
備
ハ
皆
三
十
騎
余
ア
リ
、
御
旗
本
ノ
羽
翼
・
殿
ノ
備
也
、
少
シ
モ

騎
数
多
キ
方
ヲ
殿
備
ト
ス
ヘ
シ
」
と
す
る
こ
と
に
符
合
す
る
。「
掌
中
秘
録
」
で

表⑨　武役編成比較
一之先手備

惣人数 騎馬 旗 鉄砲 弓 長柄
御備定大方 不明 83 15 180 40 30/35
武者組物定 1768 83（109） 10 130 20 60
掌中秘録 1420 83（110） 15 180 20 30

二之先手備
御備定大方 不明 83 15 180 40 30/35
武者組物定 1599 83（109） 10 130 20 60
掌中秘録 1019 83（100） 15 180 20 30

左　　　備
御備定大方 不明 32 5 30/60 無 10/15
武者組物定 707 32（44） 5 70 20 30
掌中秘録 408 32（41） 5 30 0 15

右　　　備
御備定大方 不明 32 5 30/60 無 10/15
武者組物定 632 32（39） 5 60 20 30
掌中秘録 469 32（41） 5 30 0 15

後　　　備
御備定大方 不明 37 5 30/60 0 10/15
武者組物定 751 37（47） 5 60 20 0
掌中秘録 459 37（46） 5 30 0 15

旗　本　備
御備定大方 不明 不定 5 30/60 0 10/15
武者組物定 4868 （205） 5 290 20 60
掌中秘録 5016＊ 196＊ 5 480 80 180

＊騎馬数は大殿様手廻・藩主庶子・小荷駄奉行の数を含む。

小荷駄奉行
御備定大方 無＊1 無＊1 無＊1 無＊1 無＊1 無＊1
武者組物定 1442＊2 （69）＊2 5 120＊2 0 0
掌中秘録 ＊3 （200） 5 40 0 0

＊1　御備定大方は記載なし。　＊2　小荷駄附役人の数を含む。
＊3　旗本備に含まれる。

留　　　守
御備定大方 不明 無＊ 無＊ 無＊ 無＊ 無＊
武者組物定 1656 （49） 0 180 20 0
掌中秘録 不明 23 0 30 0 0

＊御備定大方は記載なし。

注：（　　　）内は、役騎馬を除き、無足子弟などの騎馬を含む。30/35などの表記は、
30人また35人などと記されているものである。
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は
、
右
備
が
後
備
を
上
回
り
、
一
之
先
手
備＞

二
之
先
手
備＞

右
備＞

後
備＞

左

備
の
順
と
な
る
。
こ
れ
は
、
右
備
の
士
大
将
が
、
井
伊
直
中
の
六
男
恭
之
介
を
婿

養
子
と
し
た
井
伊
三
郎
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
31
（

。

概
数
か
ら
み
れ
ば
、
い
ず
れ
も
先
手
二
備
と
左
・
右
・
後
の
三
備
は
、
各
備
別

の
兵
力
に
し
て
お
よ
そ
二
対
一
の
比
率
と
な
る
。「
武
者
組
物
定
」
で
は
、
役
騎

馬
を
除
い
た
家
中
騎
馬
数
は
、
先
手
二
備
は
一
〇
九
騎
、
後
備
四
七
騎
、
左
備
四

四
騎
、
右
備
三
九
騎
と
な
り
、「
御
備
定
大
方
」
に
見
る
先
手
八
三
騎
、
左
右
羽

翼
三
二
騎
、
殿
三
七
騎
よ
り
も
い
ず
れ
も
多
い
。「
武
者
組
御
役
割
物
定
」
で
は
、

「
先
大
躰
分
限
帳
・
組
附
帳
之
御
筆
並
ニ
依
て
御
役
割
ニ
配
当
」
し
た
と
す
る
か

ら
、
基
本
的
に
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
「
御
改
正
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
組

附
で
配
当
し
た
上
で
、
母
衣
（
使
番
）・
物
頭
や
組
附
知
行
取
の
子
共
惣
領
が
父

と
と
も
に
そ
の
「
頭
」
に
附
属
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。「
掌
中
秘
録
」
の
文
化
十

一
年
（
一
八
一
四
）
の
編
成
で
も
、
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

旗
・
鉄
砲
の
数
か
ら
み
れ
ば
、「
掌
中
秘
録
」
と
「
御
備
定
大
方
」
で
は
先
手

二
備
に
重
く
配
備
さ
れ
、
長
柄
の
数
で
も
共
通
点
が
見
ら
れ
る
が
、
弓
数
で
は

「
御
備
定
大
方
」
と
「
武
者
組
物
定
」「
掌
中
秘
録
」
そ
れ
ぞ
れ
で
共
通
点
・
相
違

点
が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
御
備
定
大
方
」
が
編
成
の
基
準
と
さ
れ
た
こ
と
は

窺
え
る
が
、
編
成
時
期
に
お
け
る
井
伊
家
庶
子
の
有
無
、
大
殿
備
の
有
無
な
ど
、

内
的
要
因
に
よ
り
各
備
の
配
分
は
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

三　
「
備
」
の
内
部
構
造

家
中
侍
と
供
連　

つ
ぎ
に
各
備
に
配
分
さ
れ
た
「
士
組
」
の
内
部
構
造
を
「
武

者
組
物
定
」
の
左
備
（
脇
伊
織
組
）
を
例
に
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
表
⑩
は
、

縦
行
に
各
組
付
侍
の
「
御
役
割
」、
横
列
に
は
「
御
役
割
」
の
「
役
人
数
」、「
石

高
」、
役
人
の
「
上
下
供
連
人
数
」、「
役
騎
馬
」「
役
鉄
砲
」「
役
弓
」「
役
長
柄
」

の
数
、
役
騎
馬
が
あ
る
場
合
そ
の
「
供
連
下
人
」
の
数
、「
乗
馬
」
の
数
、
物
頭

配
下
の
足
軽
「
組
頭
」「
足
軽
」「
玉
薬
中
間
」
の
数
、「
武
具
長
持
」
と
そ
の

「
持
夫
」
の
数
、「
駄
馬
」
と
そ
の
「
口
付
」
の
数
、
鳥
毛
鎗
を
持
つ
「
鳥
毛
小

頭
」「
鳥
毛
中
間
」
の
数
、
籏
添
の
歩
行
で
あ
る
「
七
十
人
歩
行
」
の
数
、
各
役

人
に
添
え
ら
れ
た
「
郷
夫
」、
各
役
人
別
の
惣
人
数
を
示
す
「
〆
供
連
人
数
」
の

順
に
示
し
、「
備
考
」
に
は
、「
武
者
組
物
定
」
に
記
さ
れ
た
補
足
・
注
を
示
し
た
。

た
と
え
ば
一
行
目
の
「
使
番
（
三
百
石
並
）」
は
、
加
田
孫
兵
衛
・
羽
田
友
之

介
・
広
瀬
助
之
進
・
平
石
冑
右
衛
門
・
石
原
甚
内
・
山
上
弥
次
右
衛
門
の
六
人
が

勤
め
る
。
内
四
人
が
知
行
二
〇
〇
石
、
二
人
が
一
五
〇
石
。
加
田
孫
兵
衛
の
場
合
、

原
文
で
は
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
二
百
石
田
孫
兵
衛

　

上
下
十
人
、
内
郷
夫
三
人　
　
　
　

乗
馬　
　
　

壱
疋

　
　

駄
馬　
　
　
　

壱
疋　
　
　
　
　

口
付　
　
　

壱
人

　

〆
十
一
人

加
田
の
よ
う
に
二
〇
〇
石
の
場
合
、
本
来
の
供
連
は
本
人
と
郷
夫
二
人
を
含
め

八
人
だ
が
、
三
〇
〇
石
格
の
役
で
あ
る
「
使
番
」
を
勤
め
る
た
め
本
人
と
郷
夫
三

人
を
含
み
上
下
一
〇
人
の
供
連
と
な
る
。「
乗
馬
」
は
「
御
役
割
」
を
勤
め
る
家

中
の
乗
用
馬
で
あ
る
。
三
〇
〇
石
以
下
で
あ
る
の
で
役
騎
馬
以
下
、
武
道
具
の
役

負
担
は
な
い
が
、
駄
馬
一
疋
と
そ
の
口
付
夫
一
人
が
添
え
ら
れ
る
。
惣
人
数
は
役

人
一
人
あ
た
り
一
一
人
、
六
人
都
合
六
六
人
と
な
る
。
つ
ま
り
、
三
列
目
の
「
上

下
供
連
人
数
（
内
郷
夫
）」
の
数
値
と
末
尾
の
「
〆
」
人
数
が
分
け
て
書
か
れ
て

い
る
の
は
、「
使
番
」
を
勤
め
る
家
中
が
家
内
の
陪
臣
・
下
人
・
知
行
所
（
給
地
）

一
、使
番

使
番
ニ
付
、
三
百
石
並



34

史　　　窓

か
ら
調
達
す
る
人
数
が
前
者
で
あ
り
、
駄
馬
と
口
付
は
藩
か
ら
の
支
給
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

二
行
目
の
鉄
砲
足
軽
四
〇
人
組
の
八
木
原
太
郎
右
衛
門
の
場
合
は
、
原
文
で
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

　
一

　
鉄
砲
足
軽
四
十
人
組

、物
頭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
四
百
石
 

木
原
太
郎
右
衛
門

　
　

上
下
十
二
人　

内
郷
夫
三
人　
　
　

乗
馬　
　
　

壱
疋

　
　

外
、
役
騎
鉄
炮
壱
挺
壱
人

　
　
　

組
手
代　
　
　

弐
人　
　
　
　
　

鉄
炮
足
軽　

四
十
人

　
　
　

玉
薬
中
間　
　

四
人　
　
　
　
　

郷
夫　
　
　

四
人

　
　
　

足
軽
武
具
長
持
八
棹
、
此
持
夫　
　
　
　
　
　

十
六
人

　
　
　

駄
馬
（
頭
并
組
下
共
ニ
）　
四
疋　

口
付　
　
　

四
人

　
　

組
下
共
人
数

　
　
　

合
八
拾
三
人　

内
郷
夫
弐
十
三
人　
　
　
　
　
　
　
　
＊（　

）内
は
割
注
。

八
木
原
は
知
行
四
〇
〇
石
で
あ
る
た
め
、
軍
役
と
し
て
鉄
砲
一
挺
一
人
を
家
内

陪
臣
か
ら
差
し
出
し
、
そ
れ
以
外
に
家
内
の
陪
臣
・
下
人
、
知
行
所
（
給
地
）
か

ら
郷
夫
三
人
、
合
わ
せ
て
一
二
人
を
供
連
と
し
、
乗
馬
一
疋
を
負
担
す
る
。
そ
し

て
「
武
役
」
が
善
利
橋
十
一
丁
目
の
鉄
砲
四
〇
人
組
の
物
頭
で
あ
る
た
め
、
足
軽

組
か
ら
手
代
二
人
と
組
下
足
軽
四
〇
人
が
附
属
さ
れ
、
さ
ら
に
玉
薬
中
間
四
人

（
足
軽
一
〇
人
に
一
人
宛
）・
武
具
長
持
八
棹
（
足
軽
五
人
に
一
棹
宛
）・
同
持
夫

一
六
人
（
長
持
一
棹
に
四
人
宛
）・
駄
馬
四
疋
（
足
軽
一
〇
人
に
一
疋
宛
）
と
口

付
夫
四
人
と
郷
夫
四
人
（
足
軽
一
〇
人
に
一
人
宛
）
が
藩
か
ら
支
給
さ
れ
、
都
合

総
勢
八
三
人
と
馬
五
疋
と
な
る
。
八
木
原
の
「
〆
供
連
人
数
」
の
「
内
郷
夫
」
は

二
三
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
内
三
人
の
み
が
八
木
原
の
調
達
負
担
、
残
り
二
〇
人

が
藩
か
ら
の
支
給
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
長
持
夫
一
六
人
、
駄
馬
口
付
夫
四

人
と
足
軽
組
添
え
の
「
郷
夫
」
四
人
の
合
計
は
二
四
人
と
な
る
の
で
、
口
付
も
し

く
は
足
軽
添
の
「
郷
夫
」
が
八
木
原
の
負
担
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
郷

夫
人
数
の
原
文
記
載
の
数
値
は
一
致
し
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
郷
夫
負
担
の

実
態
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
当
面
は
「
上
下
供
連
人
数
」
の
「
内
郷
夫
」
を

家
中
負
担
、「
〆
供
連
人
数
」
の
「
内
郷
夫
」
を
藩
支
給
を
含
む
「
郷
夫
」
の
惣

人
数
と
想
定
し
て
論
述
を
す
す
め
る
こ
と
に
す
る
。

士
大
将
の
供
連　

士
大
将
も
同
様
に
知
行
高
に
見
合
う
供
連
を
と
も
な
っ
て
い

た
。
次
頁
の
表
⑪
は
、
左
備
の
士
大
将
脇
伊
織
の
供
連
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
主
伊
織
を
含
め
、
惣
勢
一
四
一
人
に
の
ぼ
る
。「
武
者
組
物
定
」
で
は
、
そ
の

記
述
か
ら
伊
織
に
近
仕
す
る
近
習
・
歩
行
な
ど
が
見
ら
れ
る
「
持
鉄
砲
」
以
下
の

部
分
と
、
三
五
〇
〇
石
の
知
行
取
と
し
て
負
担
す
る
軍
役
と
し
て
の
、
役
騎
馬
六

人
に
と
も
な
う
部
分
、
軍
役
道
具
と
し
て
の
役
鉄
砲
・
役
弓
・
役
長
柄
に
と
も
な

う
部
分
の
、
三
部
立
て
で
区
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
末
尾
の
集
計
に
「
右
士

大
将
一
分
之
上
下
人
数
」
と
さ
れ
、
す
べ
て
大
身
の
家
臣
脇
家
が
「
一
分
」
と
し

て
独
自
に
調
達
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
近
習
給
人
」
の
列
の
注
記
に
、「
此
給
人
、
貝
・
太
鼓
・
弓
・
鉄
支
配
兼
」
と

あ
る
よ
う
に
、
近
習
は
当
主
に
近
侍
し
、「
貝
吹
」「
太
鼓
負
手
」「
同
打
手
」、
役

道
具
の
「
役
鉄
砲
」「
役
弓
」
な
ど
を
支
配
す
る
と
さ
れ
る
。
脇
家
の
家
内
陪
臣

に
は
「
用
聞
」「
小
姓
」「
中
小
姓
」「
若
党
」「
足
軽
」
な
ど
の
苗
字
を
持
つ
階
層

が
見
ら
れ
、「
役
騎
馬
」
六
人
は
「
用
聞
」
や
「
小
姓
」
を
勤
め
る
六
人
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
）
32
（

。
彼
ら
は
、
脇
家
の
日
常
的
な
家
政
を
担
う
だ
け
で
な
く
、
戦
時

に
は
又
陪
臣
（
陪
臣
の
家
人
）
を
率
い
て
脇
家
の
供
連
の
一
員
と
し
て
騎
馬
で
加

わ
る
。

脇
家
の
供
連
は
、
脇
家
直
臣
と
し
て
士
大
将
の
指
揮
下
に
あ
っ
て
直
接
指
図
を
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う
け
、
と
く
に
役
騎
馬
は
、「
武
者
組
御
役
割
物
定
」
の
第
三
条
に
「
一
、家
中
役

騎
馬
者
、
御
籏
本
之
外
者
其
手
ニ
召
連
、
使
并
其
外
用
事
ニ
召
仕
候
事
」
と
あ
る

よ
う
に
、
脇
伊
織
の
「
使
」
や
「
用
事
」
に
従
事
し
士
大
将
に
近
侍
す
る
こ
と
に

な
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
備
」
に
配
属
さ
れ
た
士
大
将
を
は
じ
め
と
す
る
家
中
侍
は
、

基
本
的
に
個
々
に
負
担
す
べ
き
役
騎
馬
・
役
道
具
と
家
内
陪
臣
以
下
を
自
己
負
担

の
供
連
と
し
、「
御
役
割
」
に
よ
っ
て
は
、
藩
か
ら
「
御
役
割
」
に
応
じ
た
武

具
・
中
間
・
郷
夫
が
支
給
さ
れ
「
備
」
の
組
織
を
構
成
し
た
。
そ
の
基
本
構
成
は
、

士
大
将
を
中
心
に
、
⒜
母
衣
・
使
番
な
ど
の
伝
令
を
担
う
部
分
、
⒝
鉄
砲
・
弓
・

長
柄
な
ど
の
備
の
中
で
も
前
方
に
位
置
し
て
主
要
武
力
を
担
う
部
分
、
⒞
士
大
将

の
位
置
を
示
す
旗
奉
行
・
鎗
奉
行
の
部
分
、
⒟
士
大
将
の
指
揮
の
も
と
陣
場
奉

行
・
組
付
士
を
差
配
す
る
組
頭
・
戦
士
五
長
・
小
荷
駄
頭
な
ど
の
騎
馬
戦
士
の
部

分
、
⒠
士
大
将
の
家
内
陪
臣
な
ど
か
ら
な
る
直
属
供
連
の
部
分
か
ら
な
る
。
図
①

は
、
左
備
（
脇
伊
織
組
）
の
組
織
構
造
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
規
模
で

あ
る
右
備
・
後
備
も
同
様
の
組
織
で
あ
り
、
ま
た
規
模
の
大
き
い
先
手
二
備
も
、

士
大
将
に
「
御
旗
本
」
と
の
伝
令
を
担
う
「
母
衣
役
」
が
附
属
さ
れ
る
こ
と
、
目

付
役
・
右
筆
役
・
医
者
・
馬
医
役
・
勘
定
人
が
近
侍
す
る
こ
と
、
武
道
具
の
手
入

れ
な
ど
を
お
こ
な
う
「
陣
補
子
」
や
、
組
付
侍
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
役
鉄
砲
・
役

弓
・
役
長
柄
が
、
組
付
侍
を
頭
と
し
て
直
臣
足
軽
と
は
別
に
組
編
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
異
な
る
が
、
大
筋
で
基
本
構
成
は
同
じ
で
あ
る
。

旗
本
の
組
織　

旗
本
の
組
織
構
造
も
、
前
述
し
た
先
手
二
備
、
左
右
・
後
三
備

の
⒜
か
ら
⒠
の
特
徴
を
基
本
的
に
持
っ
て
い
る
。
表
⑥
に
示
し
た
家
中
騎
馬
侍
の

表⑪　左備士大将脇伊織の供連
役　　割 人数 馬数 注　　記

士大将　脇伊織 1
持鉄砲 3挺 3
持弓 2張 2
長柄 3本 3
長刀 1振 1
太鼓負手 1
同打手 1
貝吹 1
馬験持 2
持鑓 1
十文字（鑓） 1
具足櫃（持） 2
指物（籏） 1
甲立持 1

近習給人 7 此給人、貝・太
鼓・弓・鉄支配兼

歩行士 7 此歩行小道具ニ付
馬取 3
草履取 2
手弓 1張（持） 1
手筒 1挺（持） 1
乗替 1疋（馬取） 3
手明中間 1
小荷駄宰領 2
近習 7人の夫 7
歩行 7人の夫 1
小道具30人の夫 3
将の台所賄用人 3
台所用人の夫 3
将の玉薬其外諸道具持夫 7
将の駄馬 0 2
下人の駄馬 0 3
（駄馬）口付 5
小計 77 5 ＊内郷夫21人
役騎馬騎 5人連 5 1
役騎馬騎 5人連 5 1
役騎馬騎 4人連 4 1
役騎馬騎 4人連 4 1
役騎馬騎 4人連 4 1
役騎馬騎 4人連 4 1
乗馬 6
駄馬・口付 2 2
小計 34 14 ＊内郷夫12人
役鉄砲 7挺 7
玉薬箱持 1
役弓 3張 3
矢箱持 1
役長柄 7本 7
右三器小頭 3
右三器の夫 3
同武具長持 2棹持夫 4
駄馬・口付 1 1
小計 30 1 ＊内郷夫 7人
合計 141 ＊内郷夫40人
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構
成
か
ら
み
る
と
、
ま
ず
⒜
の
母
衣
役
、
⒝
の
鉄
砲
・
弓
の
足
軽
組
、
⒞
の
鎗
・

旗
、
⒟
の
五
組
の
戦
士
（
組
子
）
を
率
い
る
番
頭
が
確
認
で
き
る
。
続
く
鉄
砲
足

軽
五
〇
人
組
物
頭
・
弓
足
軽
二
〇
人
組
物
頭
・
鳥
毛
中
間
支
配
鎗
奉
行
は
、
そ
れ

ぞ
れ
持
筒
・
持
弓
・
持
鎗
支
配
で
あ
る
か
ら
、
⒠
の
士
大
将
の
直
属
供
連
に
該
当

す
る
。
以
下
、
軍
監
か
ら
用
人
取
次
の
増
田
治
部
右
衛
門
ま
で
は
、「
用
人
・
取

次
」「
側
役
・
評
定
役
兼
」「
小
納
戸
役
」「
小
姓
番
頭
」「
御
用
役
」「
御
櫛
役
」

「
軍
奉
行
」「
目
付
役
」
な
ど
藩
主
近
侍
の
も
の
た
ち
や
、「
綏
之
介
様
」「
勇
吉

様
」
な
ど
庶
子
附
の
も
の
が
続
き
、
さ
ら
に
「
右
筆
役
（
首
奉
行
）」「
賄
役
」

「
側
役
物
頭
」
な
ど
の
近
習
、「
普
請
奉
行
」「
作
事
奉
行
」
な
ど
「
陣
場
奉
行
」

に
相
当
す
る
面
々
、「
舟
奉
行
」「
小
荷
駄
奉
行
」
な
ど
運
送
に
か
か
わ
る
奉
行
、

「
役
鉄
砲
」「
役
弓
」
の
頭
、「
用
人
物
頭
」、「
目
付
役
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
藩
主

旗
本
に
直
属
す
る
近
臣
た
ち
で
あ
る
。

旗
本
は
各
備
に
較
べ
三
倍
近
い
規
模
を
持
つ
が
、
基
本
的
な
組
織
構
造
は
同
じ

と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
に
加
え
、「
儒
者
」「（
医
者
）」、「
歩
行
」
の
者
、「
留
書

役
」「
装
束
役
」「
茶
道
頭
」「
坊
主
」「
旅
賄
方
手
先
小
役
」「
早
飛
脚
之
者
」「
百

人
組
中
間
」
な
ど
、
平
時
で
は
用
人
役
の
支
配
下
に
あ
る
諸
役
や
中
間
・
小
者
ク

ラ
ス
の
武
家
奉
公
人
が
⒠
の
部
分
に
配
属
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
旗
本
に
配
属
さ
れ
た
家
中
侍
は
、「
小
姓
」

「
中
小
姓
」「
側
役
」「
附
人
」
な
ど
、
平
時
で
は
藩
主
や
そ
の
子
弟
の
近
習
と
し

て
仕
え
た
も
の
と
、
賄
方
や
奥
向
・
庶
子
屋
敷
の
役
人
を
つ
と
め
る
歩
行
を
支
配

す
る
「
用
人
」
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
さ

ら
に
検
討
を
加
え
た
い
。

小
荷
駄
の
組
構
成　

小
荷
駄
隊
の
任
務
は
、
戦
時
に
必
要
な
兵
粮
や
玉
薬
、
陣

場
設
営
の
諸
道
具
な
ど
を
運
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
小
荷
駄
の
組
は
四
〇
〇
〇
石
の
元

⒝⒞⒟⒠

荒
道
具
長
持
夫
⑷

士　　　大　　　将

使
番
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共
連
60
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⑽
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⑴
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口
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⑽
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指
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…
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⑷
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⑴

役
弓
⑶

夫
⑴

駄
馬
口
付
⑴

小
頭
⑴

役
長
柄
⑺

夫
⑴

駄
馬
口
付
⑵

役
騎
馬
⑹

共
連
24
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士
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馬
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⑷
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馬
口
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⑸

戦
士
五
長
⑷
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⑹

駄
馬
口
付
⑴
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駄
頭
⑴
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⑴
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⑷ 共
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⒁
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軽
40

武
具
長
持
夫
⒃

玉
薬
中
間
⑷

駄
馬
口
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⑷
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⑷

⒜

※

（　）
内
数
字
は
人
数

図
①　

左
備
（
脇
伊
織
組
）
の
組
織
構
造
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戸
・
大
津
・
京
都
屋
敷
を
守
る
「
江
戸
留
守
」
の
部
分
か
ら
な
る
。

城
内
に
は
若
殿
様
（
井
伊
直
清
）
と
城
内
奥
向
の
「
真
如
院
様
（
八
代
井
伊
直

定
側
室
）」
以
下
の
女
性
が
お
り
、
藩
主
と
の
縁
戚
に
連
な
る
「
小
溜
」
格
か
ら

え
ら
ば
れ
た
「
城
代
（
印
具
徳
右
衛
門
）」「
城
代
加
番
（
木
俣
多
十
左
衛
門
）」

を
筆
頭
に
、
鉄
砲
足
軽
三
〇
人
組
が
一
組
と
若
殿
様
の
「
側
役
」「
小
納
戸
役
」

「
抱
守
」「
医
者
」「
御
伽
」「
歩
行
」
な
ど
が
配
分
さ
れ
る
。「
地
方
賄
役
」
は
、

「
賄
役
」
を
筆
頭
に
、
城
下
に
所
在
す
る
庶
子
や
井
伊
家
の
女
性
が
住
む
御
用
屋

敷
の
「
付
人
」、「
町
奉
行
」
二
人
と
「
筋
奉
行
」
五
人
・「
筋
奉
行
加
役
」
一
人
、

領
内
に
所
在
す
る
「
郷
士
」
四
人
、
領
内
の
蔵
入
地
を
管
轄
す
る
町
人
身
分
の

「
代
官
」
五
人
、「
郷
手
代
」
五
人
が
配
分
さ
れ
る
。「
町
奉
行
」
に
は
、「
町
方
御

用
懸
り
」
足
軽
二
四
人
、「
町
同
心
」
一
三
人
が
附
属
し
、
町
奉
行
両
人
は
毎
日

一
人
宛
交
替
で
城
下
の
端
々
の
町
中
を
見
廻
り
、「
火
之
元
其
外
万
端
」
を
厳
重

に
慎
ま
せ
る
よ
う
に
町
役
人
を
呼
び
出
し
て
申
し
渡
す
こ
と
、
足
軽
四
・
五
人
と

町
同
心
三
・
四
人
を
召
し
連
れ
て
、「
錑
リ
・
指
俣
」
な
ど
を
持
た
せ
見
廻
る
こ

と
、
ま
た
別
に
「
手
木
（
十
手
）」
の
も
の
を
「
昼
夜
無
油
断
」
城
下
の
見
廻
り

を
す
る
よ
う
命
じ
る
よ
う
に
と
す
る
。「
筋
奉
行
」
に
は
、
筋
方
御
用
懸
り
の
足

軽
五
〇
人
が
附
属
し
、「
筋
方
ニ
而
者
五
十
人
之
足
軽
三
人
ツ
ヽ
御
領
分
端
々
迄

見
廻
ら
せ
、
万
端
慎
ヲ
示
さ
せ
、
若
不
審
成
儀
有
之
ハ
、
早
速
注
進
致
候
様
可
申

付
候
、
尤
代
官
五
人
之
内
も
弐
人
ツ
ヽ
、
右
同
様
ニ
御
領
分
相
廻
ら
せ
可
申
候
」

と
町
人
「
代
官
」
と
も
ど
も
、
領
内
見
廻
り
を
つ
と
め
た
。
領
内
の
南
部
周
縁
に

配
置
さ
れ
て
い
た
「
郷
士
」
は
「
御
領
分
端
々
迄
相
廻
り
聞
合
、
異
変
之
様
子
見

聞
候
ハ
ヽ
、
早
々
注
進
可
致
事
」
と
、
異
変
に
た
い
す
る
警
戒
を
任
務
と
し
た
。

城
内
の
表
門
・
裏
門
・
追
手
門
・
黒
門
・
山
崎
門
の
「
番
」、
第
二
郭
・
第
三

郭
の
中
藪
口
以
下
十
一
口
の
「
番
」、
御
用
米
蔵
・
松
原
蔵
の
「
番
」
は
各
持
場
、

家
老
宇
津
木
弥
平
太
が
士
大
将
と
し
て
「
小
荷
駄
奉
行
」
を
つ
と
め
る
。
た
だ
し
、

こ
の
組
は
旗
本
を
の
ぞ
く
五
備
の
内
で
は
な
く
、
平
時
か
ら
預
け
ら
れ
た
「
士

組
」
で
は
な
い
）
33
（

。
配
下
に
は
⒜
使
番
、
⒝
鉄
砲
・
弓
足
軽
、
⒞
鎗
奉
行
・
籏
奉
行
、

⒟
組
頭
・
陣
馬
奉
行
・
戦
士
（
役
騎
馬
）、
⒠
士
大
将
の
供
連
な
ど
惣
人
数
六
九

五
人
で
構
成
さ
れ
、
基
本
的
に
前
述
の
各
備
と
同
じ
構
成
が
見
ら
れ
、
そ
の
規
模

も
左
右
・
後
の
三
備
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
騎
馬
の
「
戦
士
」
が
す
べ
て
家
中

侍
か
ら
指
し
出
し
た
役
騎
馬
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
攻
撃
的
戦
力
を
期
待
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
小
荷
駄
を
守
衛
す
る
部
隊
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
表
⑥
に
示
し
た
よ
う
に
、「
鉄
砲
足
軽
三
十
人
組
」
が
二
組
、「
鉄
砲

奉
行
」「
大
筒
役
」「
鉄
砲
玉
薬
奉
行
」「
細
工
奉
行
」「
鷹
匠
」「
納
戸
役
」「
金
奉

行
」「
元
方
勘
定
奉
行
」「
兵
粮
奉
行
」
の
下
役
な
ど
惣
人
数
七
四
七
人
が
「
小
荷

駄
附
役
人
」
と
し
て
附
属
さ
れ
、
両
者
を
あ
わ
せ
る
と
、
惣
人
数
一
四
四
二
人
、

鉄
砲
足
軽
一
二
〇
人
と
先
手
備
に
匹
敵
す
る
規
模
と
な
る
。
小
荷
駄
は
、
各
備
の

末
尾
に
平
士
か
ら
任
命
さ
れ
た
「
小
荷
駄
頭
」「
小
荷
駄
奉
行
」
が
記
載
さ
れ
、

本
組
に
も
「
士
大
将
」
兼
「
小
荷
駄
奉
行
」
で
あ
る
宇
津
木
弥
平
太
以
外
に
、
組

末
尾
に
「
小
荷
駄
奉
行
」（
真
壁
林
平
）
が
配
属
さ
れ
「
右
、
林
平
、
小
荷
駄
方

之
駄
馬
六
十
九
疋
之
支
配
」
と
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
「
小
荷
駄
組
」
の
「
奉

行
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
宇
津
木
は
、
大
規
模
な
旗
本
の
後
方
に
あ
っ
て
各

備
の
「
小
荷
駄
頭
」「
小
荷
駄
奉
行
」
を
差
配
す
る
立
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
）
34
（

。留
守
式
の
構
成　
「
留
守
」
は
、「
御
出
馬
」
に
よ
り
藩
主
不
在
と
な
っ
た
城
・

城
下
と
領
内
静
謐
を
ま
も
る
こ
と
が
任
務
で
あ
る
。
表
⑥
で
示
し
た
よ
う
に
、
城

中
を
守
る
「
城
代
」
以
下
の
部
分
と
、
城
下
・
町
中
・
郷
中
を
警
戒
す
る
「
地
方

賄
役
」
の
部
分
、
城
内
・
城
外
の
諸
門
や
諸
蔵
の
「
番
」
を
つ
と
め
る
部
分
、
江
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「
鉄
砲
奉
行
」「
鉄
砲
玉
薬
奉
行
」「
元
方
勘
定
奉
行
」「
細
工
奉
行
」「
金
奉
行
」

な
ど
も
各
役
所
詰
と
さ
れ
る
。
諸
門
は
昼
夜
の
開
閉
が
細
か
く
規
定
さ
れ
、「
表

門
昼
夜
共
〆
切
、
出
入
壱
人
ツ
ヽ
急
度
改
通
し
可
申
候
、
尤
二
代
り
ニ
四
人
ツ
ヽ

相
勤
可
申
、
勤
番
之
節
、
持
鑓
為
持
可
罷
出
候
」
な
ど
と
人
の
出
入
の
改
め
、
番

の
交
代
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
。

ま
た
、「
内
目
付
役
」「
改
証
判
方
」「
畳
奉
行
」
な
ど
も
こ
こ
に
加
え
ら
れ
、

「
内
目
付
役
」
は
「
右
、
勤
方
本
役
之
外
、
諸
役
所
立
会
并
蔵
方
証
判
兼
帯
」
と

注
記
さ
れ
、
留
守
中
の
諸
役
所
で
の
事
務
手
続
き
の
立
会
を
担
う
。
さ
ら
に
家
中

侍
の
子
弟
か
ら
一
八
人
が
「
火
方
盗
賊
改
方
」
を
つ
と
め
、「
御
城
下
并
御
城
下

ニ
付
有
之
村
々
迄
相
廻
り
、
自
身
番
油
断
無
之
哉
相
改
、
火
方
盗
賊
改
、
其
外
非

常
之
事
相
糺
し
候
様
、
尤
足
軽
三
人
ツ
ヽ
召
連
、
昼
夜
不
絶
相
廻
り
候
様
可
被
仰

付
事
」
と
、「
御
出
馬
」
中
の
城
下
町
中
や
城
下
周
辺
の
村
々
を
昼
夜
絶
え
ず
見

廻
る
こ
と
と
さ
れ
、「
火
方
盗
賊
改
方
御
用
懸
」
の
足
軽
三
〇
人
が
附
属
さ
れ
る
。

「
遠
見
番
」
は
、
平
田
山
・
古
城
山
（
佐
和
山
）・
礒
山
の
彦
根
城
近
辺
の
遠
見

を
つ
と
め
、「
諸
方
見
通
能
所
ニ
小
屋
懸
致
、
昼
夜
三
人
ツ
ヽ
罷
越
、
足
軽
弐

人
・
郷
夫
三
人
召
連
、
相
図
之
笧（
篝
）請

答
可
致
候
、
異
変
有
之
者
早
速
笧
并
太
鼓
ヲ

打
せ
、
注
進
等
可
申
付
候
」
と
、
臨
時
の
小
屋
を
設
け
て
「
相
図
之
笧
請
答
」
を

お
こ
な
い
、
異
変
の
際
、「
笧
并
太
鼓
ヲ
打
せ
」
注
進
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、

遠
見
番
御
用
懸
の
足
軽
一
二
人
が
附
属
す
る
。
ま
た
「
御
厩
番
」
も
こ
こ
に
加
え

ら
れ
る
。

「
外
輪
番
」
は
、
城
下
町
中
と
周
辺
村
々
と
の
出
入
り
口
に
設
け
た
れ
た
木
戸

門
の
口
を
固
め
、「
切
通
口
・
新
屋
敷
二
ヶ
所
・
里
根
口
・
小
藪
口
二
ヶ
所
・
御

籏
町
口
・
猿
尾
口
・
善
利
川
橋
詰
・
順
礼
海
道
・
大
藪
口
新
番
所
・
松
原
舟
入
新

番
所
・
物
生
山
口
新
番
所
・
表
御
門
橋
詰
・
裏
御
門
橋
詰
・
大
手
橋
詰
・
長
橋
口

橋
詰
・
尾
末
町
入
口
・
石
場
・
下
馬
場
町
」
な
ど
の
二
〇
箇
所
に
二
人
宛
が
二
交

代
で
配
備
さ
れ
、
七
十
人
歩
行
一
〇
人
・
足
軽
五
二
人
・
役
足
軽
一
八
人
が
つ
と

め
る
と
す
る
。

「
江
戸
留
守
」
に
は
、「
小
溜
」
格
一
人
と
奥
向
役
人
を
支
配
す
る
「
用
人
」
一

人
に
医
者
の
み
が
配
分
さ
れ
、
家
内
陪
臣
の
供
連
を
含
め
て
も
、
上
下
合
せ
て
も

七
十
六
人
の
手
勢
で
あ
る
。「
一
、御
出
馬
中
者
、
右
之
外
勤
番
ハ
不
被
仰
付
、
定

府
衆
ニ
而
御
用
可
被
為
済
事
」
と
定
め
ら
れ
、
江
戸
「
定
府
」
の
家
中
を
加
え
最

低
限
の
配
備
と
な
る
。
大
津
蔵
屋
敷
と
京
屋
敷
の
京
賄
役
は
平
時
と
同
じ
詰
人
数

の
み
で
あ
る
。

四　

武
役
と
役
儀

家
中
侍
の
「
武
役
」　

彦
根
藩
で
は
、「
武
役
」
と
し
て
「
籏
奉
行
」「
鑓
奉
行
」

が
見
ら
れ
、
平
時
に
は
配
下
に
属
す
る
徒
士
や
中
間
の
支
配
に
あ
た
る
。
弓
・
鉄

砲
組
の
「
物
頭
」
は
、
平
時
に
は
各
足
軽
組
の
支
配
に
あ
た
る
が
、
文
政
十
三
年

（
一
八
三
〇
）
の
例
で
は
、
用
人
五
人
、
側
役
七
人
、
町
奉
行
二
人
、
城
使
二
人
、

筋
奉
行
四
人
、
小
納
戸
二
人
、
馳
走
奉
行
一
人
、
鷹
頭
取
二
人
、
侍
宗
門
改
兼
武

具
預
一
人
、
仕
送
奉
行
一
人
が
見
ら
れ
、「
物
頭
」
三
七
人
の
内
、
二
七
人
が
他

の
「
役
儀
」
を
兼
ね
て
い
た
）
35
（

。
ま
た
「
母
衣
役
」
は
、
平
時
に
は
特
段
配
下
の
者

が
な
く
役
割
が
な
い
が
、
文
政
十
三
年
の
例
で
は
、
用
人
一
人
、
側
役
二
人
、
筋

奉
行
二
人
、
小
納
戸
三
人
、
城
使
二
人
、
江
戸
中
屋
敷
留
守
居
三
人
、
普
請
奉
行

二
人
、
大
津
蔵
屋
敷
奉
行
二
人
、
物
主
書
物
奉
行
二
人
が
見
ら
れ
、「
母
衣
役
」

二
一
人
の
内
、
一
九
人
が
「
役
儀
」
を
兼
ね
て
い
た
。

ま
た
「
城
中
番
頭
」「
十
一
口
門
番
頭
」
は
平
時
の
職
と
し
て
設
け
ら
れ
、
二

〇
〇
石
〜
一
〇
〇
石
の
知
行
取
平
士
か
ら
任
命
さ
れ
る
番
頭
の
も
と
に
、「
城
中
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番
」
で
は
各
門
に
騎
馬
徒
士
の
「
上
番
（
定
番
）」
八
人
と
「
上
り
番
」（
足
軽
の

隠
居
、
番
上
が
り
）
三
三
〜
四
四
人
、「
下
番
」
六
〜
八
人
が
添
え
ら
れ
、「
十
一

口
門
番
」
で
は
各
門
に
帰
参
家
臣
の
「
加
番
」
一
人
に
、「
門
番
足
軽
」
一
〇
人
、

「
加
人
足
軽
」
四
人
、「
下
番
」
二
人
が
添
え
ら
れ
諸
門
の
守
り
と
通
行
管
理
を
お

こ
な
っ
た
。
軍
事
に
は
、
そ
の
ま
ま
の
人
数
割
で
「
御
留
守
」
に
属
し
、
他
の

「
役
儀
」
を
兼
務
し
て
い
な
い
。
城
郭
諸
門
の
番
は
、
仙
台
伊
達
家
や
萩
毛
利
家

の
職
制
で
は
「
大
組
番
」
や
「
大
組
」
と
よ
ば
れ
、
平
時
に
は
平
士
が
輪
番
交
代

で
勤
め
、
軍
時
に
は
「
大
組
番
」
や
「
大
組
」
の
面
々
が
各
備
に
配
分
さ
れ
る
例

が
見
ら
れ
る
が
）
36
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、
彦
根
井
伊
家
の
場
合
、
城
番
・
門
番
は
平
時
の
「
役
儀
」
と
し

て
平
士
以
下
が
専
属
と
な
り
、
軍
時
の
「
武
役
」
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
異
な
る
。

「
御
役
人
勤
方
覚
」　
「
掌
中
秘
録
」
に
は
、「
御
備
定
大
方
」
の
次
に
、「
御
役

人
勤
方
覚
」
と
題
す
る
記
録
が
収
録
さ
れ
る
。
平
時
に
お
い
て
各
家
中
に
任
じ
ら

れ
る
「
武
役
」
と
「
役
儀
」
が
、
軍
事
の
際
に
如
何
な
る
役
割
を
果
た
す
か
が
示

さ
れ
て
い
る
。
作
成
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
「
武
者
組
物
定
」
や

直
中
の
命
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
文
化
十
一
年
の
陣
立
書
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

り
、
彦
根
井
伊
家
に
お
け
る
「
武
役
」
と
「
役
儀
」
の
相
関
関
係
を
検
討
す
る
上

で
重
要
と
考
え
る
。
そ
の
主
要
な
内
容
を
表
⑫
に
示
し
た
。
前
述
し
た
、
あ
き
ら

か
に
平
時
に
お
い
て
も
「
武
役
」
と
考
え
ら
れ
る
「
籏
奉
行
」
以
下
に
つ
い
て
は

省
略
し
た
。

こ
こ
に
い
う
「
御
役
人
」
と
は
、「
鷹
頭
取
役
」「
侍
宗
門
改
并
武
具
預
）
37
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」「
城

使
役
」
の
項
目
に
、「
コ
レ
平
常
ノ
役
也
」「
此
役
平
常
ノ
役
也
、
物
頭
勤
之
」

「
此
役
、
平
常
ノ
役
也
、
大
方
母
衣
役
也
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

軍
事
に
お
け
る
「
御
役
割
」
を
担
う
役
人
の
意
味
で
は
な
く
、
平
時
に
勤
め
て
い

る
「
武
役
」「
役
儀
」
の
意
味
と
考
え
ら
れ
、
平
時
の
「
御
役
人
」
が
軍
事
に
お

表⑫　「御役人勤方之事」の主要記事
武役・役儀 勤方の内容

家老 此役ノ内、士大将ヲ除、余ハ宿老等ニ用ユヘキカ、但、任ニ不当ハ如何

用人 此役、大方六七人ナリ、内二人ハ歩行頭、四人ハ母衣タルベシ、足軽大将ナトアラハ御旗本ニ指置然
ベシ、母衣四人ハ両御先手へ検使ナリ

側役 此役大方物頭也、四十人ノ頭ハ不及申、三十人ノ頭、御旗本ニ指置可然カ、時宜ニヨルベシ
鷹頭取役 コレ平常ノ役也

寺社奉行並町方 此役、当時両人有之、時宜ニヨリ一人ハ御供、一人ハ御留守ニ被指置事足ルベキカ、又ハ両人共ニ残
ルコトモ有ヘキカ、時宜ニヨルベシ、物頭勤之、町同心十五人

筋奉行 此役二三ノ六人也、時宜ニヨリ二三人残リ事タルベキカ、人馬・兵粮ノ手クリ等専一也、物頭勤ム
侍宗門改并武具預リ 此役平常ノ役也、物頭勤之
小納戸役 此役、御旗本御馬廻リニ在之、御近習ノ御用、常ノ通ニ相勤ヘシ、物頭ハ各別、側役ノ処ニ注ス

目付役 此役、常式ニ相違不可有之、合戦ノ時ハ諸手へ両人ツヽモ配分有之、横目役ヲ可相勤カ、陣中ニテハ
多ク無之テモ事タルベシ、御留守ニモ一両人ハ残ルベシ

城使役 此役、平常ノ役也、大方母衣役也

普請奉行 母衣御免、此役、御出馬ヨリ以前、御先ヘ参リ、小屋所ノ場所見立、其外平生ノゴトク普請ノ用相ツ
トムベシ、金堀或鍬持等ノ類、此支配也、手代十人

作事奉行 此役、常ノ通リ作事ノ用相ツトムベシ、大工等ノ類、此手先ナリ
勘定奉行 此役、勤方平生ノ如シ、一両人ハ御留守ニ指置ルベシ、余ハ御供タルベシ、勘定人何モ此手先也
彦根賄役 此役、御留守ニ残テ兵粮運送ナドノ手繰リ等第一也

江戸賄役 此役、何モ御供、小荷駄并人足ノ支配ヲナスベシ、百人組中間・早ノ者、此手先也、一器量無之テハ
難勤カルベシ、道押并陣中兵粮等ノ用事司リ相勤メ、品ニヨリ御馬役ヨリ加リ勤ル事モ有ベキカ

小姓 此衆、御馬廻リヲ相ツトム、平常ノ如ク御前近、心ヲ付相勤ベシ
中小姓 此衆、御馬廻リヲ相ツトメ、手詰ノ勝負ヲ心懸ベシ、小姓モ同事ニ旗本近キ時、手詰ノ一戦心掛ベシ

騎馬徒士 此衆、平常ノ如ク御役付ヲ相ツトメ、残ル分ハ御馬廻りニ相ツメ、手詰ノ時ハ、御鳥毛ヲ以テ一勝負
有ベシ

歩行 此衆、御馬廻リヲ相ツトム、平常ノ如ク御前近、心ヲ付相勤ベシ、騎馬徒士ト勤方大方同ジ、左右前
後ノ御供相ツトムベシ、或ハ夜マワリ、其外番等相ツトムベシ、御用人支配之

郷士 何レモ御留守也、或ハ其辺ノ道案内、或ハ其近国ノ善悪ノヤウス聞出ス事専一ナリ
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史　　　窓

い
て
、
い
か
な
る
「
勤
方
」
を
す
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
用
人
」
の
場
合
、
お
よ
そ
六
・
七
人
の
内
二
人
は
歩
行
頭
、
四
人
は
母
衣
役

を
勤
め
、「
足
軽
大
将
」（
物
頭
）
を
兼
ね
る
場
合
は
、
御
旗
本
に
配
備
す
る
こ
と
、

母
衣
を
勤
め
る
四
人
は
先
手
二
備
に
配
備
し
て
「
検
使
」
を
勤
め
る
と
す
る
。

「
側
役
」
は
、
多
く
は
「
物
頭
」
を
兼
ね
て
お
り
、「
四
十
人
ノ
頭
」
は
言
う
ま
で

も
な
く
、「
三
十
人
ノ
頭
」
も
「
御
旗
本
」
に
配
備
す
べ
き
か
、
と
し
て
「
時
宜

ニ
ヨ
ル
ベ
シ
」
と
す
る
。

以
下
、
旗
本
に
配
備
さ
れ
る
の
は
「
小
納
戸
役
」「
小
姓
」「
中
小
姓
」
な
ど
の

近
臣
や
「
勘
定
奉
行
」（
一
部
は
留
守
）「
江
戸
賄
役
」、「
普
請
奉
行
」「
作
事
奉

行
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
平
時
に
お
い
て
も
、「
用
人
」
が
奥
向
の
差
配
や

賄
方
下
役
を
務
め
る
歩
行
支
配
に
従
事
す
る
役
で
あ
る
こ
と
、「
側
役
」「
小
納
戸

役
」「
小
姓
」「
中
小
姓
」
は
近
習
役
と
し
て
平
時
で
も
藩
主
に
近
侍
す
る
こ
と
、

「
勘
定
奉
行
」「
江
戸
賄
役
」
が
財
政
や
物
資
調
達
を
担
う
役
割
、「
普
請
奉
行
」

「
作
事
奉
行
」
も
「
平
生
ノ
ゴ
ト
ク
普
請
ノ
用
」「
常
ノ
通
リ
作
事
ノ
用
」
を
勤
め

る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
軍
事
に
お
い
て
も
「
御
旗
本
」
に
配
備
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。「
江
戸
賄
役
」
は
、
と
く
に
「
御
旗
本
」
に
お
け
る
「
小
荷
駄
并
人
足
」

の
支
配
を
お
こ
な
い
、「
百
人
組
中
間
・
早（飛
脚
カ
）

ノ
者
」
を
手
先
と
し
差
配
す
る
役
で

あ
り
、「
一
器
量
」
が
な
く
て
は
勤
め
が
た
い
と
さ
れ
た
。「
普
請
奉
行
」
は
「
御

出
馬
」
よ
り
前
に
御
先
ヘ
参
じ
、「
小
屋
所
ノ
場
所
」
を
見
立
て
る
役
目
を
担
う

と
さ
れ
、
そ
の
主
力
は
「
御
旗
本
」
に
配
備
さ
れ
た
が
、
各
備
に
は
他
の
平
士
が

「
陣
場
奉
行
」
と
し
て
配
分
さ
れ
、
普
請
方
の
手
代
以
下
を
差
配
し
陣
場
設
営
に

従
事
し
た
。

「
御
留
守
」
に
配
備
さ
れ
た
の
は
、「
寺
社
奉
行
並
町
方
」（
寺
社
奉
行
兼
町
奉

行
）
や
「
筋
奉
行
」、「
御
留
守
ニ
残
テ
兵
粮
運
送
ナ
ド
ノ
手
繰
リ
等
第
一
也
」
と

注
記
さ
れ
る
「
彦
根
賄
役
」
な
ど
で
あ
る
。「
寺
社
奉
行
並
町
方
」
は
「
物
頭
」

が
つ
と
め
、「
町
同
心
」
を
配
下
に
置
き
、「
一
人
ハ
御
供
、
一
人
ハ
御
留
守
」
す

る
か
「
両
人
共
ニ
（
留
守
に
）
残
ル
」
こ
と
も
あ
り
、「
時
宜
ニ
ヨ
ル
ベ
シ
」
と

さ
れ
た
。「
筋
奉
行
」
は
「
物
頭
」
が
つ
と
め
、
平
時
六
人
で
あ
る
が
「
時
宜
ニ

ヨ
リ
二
・
三
人
残
リ
」、「
人
馬
・
兵
粮
ノ
手
ク
リ
等
専
一
也
」
と
さ
れ
る
。
有
事

に
お
け
る
領
内
見
廻
り
の
た
め
で
あ
る
）
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。

「
目
付
役
」
や
「
勘
定
奉
行
」
も
勤
め
方
は
「
常
式
ニ
相
違
不
可
有
之
」「
勤
方

平
生
ノ
如
シ
」
と
さ
れ
る
が
、「
御
留
守
」
に
「
一
両
人
ハ
残
ル
」
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、「
目
付
役
」
は
軍
事
に
は
「
横
目
」
と
し
て
「
諸
手
備
へ
二
人
宛
配
分
」

さ
れ
る
こ
と
が
本
来
の
役
目
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
彦
根
井
伊
家
の
家
中
が
平
時
に
勤
め
る
「
役
儀
」
の
多
く
は
、

軍
事
に
お
け
る
「
御
役
割
」
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
、「
役
儀
」
を
任
命

す
る
こ
と
に
よ
り
、「
武
役
」
が
連
動
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
人
事
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
「
御
旗
本
」
に
は
、
平
時
に
お
け
る
奥
向
役

人
・
賄
役
人
を
差
配
す
る
「
用
人
」
を
は
じ
め
「
側
役
」「
小
納
戸
」「
小
姓
」
と

い
っ
た
近
臣
が
配
備
さ
れ
る
が
、
か
れ
ら
は
「
御
旗
本
」
に
お
け
る
「
物
頭
」
を

つ
と
め
、
軍
事
に
お
け
る
馬
廻
り
で
あ
り
な
が
ら
鉄
砲
・
弓
な
ど
重
要
な
戦
力
の

頭
を
も
務
め
る
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
御
役
人
勤
方
覚
」
に
規
定
さ
れ
た
内
容
は
、「
母
衣
役
」
の
例
で
は
、「
此
役
、

御
旗
本
ニ
有
之
使
職
也
、
内
大
身
ノ
母
衣
四
人
計
ア
リ
、
両
御
先
手
ヘ
ノ
検
使
也
、

其
外
三
人
程
ツ
ヽ
モ
両
御
先
手
ヘ
配
分
有
（
傍
線
筆
者
）

ル
ヘ
キ
カ
、
小
手
脇
三
組
ヘ
モ
品
ニ
ヨ

リ
配
分
有
ベ
シ
、
此
役
知
行
ノ
高
下
考
ヘ
有
ベ
シ
」
な
ど
と
、
傍
線
部
に
見
る
よ

う
に
断
定
的
で
は
な
い
表
現
の
部
分
も
あ
る
が
、
近
世
後
期
の
「
武
者
組
物
定
」

や
文
化
十
一
年
の
陣
立
書
（「
掌
中
秘
録
」
所
収
）
に
お
い
て
も
、
表
⑥
・
⑧
で
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見
る
よ
う
に
、
と
く
に
「
御
旗
本
」「
御
留
守
」
の
備
に
お
い
て
「
役
儀
」
と

「
武
役
」
の
相
関
関
係
が
確
認
さ
れ
る
。
逆
に
前
線
で
の
軍
働
き
が
期
待
さ
れ
る

先
手
二
備
や
、
左
右
・
殿
備
に
は
、「
無
役
」
や
「
侍
宗
門
改
并
武
具
預
」「
城
使

役
」
な
ど
「
コ
レ
平
常
ノ
役
也
」「
此
役
平
常
ノ
役
也
」
な
ど
と
さ
れ
た
「
役
儀
」

の
「
物
頭
」
が
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、「
備
」
の
特
質
に
応
じ
た
「
役

儀
」・「
武
役
」
が
配
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

お

わ

り

に

以
上
述
べ
て
き
た
要
点
を
整
理
す
る
と
、
次
の
四
点
に
集
約
で
き
る
。

①　

近
世
初
期
、
寛
永
期
に
始
ま
る
「
六
陣
五
軍
」
の
軍
事
編
成
は
、
十
八
世

紀
初
頭
ま
で
は
各
備
の
人
数
変
化
が
あ
っ
た
が
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の

「
士
組
人
数
」
の
「
御
改
」
に
よ
り
、
先
手
二
備
が
八
三
騎
、
左
・
右
二
備
が
三

二
騎
、
後
備
が
三
七
騎
と
い
う
「
士
組
附
」
が
確
定
し
た
。
以
後
、
文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）
に
二
〇
騎
一
備
の
「
小
手
分
」
組
が
二
備
、
各
備
か
ら
の
選
抜
に

よ
り
別
備
と
し
て
編
成
さ
れ
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
五
）
ま
で
存
続
す
る
が
、

「
六
陣
五
軍
」
の
軍
事
編
成
に
よ
る
「
士
組
附
」
は
、
幕
末
期
の
「
御
軍
制
御
改

正
」
ま
で
維
持
さ
れ
た
。

②　

近
世
後
期
、
寛
政
期
に
幕
府
か
ら
各
大
名
へ
海
防
に
と
も
な
う
軍
備
増
強

が
要
請
さ
れ
る
中
、
井
伊
家
で
は
、「
御
備
定
大
方
」
に
示
さ
れ
る
「
六
陣
五
軍
」

に
も
と
づ
く
騎
馬
数
、
籏
・
長
柄
・
弓
・
鉄
砲
な
ど
の
武
道
具
数
を
基
本
に
し
な

が
ら
、
家
中
を
総
動
員
す
る
軍
事
編
成
の
理
念
と
具
体
像
が
家
老
衆
議
に
よ
り
構

想
さ
れ
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
は
、
藩
主
の
代
替
わ
り
に
際
し
て
、

「
異
変
」
に
よ
る
「
御
出
馬
」
に
備
え
、「
御
陣
触
」
か
ら
「
御
出
陣
」
に
至
る
諸

手
続
の
詳
細
や
、
当
時
の
家
中
に
よ
る
総
動
員
に
よ
る
軍
事
編
成
が
、
実
働
を
前

提
と
し
て
、
主
命
に
よ
り
具
体
的
に
提
示
さ
れ
た
。

③　

近
世
後
期
の
各
備
の
内
部
構
造
は
、
⒜
母
衣
（
使
番
）、
⒝
鉄
砲
・
弓
組
、

⒞
長
柄
・
旗
組
、
⒟
組
附
士
（
陣
場
奉
行
を
含
む
）、
⒠
士
大
将
の
直
属
陪
臣
と

役
鉄
砲
・
役
弓
・
役
長
柄
組
の
五
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
⒟
⒠
以
外
の
役
武
者
は
、

各
々
に
規
定
の
役
騎
馬
・
役
道
具
を
差
し
出
す
他
に
、
規
定
の
供
連
従
者
を
連
れ
、

主
人
と
役
騎
馬
・
従
者
は
主
人
と
と
も
に
行
動
し
、
各
備
に
配
属
さ
れ
る
が
、
役

道
具
は
備
の
中
で
別
組
に
編
成
さ
れ
、
士
大
将
の
直
属
と
な
る
。

④　

井
伊
家
家
中
が
勤
め
る
平
時
の
「
役
儀
」
の
多
く
は
、
平
時
か
ら
任
じ
ら

れ
る
「
武
役
」
や
、
軍
事
に
際
し
て
配
分
さ
れ
る
「
御
役
割
」
と
密
接
な
関
係
を

持
っ
て
お
り
、「
役
儀
」
の
任
命
は
、
軍
事
に
お
け
る
「
御
役
割
」
が
予
め
想
定

さ
れ
て
い
た
。

彦
根
井
伊
家
で
は
、
元
禄
期
に
四
代
井
伊
直
興
が
「
役
儀
」
重
視
と
い
う
意
向

を
示
し
、『
侍
中
由
緒
帳
』
と
い
う
家
中
個
々
の
履
歴
記
録
に
よ
る
目
付
役
に
よ

る
人
事
管
理
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
家
中
侍
・
歩
行
に
至
る
ま
で
、
平
時

の
「
役
儀
」
が
重
視
さ
れ
た
。
近
世
後
期
で
は
給
人
四
七
五
人
の
内
、
四
一
八
人

が
「
役
儀
」
を
担
っ
て
お
り
）
39
（

、
病
気
、
家
督
相
続
後
の
幼
年
、
家
内
財
政
困
窮
に

よ
る
役
儀
免
除
、
謹
慎
処
分
に
よ
る
役
儀
罷
免
な
ど
の
事
情
に
よ
り
、
一
部
「
役

儀
」
に
就
か
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
適
齢
・
適
格
に
な
れ
ば
「
役
儀
」

に
就
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
体
制
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
体
制
の
も
と
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
軍
事
編
成
の
「
御

改
」
が
、
同
じ
く
井
伊
直
興
（
直
該
）
の
意
向
を
う
け
て
実
施
さ
れ
、「
六
陣
五

軍
」
の
編
成
が
確
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
、「
士
組
附
」
の
基
本
構

成
や
「
旗
本
附
」「
留
守
居
」
の
「
役
義
」
が
示
さ
れ
た
が
、
個
々
の
備
に
配
分

す
る
「
役
武
者
」
の
「
御
役
割
」
に
お
よ
ぶ
も
の
で
は
な
い
）
40
（

。
ま
た
、
井
伊
家
に
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お
け
る
軍
事
編
成
に
関
す
る
記
録
を
ほ
ぼ
時
系
列
で
編
集
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

「
掌
中
秘
録
」
に
お
い
て
も
、
正
徳
三
年
以
降
、「
寛
政
七
乙
卯
年
改
」
と
題
す
る

「
御
足
軽
」
以
下
の
下
役
な
ど
扶
持
人
の
書
上
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
一
世
紀
に
わ

た
っ
て
な
ん
ら
記
録
が
見
ら
れ
な
い
。
寛
政
五
・
六
年
頃
の
「
武
者
組
物
定
」
で

は
、「
臨
火
急
多
端
之
事
、
手
備
と
く
相
調
事
、
御
流
義
を
得
意
せ
さ
る
故
歟
、

弐
百
年
に
近
泰
平
な
れ
者　

心
ニ
落
付
か
さ
る
」
と
い
う
状
況
に
至
っ
て
い
る
と

家
老
た
ち
が
吐
露
す
る
よ
う
に
、
臨
戦
に
備
え
た
軍
事
編
成
に
つ
い
て
の
家
中
の

意
識
が
薄
れ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。「
武
者
組
物
定
」
や
文
化
十
一
年
の
陣

立
書
は
、
当
該
期
に
お
け
る
国
際
環
境
の
な
か
で
の
外
圧
に
対
応
す
る
海
防
へ
の

要
請
に
応
じ
て
、
井
伊
家
の
「
御
流
儀
」
で
あ
る
「
六
陣
五
軍
」
の
備
を
基
本
と

し
た
家
中
総
動
員
に
よ
る
体
制
が
構
想
・
確
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
際
、
配
慮
さ
れ
た
の
は
、
当
該
期
の
「
役
義
」
体
制
の
中
に
軍
制
を
位
置
づ
け

る
作
業
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

彦
根
藩
の
よ
う
に
、
家
臣
団
の
全
階
層
に
わ
た
る
役
儀
重
視
の
政
治
意
識
や
、

非
常
に
発
達
し
た
人
事
管
理
制
度
を
併
せ
持
つ
官
僚
制
の
存
在
は
、
近
世
大
名
家

臣
団
の
な
か
で
は
特
異
な
存
在
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
名

家
臣
団
の
構
造
や
、
官
僚
制
・
軍
制
の
あ
り
方
は
、
本
来
個
々
の
家
臣
団
の
形
成

過
程
に
よ
っ
て
、
様
々
な
形
態
が
あ
り
得
る
と
想
定
さ
れ
る
。
今
後
は
、
そ
の
差

異
が
何
を
要
因
と
し
て
生
ま
れ
る
の
か
、
彦
根
井
伊
家
の
事
例
と
比
較
し
た
具
体

例
の
検
討
を
期
待
し
た
い
。

注（
1
）　

藤
井
讓
治
「
幕
藩
官
僚
制
論
」（『
講
座
日
本
歴
史
』
五 

近
世
一　

東
京
大

学
出
版
会　

一
九
八
五
年
）、
同
『
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
』
校

倉
書
房　

一
九
九
〇
年
、
な
ど
。

（
2
）　

藤
井
讓
治
『
江
戸
時
代
の
官
僚
制
』
青
木
書
店　

一
九
九
九
年
。

（
3
）　

山
本
博
文
「
総
論　

将
軍
権
威
の
強
化
と
身
分
秩
序
」（
同
編
『
新
し
い
近

世
史
』
1　

国
家
と
秩
序
、　

新
人
物
往
来
社
一
九
九
六
年
）。

（
4
）　

福
留
真
紀
『
徳
川
将
軍
側
近
の
研
究
』
校
倉
書
店　

二
〇
〇
六
年
。

（
5
）　

高
木
昭
作
『
日
本
近
世
国
家
史
の
研
究
』
岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年
。

（
6
）　

根
岸
茂
雄
『
近
世
武
家
社
会
の
形
成
と
構
造
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
年
。

（
7
）　

森
下
徹
『
武
士
と
い
う
身
分　

城
下
町
萩
の
大
名
家
臣
団
』
吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
二
年
。

（
8
）　

柴
田
純
「
彦
根
藩
『
御
家
風
』
の
形
成
」（
村
井
康
彦
編
『
彦
根
城
博
物
館

叢
書
6　

武
家
の
生
活
と
教
養
』
彦
根
市
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
五
年
）。

（
9
）　

拙
稿
「
彦
根
藩
目
付
役
の
形
成
過
程
」（
藤
井
讓
治
編
『
彦
根
城
博
物
館
叢

書
4　

彦
根
藩
の
藩
政
機
構
』
彦
根
城
博
物
館 

二
〇
〇
三
年
）。

（
10
）　
『
新
修
彦
根
市
史
』
第
二
巻
（
通
史
編 

近
世
、
第
一
章　

第
四
節　

譜
代
大

名
井
伊
家
、
彦
根
市　

二
〇
〇
六
年
）。

（
11
）　

仙
台
伊
達
家
で
は
『
仙
台
市
史
』
通
史
編
3　

近
世
1 

（
第
三
章　

第
三
節 

家
臣
団
の
配
置
、
二
〇
〇
一
年
）、
萩
毛
利
家
で
は
森
下
徹
前
掲
注
7
な
ど
。

（
12
）　

拙
稿
「
彦
根
藩
足
軽
組
の
軍
事
編
成
と
組
織
運
営
」（『
史
窓
』
六
九
号
、
京

都
女
子
大
史
学
会
、
二
〇
一
二
年
）。

（
13
）　
『
侍
中
由
緒
帳
』
3
（
以
下
、『
由
緒
帳
』
3
な
ど
と
略
記
す
る
）
河
手
主
水

家
の
項　

彦
根
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
六
年
。

（
14
）　
「
井
伊
家
聞
書
」
神
宮
文
庫
所
蔵
（
六
門　

六
一
〇
号
）。

（
15
）　

拙
稿
「
彦
根
藩
足
軽
組
の
組
編
成
と
組
織
運
営
」（『
史
窓
』
六
九
号　

京
都

女
子
大
学
史
学
会　

二
〇
一
一
年
）。

（
16
）　
「
掌
中
秘
録
」（
彦
根
市
立
図
書
館
所
蔵
文
書
）
所
収
の
「
直
澄
公
御
代
初
御

書
出
」。
従
来
「
掌
中
秘
録
」
は
原
本
の
所
在
が
不
明
で
あ
り
、『
彦
根
市
史
』

上
冊
（
彦
根
市　

一
九
六
〇
年
）
に
翻
刻
収
録
さ
れ
た
も
の
が
利
用
さ
れ
て
き

た
が
、
彦
根
市
立
図
書
館
が
所
蔵
す
る
郷
土
資
料
の
中
に
写
本
（「
掌
中
秘
録
」
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高
橋
、
そ
の
他
1
）
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
以
下
で
は
こ
れ
を
も
と
に
叙
述
す

る
。「
掌
中
秘
録
」
は
近
代
以
降
の
写
本
で
は
あ
る
が
、『
侍
中
由
緒
帳
2
』
で

は
、
二
代
目
脇
五
右
衛
門
豊
重
が
寛
文
元
年
に
「
侍
大
将
組
四
拾
人
被
仰
付

候
」
と
す
る
記
述
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
信
憑
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
、

井
伊
家
三
代
井
伊
直
澄
の
時
代
、
寛
文
元
年
に
は
、
先
手
二
備
が
各
八
十
五
騎
、

両
翼
二
備
が
三
十
三
騎
、
脇
家
が
後
備
の
四
十
騎
を
務
め
る
と
い
う
編
成
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
17
）　

前
軍
を
務
め
る
木
俣
組
は
正
徳
三
年
五
月
に
「
只
今
迄
之
八
拾
三
騎
士
組
人

数
不
足
之
分
、
今
度
御
改
被
遊
、
御
判
物
頂
戴
仕
候
」（『
由
緒
帳
』
1
）
と
あ

り
、
庵
原
組
は
同
年
五
月
五
日
に
江
戸
で
「
先
規
之
通
八
十
三
騎
士
組
御
預
被

遊
候
由
被
仰
付
候
」（『
由
緒
帳
』
1
）、
後
備
の
長
野
組
（
三
七
騎
）
と
左
右

備
に
配
属
さ
れ
る
中
野
組
（
三
二
騎
）・
印
具
組
（
三
二
騎
）
が
五
月
十
日
に

木
俣
組
同
様
、「
御
改
」
に
よ
り
「
御
判
物
」
を
下
さ
れ
て
い
る
（『
由
緒
帳
』

1
・
2
）。
前
稿
（
前
掲
注
15
）
で
は
、
左
右
備
の
一
組
が
、
宝
永
七
年
（
一

七
一
〇
）
に
家
老
役
と
な
っ
た
脇
豊
信
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
、
印
具
家
の

記
述
を
見
落
と
し
て
い
た
の
で
誤
り
で
あ
っ
た
。

（
18
）　

彦
根
新
田
藩
の
設
立
や
家
中
諸
役
の
直
惟
に
対
す
る
誓
詞
提
出
な
ど
。

（
19
）　

岸
本
覚
「
彦
根
藩
の
相
模
湾
警
衛
」（
佐
々
木
克
『
幕
末
維
新
の
彦
根
藩
』

彦
根
城
博
物
館　

二
〇
〇
一
年
）
で
は
、
文
化
五
年
に
成
立
し
た
と
す
る
が
、

『
由
緒
帳
』
で
は
同
年
の
補
任
記
事
は
確
認
で
き
な
い
。

（
20
）　

岸
本
覚
、
前
掲
注
19
。

（
21
）　
『
由
緒
帳
』
3
、
新
野
左
馬
助
家
の
項
。

（
22
）　

慶
応
元
年
閏
五
月
十
三
日
に
新
野
左
馬
助
が
「
士
組
三
拾
六
騎
与
御
組
替
御

預
ケ
被
仰
付
候
」
と
後
備
三
七
騎
か
ら
三
六
騎
組
へ
組
替
え
さ
れ
て
い
る

（『
由
緒
帳
』
2
）。

（
23
）　

慶
応
三
年
八
月
十
五
日
に
貫
名
茂
与
次
が
「
士
組
御
組
替
九
拾
壱
騎
御
預
被

仰
付
候
」
と
三
二
騎
の
左
備
か
ら
九
一
騎
御
預
に
組
替
え
ら
れ
て
い
る
（『
由

緒
帳
』
2
）。

（
24
）　

前
掲
注
16
参
照
。

（
25
）　
『
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
』6344

〜6352

。「
武
者
組
物
定 

一
」「
一
之
御
先
手

武
者
組　

二
」「
二
之
御
先
手
武
者
組　

三
」「
御
左
備
武
者
組　

四
」「
御
旗

本
武
者
組　

五
」「
御
後
備
武
者
組　

六
」「
御
右
備
武
者
組　

七
」「
小
荷
駄

奉
行
武
者
組　

八
」「
御
留
守
式　

九
」
と
題
す
る
九
冊
か
ら
な
る
。

（
26
）　

物
頭
就
任
の
最
も
遅
い
例
が
、
御
留
守
に
配
属
さ
れ
た
早
乙
女
八
郎
左
衛
門

（
六
代
目
恭
村
）
の
寛
政
五
年
六
月
二
十
三
日
、
退
任
の
最
も
早
い
例
が
、
御

旗
本
備
配
属
の
正
木
舎
人
（
六
代
目
次
宗
）
と
同
備
の
鈴
木
平
兵
衛
（
六
代
目

重
昌
）
の
寛
政
六
年
四
月
朔
日
で
あ
る
。

（
27
）　
「
井
伊
家
軍
法
等
留
書
」『
新
修
彦
根
市
史
』
第
六
巻　

史
料
編　

近
世
一
352

号
（
彦
根
市　

二
〇
〇
三
年
）。　

（
28
）　
「
御
物
頭
役
前
之
覚
」（
彦
根
市
立
図
書
館
所
蔵
、
北
村
文
書
、
藩
政
8
）。

（
29
）　

拙
著
『
幕
末
維
新
の
個
性
6　

井
伊
直
弼
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
六
年
。

（
30
）　

一
、
役
定
人
選
ハ
軍
中
ノ
第
一
ニ
テ
、
容
易
成
義
ニ
無
御
坐
候
ヘ
ト
モ
、
今

也
才
器
ノ
当
否
ニ
論
ナ
ク
、
大
凡
知
行
格
式
ノ
人
ヲ
ハ（
マ
マ
）
妄
ニ
書
記
シ
、
割

ヲ
相
定
候
ハ
カ
リ
ニ
御
坐
候
、

一
、
組
付
ノ
士
ノ
無
足
総
領
ハ
不
残
父
ニ
従
ヒ
、
其
手
ニ
属
シ
遣
ヒ
方
隊
将

ノ
了
簡
次
第
ニ
御
坐
候
、

一
、
同
二
男
弟
ノ
分
ハ
御
旗
本
ノ
戦
士
ニ
相
用
ヒ
申
候
、

一
、
士
大
将
五
手
ノ
外
、
御
家
中
ヨ
リ
指
出
候
御
軍
役
道
具
、
鉄
砲
百
三
四

拾
、
弓
三
十
斗
御
坐
候
ヘ
ト
モ
、
御
備
中
ヘ
指
加
ヘ
候
ハ
ン
ヨ
リ
御
城
中

ニ
指
オ
キ
、
守
兵
ニ
用
ヒ
候
モ
然
ヘ
キ
カ
ト
、
暫
書
記
シ
不
申
候
、
同
長

柄
五
手
ヘ
御
配
分
ノ
割
、
都
テ
古
法
ノ
趣
ニ
御
坐
候
ヘ
ト
モ
、
地
敵
時
ノ

勢
ニ
ヨ
リ
、
隊
将
ノ
存
寄
ニ
依
テ
、
自
然
願
ノ
筋
モ
候
ハ
ヽ
、
時
宜
ニ
応

シ
増
減
仰
付
ラ
レ
候
事
ト
奉
存
候
、

（
31
）　

井
伊
三
郎
は
、
中
野
助
太
夫
家
の
八
代
目
で
、
寛
政
十
二
年
に
恭
之
介
を
婿

養
子
と
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
以
来
、
同
年
九
月
朔
日
に
は
直
中
の
実
名
一
字

を
下
さ
れ
中
経
と
改
名
、
文
化
九
年
二
月
五
日
に
は
井
伊
家
の
庶
流
と
し
て
中

野
の
姓
を
井
伊
に
改
め
る
よ
う
大
殿
直
中
か
ら
命
じ
ら
れ
、
通
称
を
助
三
郎
か

ら
三
郎
と
称
す
る
こ
と
を
自
ら
願
い
許
さ
れ
て
い
る
（『
由
緒
帳
』
2
）。
こ
の

日
は
、
直
亮
が
家
督
相
続
し
た
日
で
も
あ
る
。
直
中
は
井
伊
家
の
一
族
と
し
て

直
亮
を
補
翼
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
32
）　
「
用
聞
」
以
下
の
脇
家
の
家
内
陪
臣
の
階
層
区
分
は
、
時
代
は
さ
か
の
ぼ
る

が
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
「
大
洞
弁
財
天
祠
堂
金
寄
進
帳
」（
彦
根
藩
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井
伊
家
文
書
、
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
）
に
よ
る
。
当
時
、
脇
家
が
知
行
二
〇
〇

〇
石
で
あ
っ
た
時
、「
用
聞
」
は
高
柳
・
杉
立
・
佐
藤
・
鳥
山
の
四
家
、「
小

姓
」
は
千
田
・
木
村
の
二
家
で
あ
る
。

（
33
）　

宇
津
木
弥
平
太
は
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
十
一
月
に
家
老
と
し
て
「
士

組
三
拾
弐
騎
」
を
預
け
ら
れ
る
が
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
七
月
に
病
気
の

た
め
役
儀
・
士
組
預
を
御
免
と
な
り
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
六
月
に
隠
居

す
る
ま
で
、
そ
の
状
態
は
変
わ
ら
な
い
（『
由
緒
帳
』
2
）。

（
34
）　

表
⑧
に
示
し
た
文
化
十
一
年
の
軍
事
編
成
で
も
同
様
、
旗
本
備
の
後
に
「
四

十
人
組
頭
・
小
荷
駄
奉
行
兼
」
の
用
人
・
物
頭
勝
平
次
右
衛
門
、
そ
の
後
に

「
殿
」
と
し
て
宇
津
木
兵
庫
（
中
老
約
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
殿
」

は
、
別
備
と
し
て
家
老
西
郷
藤
左
衛
門
が
支
配
す
る
「
後
軍
」
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
旗
本
備
の
末
尾
を
つ
と
め
る
「
殿
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
旗
本
の
「
小
荷

駄
奉
行
」
は
平
士
二
人
（
佐
藤
孫
兵
衛
・
川
手
七
左
衛
門
）
で
あ
り
、「
御
旗

本
組
小
荷
駄
二
百
五
十
七
疋
支
配
、
外
ニ
儒
者
・
医
者
・
茶
道
頭
乗
懸
馬
十
八

疋
共
」
と
都
合
二
七
五
疋
も
の
駄
馬
を
差
配
す
る
な
ど
、
こ
の
小
荷
駄
の
組
よ

り
も
大
規
模
で
あ
る
。
十
七
世
紀
末
の
前
橋
藩
酒
井
家
の
軍
役
規
定
で
は
、
小

荷
駄
隊
は
旗
本
を
含
む
九
備
全
体
で
駄
馬
五
七
三
疋
（
口
取
五
七
三
人
）、
人

足
一
一
七
九
人
が
配
備
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
、
旗
本
備
に
は
駄
馬
二
二
七
疋
、

人
足
二
五
八
人
と
約
五
分
の
一
が
配
備
さ
れ
て
い
る
（
高
木
昭
作
前
掲
書
、
注

5
）。
井
伊
家
で
は
駄
馬
総
数
六
七
〇
疋
の
内
、
旗
本
に
二
七
五
疋
で
あ
る
か

ら
、
ほ
ぼ
同
じ
比
率
で
あ
る
。
井
伊
家
の
軍
事
編
成
に
お
い
て
、
宇
津
木
弥
平

太
の
格
式
か
ら
み
て
も
各
備
の
小
荷
駄
全
体
を
差
配
す
る
立
場
と
考
え
ら
れ
、

本
来
は
、
旗
本
備
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
き
た
い
。

（
35
）　
「
家
中
役
付
帳
」（『
新
修
彦
根
市
史
』
第
六
巻 

史
料
編 

近
世
一　

342
号
、

二
〇
〇
二
年
）。

（
36
）　

前
掲
注
11
。

（
37
）　
『
新
修
彦
根
市
史
』（
前
掲
注
10
）
で
は
、「
武
具
預
」
を
「
武
役
」
と
す
る

が
、「
御
役
人
勤
方
覚
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
平
時
の
「
役
儀
」
と
考
え
ら
れ

る
。

（
38
）　

文
化
十
一
年
の
陣
立
書
で
は
、
筋
奉
行
は
一
人
も
「
御
留
守
」
に
配
備
さ
れ

て
い
な
い
。
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
代
官
が
町

人
か
ら
武
士
へ
変
更
さ
れ
た
た
め
、
士
代
官
が
筋
奉
行
の
替
わ
り
に
留
守
を
勤

め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
39
）　

給
人
数
は
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
作
成
と
推
定
さ
れ
る
「
分
限
帳
」

（「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」
866
）、「
役
義
」
就
任
数
は
文
政
十
三
年
作
成
と
推
定

さ
れ
る
「
彦
根
藩
士
役
付
帳
」（「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」
863
）
に
よ
っ
た
。
同

一
年
次
の
数
で
は
な
い
が
、
大
方
の
傾
向
は
変
化
な
い
と
考
え
る
。

（
40
）　
「
掌
中
秘
録
」
に
収
録
さ
れ
る
正
徳
三
年
癸
巳
五
月
二
日
附
の
「
直
該
公
御

書
出　

出
陣
供
旗
本
附
并
留
守
ニ
指
置
候
人
割
帳
」
で
は
、「
物
頭
」
三
七
組

と
、「
旗
本
附
」
の
各
奉
行
・
役
の
知
行
高
・
人
名
、
下
役
人
の
人
数
、「
留
守

居
」
の
各
奉
行
・
番
頭
・
郷
侍
以
下
の
知
行
高
・
人
名
、
下
役
人
・
番
足
軽
等

の
人
数
が
示
さ
れ
る
が
、
近
世
後
期
に
見
ら
れ
る
各
備
へ
の
「
役
武
者
」
の

「
御
役
割
」
ま
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
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表①　彦根井伊家士組備別変遷
■大坂陣以前

年　代 西暦 組頭名・代数 『由緒帳』の関係記事
小田原御陣之年 1590 河手主水① 士組五十騎御預ケ被仰付、…
慶長 1年 1596 河手主水① 士組二十騎増御預被仰付、…
慶長 6年 1601 河手主水② 養父跡式無相違四千石被下置、士組五十騎御預ケ、御家老役

被仰付、…
元和 1年 1615 河手主水② 士組二十騎増御預被仰付、…
関ヶ原陣 1605 西郷藤左衛門② 侍組御預ケ被遊、岐阜・関ヶ原両御陣之節御供仕候由承伝候
慶長14年 1609 西郷勘兵衛③ 家督無相違三千五百石被仰付、侍組御預ケ被遊候

■一之先手備（83騎）
年　代 西暦 組頭名・代数 『由緒帳』の関係記事

慶長19・元和 1年 木俣右京② 御先手組頭（家老）
木俣常閑隠居の時 木俣半弥④ 組頭又ハ役儀共ニ家督無相違（家老）
宝永 7年11月25日 1710 木俣清左衛門⑤ 御役儀并士組不相替御預被遊（家老）
正徳 3年 1713 木俣清左衛門⑤ 只今迄之八拾三騎士組人数不足之分、今度御改被遊、御判物

頂戴仕候
享保19年 9 月10日 1722 木俣清左衛門⑥ 父清左衛門江御預之士組直ニ御預、并伊賀組支配被仰付（家

老）
延享 5年 8月21日 1748 木俣右京⑦ 父清左衛門江御預之士組直ニ御預、并伊賀組支配被仰付（家

老）
寛政 9年 2月29日 1797 木俣清左衛門⑧ 亡父江御預之士組直ニ御預、并伊賀組支配被仰付（家老）
文政 3年 2月15日 1820 木俣大隅⑨ 士組直ニ御預之伊賀組支配被仰付（家老）
嘉永 4年 2月 2日 1851 木俣清左衛門⑩ 士組御預・伊賀組支配被仰付（家老）
文久 2年 8月27日 1862 木俣土佐⑪ 士組御預ケ伊賀組支配被仰付（家老）

文久 3年 2月28日 1863 木俣土佐⑪
武州横浜表江渡来之異人共打払候様被為蒙仰候ニ付、私家格
之通、為御先手、御人数召連出発致候様蒙仰、翌廿九日爰許
致発足候（家老）

慶応 3年 3月21日 1867 木俣土佐⑪ 於御前附属并士組御組替蒙仰候（家老）
慶応 4年閏 4月15日 1868 木俣土佐⑪ 御都合ニ寄、士組御預ケ御免、（下略）（家老）
■二之先手備（83騎）

年　代 西暦 組頭名・代数 『由緒帳』の関係記事

大坂陣後 1615 庵原助右衛門① 古長野十郎左衛門与同時ニ御家老役并侍之組頭被仰付、（家
老）

家督相続之刻 庵原主税② 父子知行六千石、組共ニ被仰付（家老）
直興様御代申之年 庵原助右衛門④ 父家督無相違、組共ニ被仰付（家老）
正徳 3年 5月 5日 1713 庵原主税⑤ 先規之通八十三騎士組御預被遊候由被仰付候（家老）
享保 6年 3月 5日 1721 庵原主税⑤ 近年不行跡法外之儀在之ニ付、御科之趣御ヶ条書を以被仰出、

御役儀・御知行御取上ケ、沢村角右衛門江御預け被遊候
享保 6年 4月15日 1721 長野十郎左衛門④ 十郎左衛門組三拾七騎之人数ニ御増、八拾三騎士組被仰付候

（家老）
享保 6年12月12日 1721 長野十郎左衛門⑤ 父病死、跡職無相違五千石被下置候
享保11年 9 月 9 日 1726 長野十郎左衛門⑤ 士組八拾三騎御預ケ被遊候（家老）
宝暦 4年 6月 5日 1754 長野伝蔵⑥ （父）士組并御家老役御免、隠居被仰付、
宝暦 4年 7月28日 1754 庵原主税之助⑥ 前々筋目を以、士組八十三騎御預ケ被遊候（家老）
天明 2年11月 1 日 1782 庵原助右衛門⑦ 助右衛門江御預被置候士組茂直ニ御預ケ被遊、（家老）
享和 2年 1月19日 1802 庵原斎宮⑧ 士組八十三騎組付被仰付候（家老）
享和 3年 6月27日 1803 庵原斎宮⑧ 士組御取上ケ急度閉門被仰付候。同年七月十八日閉門御免。
享和 3年 7月 1日 1803 長野十郎左衛門⑦ 士組八拾三騎御組替御預ケ被仰付候（家老）
文化 4年12月 3 日 1807 長野十郎左衛門⑧ 養父十郎左衛門江御預ケ置被遊候士組八拾三騎直御預被仰付

（家老）
文化 5年12月 7 日 1808 長野十郎左衛門⑧ 病死
文化 6年 1月23日 1809 庵原斎宮⑧ 士組八十三騎御預ケ被仰付候（家老）
文政11年 6 月10日 1828 庵原主税⑨ 跡式無相違五千石
文政12年 1 月21日 1829 庵原主税⑨ 士組八十三騎御預ケ被仰付候（家老）
天保12年閏 1月11日 1841 庵原虎吉⑩ 跡式無相違五千石、
弘化 2年10月 8 日 1845 庵原虎吉⑩ 士組八十三騎御預被仰付候（家老）
文久 2年 1月28日 1862 庵原助右衛門⑩ 禁裏御守護三番手被仰付候（家老）
文久 2年 9月13日 1862 長野治部⑪ 士組八拾三騎ニ御組替被仰付候（家老）
■後備（37騎）

年　代 西暦 組頭名・代数 『由緒帳』の関係記事
大坂陣後 1615 長野十郎左衛門① 古庵原助右衛門与同時ニ御家老役并侍之組頭被仰付（家老）
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延宝 7年 1679 長野十郎左衛門③ 当殿様、侍之組被仰付候（家老）
宝永 4年 2月11日 1707 長野十郎左衛門④ 跡職無相違（中略）御家老御役并父十郎左衛門ニ被仰付置候

通、士組をも御預ケ被遊（家老）
正徳 3年 5月10日 1713 中野助太夫④ 只今迄之三拾弐騎士組人数不足之分、今度御改被遊、御判物

頂戴仕候
享保 6年 4月15日 1721 長野十郎左衛門④ 十郎左衛門組三拾七騎之人数ニ御増、八拾三騎士組被仰付候

（家老）
享保 6年12月12日 1721 長野十郎左衛門⑤ 父病死、跡職無相違五千石被下置候
享保 7年11月15日 1722 西郷軍之介⑥ 士組三拾七騎御預ケ被仰付候（家老）
享保20年10月19日 1735 西郷縫殿⑦ 親跡式無相違三千五百石…
寛保 3年 7月20日 1743 西郷縫殿⑦ 士組三拾七騎御預ケ被仰付候（家老）
寛延 4年 1月11日 1751 西郷孫太郎⑧ 親跡式無相違三千五百石…
宝暦 6年 1月19日 1756 宇津木弥平太⑥ 三十七騎士組御預ケ被仰付候（家老）
宝暦 6年11月 6 日 1756 宇津木治部右衛門⑥ 病死
宝暦 9年 4月16日 1759 脇五右衛門⑥ 士組三十七騎ニ御組替被仰付候（家老）
明和 5年 6月15日 1768 脇五右衛門⑥ 隠居
明和 5年11月 1 日 1768 西郷主水⑧ 士組三拾七騎御預ケ被仰付候（家老）
天明 4年 9月11日 1784 西郷勘兵衛⑨ 親跡式無相違三千五百石…
天明 6年閏10月 5 日 1786 長野十郎左衛門⑦ 士組三拾七騎御組替被仰付、（家老）
享和 3年 7月 1日 1803 長野十郎左衛門⑦ 士組八拾三騎御組替御預ケ被仰付候（家老）
享和 3年 7月 1日 1803 西郷藤左衛門⑨ 士組三拾七騎御預ケ被仰付候（家老）
文政 1年 5月14日 1818 西郷孫太郎⑩ 父病死、跡式無相違三千五百石…
文政 3年 7月11日 1820 長野民部⑨ 士組三拾七騎御預ケ被仰付（家老）
文政 3年12月19日 1820 長野民部⑨ 御家老役并士組御免急度指控
文政 4年 4月21日 1821 宇津木兵庫⑨ 士組三十七騎御組替御預被仰付候（家老）
天保15年12月10日 1844 宇津木対馬⑨ 勝手向指閊、身分伺、御家老役并士組御免、急度閉門被仰付

候
弘化 1年12月22日 1844 西郷伊予⑩ 士組三十七騎御組替被仰付（家老）
嘉永 5年 4月26日 1852 西郷軍之助⑪ （父伊予隠居）是迄伊予江御預ケ被置候士組其儘御預被仰付

候（家老）
嘉永 6年 8月27日 1853 長野治部⑪ 士組三拾七騎御組替被仰付候（家老）
文久 2年 9月13日 1862 新野左馬助① 三十七騎士組御組替御預被仰付候…（家老）
慶応 1年閏 5月13日 1865 新野左馬助① 士組三拾六騎与御組替御預ケ被仰付候…（家老）
慶応 1年閏 5月13日 1865 小野田小一郎⑪ 士組三拾七騎御預ケ被仰付候（家老）
慶応 1年 7月 5日 1865 小野田小一郎⑪ 軍事御用掛り被仰付候（家老）
慶応 1年11月24日 1865 長野治部⑫ 士組御預ケ被仰付候（家老）
慶応 3年 8月15日 1867 小野田小一郎⑪ 士組御組替被仰付候（家老）
慶応 3年 8月15日 1867 長野治部⑫ 御都合ニ寄、士組御預ケ御免、…
慶応 4年閏 4月15日 1868 長野治部⑫ 士組御預ケ被仰付、御家老次席与被仰付候（家老）
■左備（32騎）

年　代 西暦 組頭名・代数 『由緒帳』の関係記事
大坂陣後 1615 中野助太夫② 父隠居、千八百石拝領、其上組三拾三騎被仰付（家老）
寛文 1年 1661 脇五右衛門② 侍大将組四拾人被仰付候（家老役同前）
寛文 4年 1664 脇五右衛門③ 親五右衛門病死仕、家督四千石并侍大将組・御家老役無相違

被仰付候
元禄12年 9 月 1 日 1699 中野三季之介④ 父助太夫（③）ニ御預ケ之侍組被仰付候（家老）
正徳 3年 5月10日 1713 中野助太夫④ 只今迄之三拾弐騎士組人数不足之分、今度御改被遊、御判物

頂戴仕候
享保 7年 6月 8日 1721 中野三季之助⑤ 父隠居、家督無相違三千五百
享保16年 1 月11日 1731 中野助太夫⑤ 代々之通、士組三拾弐騎御預ケ被遊候（家老）
享保20年 2 月23日 1735 中野助太夫⑤ 士組三拾弐騎御組替被仰付候（家老）
寛保 2年 5月22日 1742 中野小三郎⑥ 父助太夫病死、同年七月十三日、跡式無相違三千五百石…
寛保 3年 7月20日 1743 脇五右衛門⑥ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
宝暦 9年 4月16日 1759 脇五右衛門⑥ 士組三十七騎ニ御組替被仰付候（家老）
宝暦 9年 4月16日 1759 中野小三郎⑥ 士組三拾弐騎御預ケ被遊候（家老）
安永 5年 9月15日 1776 中野小三郎⑥ 病死
安永 5年11月15日 1776 宇津木兵庫⑦ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
天明 2年 7月20日 1782 宇津木兵庫⑦ 病気ニ付、御役儀御免、御預之士組茂御免
天明 2年 7月 1日 1782 長野百次郎⑦ 士組三拾弐騎御預被遊、御判物被下置候（家老）
天明 6年閏10月 5 日 1786 長野十郎左衛門⑦ 士組三拾七騎御組替被仰付（家老）
天明 6年閏10月14日 1786 脇伊織⑦ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
文化 7年 7月10日 1810 脇内記⑦ 御家老并御武役難相勤恐入大役願書指出、願之通御免被仰付
文化 8年 1月11日 1811 長野民部⑨ 士組三拾二騎御預被遊、御判物被下置候（家老）
文化14年 9 月 3 日 1817 長野民部⑨ 先達而御役儀御免指控被仰付、（中略）士組急度指控被仰付、
文化15年 1 月16日 1818 小野田小一郎⑨ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
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天保11年11月 9 日 1840 小野田小一郎⑨ 隠居
天保11年12月晦日 1840 西郷伊予⑩ 士組三拾二騎御預ケ被遊候段（家老）
弘化 1年12月22日 1844 西郷伊予⑩ 士組三十七騎御組替被仰付（家老）
弘化 2年 2月15日 1845 中野若狭⑩ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付（家老）
嘉永 2年10月 2 日 1849 中野助太夫⑩ 病死
嘉永 6年 8月27日 1853 新野左馬助① 三拾弐騎組付被仰付候（家老）
文久 2年 9月13日 1862 新野左馬助① 三十七騎士組御組替御預被仰付候（家老）
文久 2年 9月24日 1862 小野田小一郎⑪ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
文久 3年 3月16日 1863 小野田小一郎⑪ 御家老役并御預ケ被置候士組御指免
文久 3年 4月 1日 1863 宇津木兵庫⑩ 士組三拾弐騎御預被仰付候（家老）
文久 3年12月24日 1863 宇津木大三郎（⑩悴）若州援兵之心得ニ而弐拾騎一備之隊長被仰付、異変之節者何時茂出発相成候様用意罷在候様被仰付候
元治 1年 8月晦日 1864 貫名茂代治① 士組三拾弐騎御預被仰付候（家老）
慶応 1年 7月 8日 1865 貫名茂代治① 軍事御用掛り被仰付候（家老）
慶応 2年10月17日 1866 貫名茂代治① 銃隊御用掛り被仰付候（家老）
慶応 3年 8月15日 1867 貫名茂代治① 士組御組替九拾壱騎御預被仰付候（家老）
慶応 1年閏 5月13日 1865 宇津木兵庫⑩ 士組御組替被仰付候（家老）
慶応 3年 8月15日 1867 宇津木兵庫⑩ 御都合ニ寄、士組御預り御免、…
■右備（32騎）

年　代 西暦 組頭名・代数 『由緒帳』の関係記事
寛永 7年 1630 印具徳右衛門② 侍之組頭被仰付、中老ニ而御奉公仕候（中老）
寛文 1年 1661 印具徳右衛門③ 侍之組頭被仰付候

正徳 3年 5月10日 1713 印具徳右衛門④ 三十二騎士組御預ケ被遊候由被仰付候
享保 7年11月15日 1722 宇津木治部右衛門⑤ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
享保19年 6 月 4 日 1734 宇津木治部右衛門⑤ 病気隠居
享保20年 2 月23日 1735 印具杢⑤ 年比ニも相成、代々筋目茂在之段被仰立、士組三拾弐騎被仰

付候
寛延 3年 1月13日 1750 印具杢⑤ 病死
宝暦 4年 6月24日 1754 印具徳右衛門⑥ 三拾弐騎士組御預ケ被仰付候
安永10年 2 月晦日 1781 印具徳右衛門⑥ 隠居
天明 4年 1月11日 1784 中野三季之介⑧ 士組三拾弐騎御預ケ被遊候（中老→家老）
寛政 4年11月18日 1792 中野三季之介⑧ 病死
寛政 5年 5月 3日 1793 三浦内膳⑧ 士組三拾弐騎、今度組附ニ御定被仰付候（家老）
寛政11年 7 月27日 1799 三浦内膳⑧ 御役儀御免・御預ケ之士組御取上…
寛政12年 1 月22日 1800 印具徳右衛門⑦ 士組三拾弐騎御預ケ被遊候（中老）
文化 1年 8月20日 1804 印具徳右衛門⑦ 病死
文化 1年11月15日 1804 中野助太夫⑨ 士組三拾弐騎御預ケ被遊候（家老）
文化13年10月 9 日 1817 中野助太夫⑨ 身分伺い、御役儀・士組共御免
文政 1年 6月21日 1818 宇津木兵庫⑨ 先規之通、士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
文政 4年 4月21日 1821 宇津木兵庫⑨ 士組三十七騎御組替御預被仰付候（家老）
文政 4年 4月21日 1821 横地佐平太⑦ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
天保 3年 9月29日 1832 横地佐平太⑦ 病死
天保 5年 1月19日 1834 長野伊豆⑩ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
天保12年閏 1月 7日 1841 長野伊豆⑩ 士組八拾三騎御組替被仰付候（家老）
天保12年 2 月27日 1841 三浦内膳⑩ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
嘉永 2年 6月 1日 1849 三浦内膳⑩ 隠居
嘉永 3年 1月20日 1850 宇津木対馬⑨ 士組三拾弐騎御預被仰付候…（家老）
嘉永 3年 9月 1日 1850 宇津木対馬⑨ 御役儀・士組・御知行御取上
嘉永 4年 7月21日 1851 小野田小一郎⑩ 元宇津木対馬江御預ケ之士組三拾弐騎御預被仰付候（家老）
安政 1年 6月15日 1854 小野田小一郎⑩ 隠居
安政 2年 8月 1日 1855 三浦内膳⑪ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
安政 7年 1月17日 1860 三浦内膳⑪ 禁裏守護ニ付、異変之模様ニ寄急発仕候様、兼而覚悟可罷在

旨被仰付候
文久 2年 7月22日 1862 三浦内膳⑪ 病気隠居
文久 2年 7月28日 1862 脇五右衛門⑨ 士組三拾弐騎御預ケ被仰付候（家老）
文久 3年 9月19日 1863 三浦与右衛門⑪

（再勤）
和州一揆為追討御中軍之御人数召連…（文久 3年 8月、家老
再役）

慶応 3年 4月 4日 1867 脇五右衛門⑨ 病気隠居
慶応 2年10月17日 1866 貫名茂代治① 銃隊御用掛り被仰付候（家老）
慶応 3年 8月15日 1867 貫名茂代治① 士組御組替九拾壱騎御預被仰付候（家老）
慶応 1年閏 5月13日 1865 宇津木兵庫⑩ 士組御組替被仰付候（家老）
慶応 3年 8月15日 1867 宇津木兵庫⑩ 御都合ニ寄、士組御預り御免、…

＊『侍中由緒帳』 1 ～ 3 をもとに作成。
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表②　小手分頭補任一覧
年　代 西暦 組頭名・代数 『由緒帳』の関係記事

文化 6年 1月27日 1809 宇津木主馬介⑨ 当巳年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文化 6年 1月27日 1709 印具鼎三郎⑧ 当巳年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文化 6年12月26日 1809 広瀬左馬助⑩ 来午年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文化 7年12月19日 1810 戸塚左大夫⑧ 来未年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文化 7年12月19日 1810 松平倉之介⑦ 来未年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文化 8年12月12日 1811 三浦松五郎⑩ 来申年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文化 8年12月12日 1811 横地佐平太⑦ 来申年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文化 9年 3月11日 1812 岡本半介⑩ 来酉年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文化 9年12月25日 1812 脇伊織⑧ 来酉年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文化10年12月24日 1813 宇津木兵庫⑨ 来戌年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文化10年12月24日 1813 印具刑部⑧ 来戌年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文化11年12月晦日 1814 三浦内膳⑩ 来亥年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文化13年 2 月27日 1816 岡本半介⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文化13年 2 月27日 1816 脇伊織⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文化14年 1 月11日 1817 横地佐平太⑦ 今年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文化14年 1 月11日 1816 印具文庫⑧ 今丑年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文化15年 1 月16日 1818 中野邦之進⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文化15年 1 月16日 1818 三浦内膳⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 2年 1月11日 1819 長野民部⑨ 当年中小手分頭被仰付候
文政 2年 1月11日 1819 西郷孫太郎⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老役）
文政 3年 1月11日 1820 岡本織部⑪ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 3年 1月11日 1820 松平倉之介⑦ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 4年 1月11日 1821 中野邦之進⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 4年 1月11日 1821 脇伊織⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 5年 1月24日 1822 西郷伊予⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老役）
文政 5年 1月24日 1822 戸塚佐太夫⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文政 6年 1月11日 1823 長野民部⑨ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 6年 1月11日 1823 三浦内膳⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 6年 4月19日 1823 松平倉之介⑦ 当年中長野美濃代り、弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 7年 1月23日 1824 長野十太郎⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 7年 1月23日 1824 中野邦之進⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 8年 1月11日 1825 戸塚佐太夫⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文政 8年 1月11日 1825 松平倉之介⑦ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 9年 1月21日 1826 岡本織部之介⑫ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政 9年 1月21日 1826 脇伊織⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文政10年 1 月24日 1827 三浦内膳⑩ 来亥年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文政10年 1 月24日 1827 広瀬左馬助⑪ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政11年 1 月11日 1828 長野十太郎⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政11年 1 月19日 1828 中野邦之進⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文化11年12月晦日 1813 松平倉之介⑦ 来亥年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政12年 1 月21日 1829 戸塚佐太夫⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文政12年 1 月21日 1829 松平倉之介⑦ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政13年 1 月24日 1830 岡本半介⑫ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
文政13年 1 月24日 1829 脇伊織⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
文政13年 7 月 1 日 1830 広瀬左馬助⑪ 当年中脇伊織代り小手分年番被仰付候
天保 2年 1月11日 1831 中野三季介⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保 2年 1月11日 1831 松平倉之介⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保 3年 1月21日 1832 新野左馬助① 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保 3年 1月21日 1832 戸塚佐太夫⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保 4年 1月21日 1833 脇伊織⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保 4年 1月21日 1833 横地貞之介⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保 4年 3月16日 1833 広瀬左馬助⑪ 当年中脇伊織代小手分頭被仰付候
天保 5年 1月21日 1834 中野若狭⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保 5年 1月21日 1834 岡本半介⑫ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保 6年 1月11日 1835 新野左馬助① 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保 6年 1月21日 1835 戸塚左大夫⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保 7年 1月19日 1836 脇伊織⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保 7年 1月19日 1836 松平倉之介⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保 8年 1月21日 1837 中野若狭⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保 8年 1月21日 1837 戸塚左大夫⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保 8年 4月10日 1837 戸塚左大夫⑧ 江戸詰被仰付候ニ付、小手分頭御免被仰付候（中老）
天保 8年 4月10日 1837 新野左馬助① 当年中戸塚左太夫代弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保 9年 1月20日 1838 岡本半介⑫ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保 9年 1月20日 1838 脇伊織⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
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天保10年 1 月22日 1839 中野若狭⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保10年 1 月22日 1839 松平倉之介⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保11年 1 月21日 1840 新野左馬助① 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保11年 1 月21日 1840 印具寿之介⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保12年 1 月21日 1841 岡本半介⑫ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保12年 1 月21日 1841 脇伊織⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保13年 1 月21日 1842 松平倉之介⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保13年 1 月21日 1842 新野左馬助① 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保13年 2 月23日 1842 新野左馬助① 病気ニ付願之通、小手分頭御免被仰付候
天保13年 2 月23日 1842 印具寿之介⑩ 新野大隅代弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保14年 1 月11日 1843 小野田甚之介⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保14年 1 月11日 1843 新野左馬助① 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
天保15年 1 月20日 1844 岡本半介⑫ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
天保15年 1 月20日 1844 印具寿之介⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
弘化 2年 1月11日 1845 脇蔵人⑨ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
弘化 2年 1月11日 1845 戸塚左太夫⑨ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
弘化 2年 8月22日 1845 戸塚常五郎⑩ 養父左太夫隠居被仰付候ニ付、小手分頭其侭相勤候様被仰付

候
弘化 3年 1月19日 1846 長野竪之進⑪ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老役）
弘化 3年 1月19日 1846 新野左馬助① 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
弘化 4年 1月11日 1847 印具寿之介⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
弘化 4年 1月11日 1847 西山内蔵允⑨ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
弘化 4年 2月21日 1847 松平倉之介⑧ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
弘化 5年 3月24日 1848 戸塚常五郎⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
嘉永 2年 1月20日 1849 脇蔵人⑨ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
嘉永 3年 1月15日 1850 三浦内膳⑪ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
嘉永 4年 1月22日 1851 宇津木兵庫⑩ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
嘉永 5年 1月11日 1852 中野小三郎⑪ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（中老）
嘉永 6年 1月20日 1853 横地尚蔵⑨ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
嘉永 7年 1月21日 1854 西郷孫太郎⑫ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候（御用番手伝・弘道館

頭取）
嘉永 7年 1月21日 1854 松平倉之介⑨ 当年中弐拾騎一備之小手分頭被仰付候
嘉永 7年 6月19日 1854 西郷孫太郎⑫ 弐拾騎一備之小手分組、拾騎御増、三拾騎ニ被仰付候
嘉永 7年 6月19日 1854 松平倉之介⑨ 当年中弐拾騎一備之小手分組拾騎御増、三拾騎一備ニ被仰付

候
嘉永 7年 9月 4日 1854 西郷孫太郎⑫ 三拾騎一備之小手分頭被仰付候（当役之上、御中老）
嘉永 7年 9月 4日 1854 貫名茂代治① 当年中西郷孫太郎代り、三拾騎一備之小手分頭被仰付候
嘉永 7年 9月 4日 1854 松平倉之介⑨ 小手分頭年番御免被仰付候

＊『侍中由緒帳』 1 ～ 5 をもとに作成。
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表③　京都守護年番補任一覧
年　代 西暦 組頭名・代数 組　　　名

嘉永 7年 2月22日 1854 新野左馬助①

京都御守護之儀ニ付、自然異変等有之節者、小手分一番二番
之両隊出張致し、三番手出張之場ニ及候ハヽ同席ニも御人数
召連可罷越儀与思召候、弥罷越候様之義有之節者、私出張致
候様思召候ニ付、無急度心得迄ニ御内意被仰出候…（家老…
左備）

嘉永 7年 6月19日 1854 新野左馬助① 京都御守護三番手被仰付…（家老・左備）
安政 2年 7月 1日 1855 中野小三郎⑪ 京都禁裏御守護三番手被仰付候（家老）
安政 4年 1月11日 1857 貫名茂代治① 弐番手御備組頭被仰付候
安政 4年 1月11日 1857 脇五右衛門⑨ 京都御守護ニ付異変之節御模様ニ寄急発被仰付候（家老）
安政 4年 5月 1日 1857 広瀬美濃⑫ 弐番手御備組頭被仰付候
安政 4年 9月11日 1857 横地佐平太⑨ 二番手御備組頭被仰付候
安政 5年 3月 2日 1858 印具徳右衛門⑪ 二番手御備組頭被仰付候
安政 5年 9月 5日 1858 松平倉之介⑨ 二番手御備組頭被仰付候
安政 6年 1月17日 1859 新野左馬助① 京都御守護三番手被仰付…（家老）
安政 6年 3月 2日 1859 戸塚左大夫⑪ 二番手御備組頭被仰付候
安政 7年 3月17日 1860 横地佐平太⑨ 三番手年番被仰付候
万延 1年 4月 4日 1860 横地佐平太⑨ 三番手年番御免被仰付候
万延 1年 6月 6日 1860 広瀬美濃⑫ 弐番手御備組頭被仰付候
万延 1年 9月19日 1860 宇津木兵庫⑩ 二番手御備組頭被仰付候
文久 1年 9月 4日 1861 沢村角右衛門⑪ 二番手御備組頭被仰付候
文久 2年 3月晦日 1862 再興初代河手主水 二番手御備組頭被仰付候
文久 2年 4月 8日 1862 西郷新之丞⑬ 弐番手御備組頭被仰付候
文久 2年□月 1862 三浦内膳⑫ 禁裏御守護二番手被仰付候

文久 3年 6月 4日 1863 再興初代河手主水 禁裏為御守衛兵士指出候様被仰出候ニ付、士頭ニ被仰付候
＊『侍中由緒帳』 1 ～ 5 をもとに作成。

表④　御備定大方
備　名 諸武具名 員　数 但　書・注　記

御旗本

井桁御囲居 1本
数旗 25本 但、時宜ニヨリテ諸手へ配分増加アルヘシ
長柄鎗 120本 但、不残旗本ニアリ、不時ノ配分ハ各別也
弓足軽 20人× 4組（80張）

鉄砲足軽
40人× 5組（200
挺）／50人× 1組
（50挺）／30人× 7
組（210挺）

内、五十人組ト弓一組ヲ以テ御馬廻リ御持足軽ト定ム、又四十
人五組ヲ常式御先足軽ト定ム、残テ三十人七組・弓三組ハ常式
御旗本ニヲキ、時宜ニ因テハ、御先手、其外諸手ヘ増加モ有ヘ
シ、或ハ術ニ因、伏弓・伏鉄砲ニ用之、若又御留守ニ可指置モ、
此七組ノ内也

御先手 2備

道押之節、事前役ノ義アルヘシ、又誰ハ一之先、誰ハ二ノ先ト、常ニ極テモ然ルヘキカ
数旗 30本 但、一隊ヘ十五本ツヽ也

長柄鎗 60本または70本
但、一隊ヘ三十本或ハ三十五本ツヽ也、皆御家中ヨリ出ル役長
柄也、士大将ヲ除キ、凡百本余モ可有之、但、其組下諸士ノ役
長柄ハ、其組頭ヘ出シ付キ申也

弓足軽 20人× 2組（40張） 但、一隊ヘ一組ツヽ也

鉄砲足軽 30人×12組（360
挺）

但、一隊ヘ六組、百八十挺ツヽ也、此上ニモ御先ニ鉄砲数在テ
宜キトキハ、御旗本ヨリ増加アルヘシ、又其組下諸士ノ役筒・
役弓、其組々ヘ出シ申ヘシ、又弓ノ事大事ノ退口ナトニ能用ユ
レハ、利用多ヨシ、御旗本ヨリ弓組御手遣ヒモ可有之時ニアタ
リテノ見積肝要ノ事也

羽翼・殿 3備

此三備ハ皆三十騎余アリ、御旗本ノ羽翼・殿ノ備也、少シモ騎数多キ方ヲ殿備トスヘシ、又時宜
ニヨリ殿備ヲ先へ出シ、御旗本ノ先ニ御用ヒノ義モ可有之、又合戦ノ節、右ノ三組ヲ横鎗等ニ不
時ニ手遣ノ事モ可有之
数旗 15本 但、一隊ヘ五本ツヽ也
長柄鎗 30本または45本 但、一隊ヘ十本或ハ十五本ツヽ也、役長柄也、前ニ同
弓足軽 0組 配分ナシ、常格略也

鉄砲足軽
30人× 3組（90挺）
または30人× 6組
（180挺）

但、一隊ヘ一組ツヽ也、時宜ニヨリ二組モ配分ノ事アルヘキカ、
此上其組ノ役弓・役筒、又御旗本組ノ役弓・役筒、右ノ三組へ
付ケ申ヘシ、御家ノ鉄砲足軽ハ騎馬数ヨリ多キ由申伝候、甲州
ナトニテモ五十騎一備ヘ廿五人組二組、強テ三組ヨリハ割定メ
無之由申習候、鉄砲数利用アルヘキ時ハ、御旗本ヨリ不時ニ増
加可有之、定式一組、或ハ二組、是ヲ定メ申ベシ
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表⑥　備別主要「御役割」編成（寛政 5年）
■一之先手備

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考

士大将 木俣土佐 10000 1 役騎馬19・役鉄砲20・役弓10・役長柄20以下、都合
368人連。

母衣役 三浦与惣右衛門、他 2人 350～300 3
鉄砲足軽40人組物頭 佐成左太右衛門 400 1 善利橋十二丁目、寛政 2年 7月11日～寛政10年12月

23日在任。
鉄砲足軽30人組物頭 小泉弥一右衛門 300 1 上組二丁目、安永 8年～寛政 7年在任。
鉄砲足軽30人組物頭 吉川軍左衛門 400 1 巡礼海道より下へ十二丁目、安永 8年～寛政12年在

任。
鉄砲足軽30人組物頭 高橋新五左衛門 350 1 善利橋二丁目、天明元年～寛政10年在任。
弓足軽20人組 三浦弥平次 300 1 善利橋一丁目南、寛政 4年～寛政 6年在任。
鎗奉行 細江岩之進・三浦左膳 350・300 2 鳥毛中間小頭 2人、鳥毛中間60人組 1組が附属。
籏奉行 杉原三平・荒居治太夫 各400 2 旗指10人、七十人歩行10人が附属。
使番 神尾惣八郎、他 5人 各300 6
軍奉行 木俣半弥 1000 1 伊賀衆支配、但同役庵原主税助と隔番に務める。
目付役 岡村玄之丞・松居善三郎 150・100 2
陣場奉行 小幡二良八・只木次郎右衛

門 各300 2

組頭 勝源次郎 1000 1 役騎馬 1・役鉄砲 2・役弓 1・役長柄 2以下、都合
20人連。

物頭加役 稲垣弥五右衛門、他15人 250～150 16
戦士五長 伊東専左衛門、他11人 150～130 12
戦士 刑部留三郎、他48人 150～50 49
小荷駄頭 岡嶋丹蔵・山本権左衛門 180・150 2
役鉄砲19人之頭 土田甚五郎 300 1
役鉄砲卒19人之頭 加西俊之丞 300 1
役弓卒13人之頭 大久保権内 250 1
役長柄卒24人之頭 閑野惣太夫 250 1
■二之先手備

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考

士大将 庵原助右衛門 6000 1 役騎馬11・役鉄砲12・役弓 6・役長柄12以下、都合
232人連。

母衣役 脇十次右衛門、他 2 各300 3
鉄砲足軽40人組物頭 藤田四郎左衛門 450 1 善利橋九丁目南、寛政 3年 1月11日～文化元年 9月

22日在任。
鉄砲足軽30人組物頭 丸山一太夫 350 1 切通組之内南、天明 3年～寛政 9年在任。
鉄砲足軽30人組物頭 朝比奈藤右衛門 700 1 中組西町南、天明 4年～寛政 6年在任。
鉄砲足軽30人組物頭 大久保藤介 150 1 善利橋四丁目、安永 5年～寛政 8年在任。
弓足軽20人組 河北庄兵衛 400 1 善利橋五丁目、寛政 4年 6月13日～寛政 6年 6月23

日在任。
鎗奉行 吉用徳之丞・庵原奥左衛門 各400 2 鳥毛中間小頭 2人、鳥毛中間60人組 1組が附属。
籏奉行 宇津木隼人・小林二左衛門 700・600 2 旗指10人、七十人歩行10人が附属。
使番 小野田小助、他 5人 400～250 6
目付役 内山治右衛門・西村半太夫 150・100 2

陣場奉行 本城差右衛門・水上清蔵 各300 2
普請手代 2、鍬之者20人、右之夫 2、普請方荒道具
入長持 2、右長持持夫 8、駄馬 2、口付 2、〆34人
が附属。

組頭 藤田右衛門次 1000 1 役騎馬 1・役鉄砲 2・役弓 1・役長柄 2以下、都合
20人連。

物頭加役 宇多弥三、他14人 200～150 15
戦士五長 大久保新兵衛、他12人 150～100 13
戦士 竹居龍之進、他 100～50 51
小荷駄頭 伊藤利八・高杉喜左衛門 各150 2
役鉄砲卒24人之頭 安東長次郎 200 1 * 役鉄砲卒24人が附属。
役弓卒 9人之頭 佐成源五兵衛 200 1 * 役弓卒 9人が附属
役長柄卒20人之頭 川手惣太夫 200 1 * 役長柄卒20人が附属
■左備

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考

士大将 脇伊織 3500 1 役騎馬 6・役鉄砲 7・役弓 3・役長柄 7以下、都合
141人連。

使番（三百石並） 加田孫兵衛、他 5人 200～150 6
鉄砲足軽40人組物頭 八木原太郎右衛門 400 1 善利橋十一丁目、寛政 4年 1月20日～寛政12年11月

28日在任。
鉄砲足軽30人組物頭 本多七左衛門 500 1 上組五丁目、天明 7年～享和 2年在任。
弓足軽20人組 石原甚五左衛門 500 1 善利橋一丁目北、寛政 4年～寛政 7年在任。
鎗奉行（三百石並） 宍戸四郎左衛門 250 1 鳥毛中間小頭 1人、鳥毛中間30人組 1組が附属。
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籏奉行 大久保孫左衛門 300 1 旗指小頭 1人、旗指 5人、七十人歩行 5人が附属。

陣場奉行 大久保専介 150 1
普請手代 1、鍬之者10人、鍬之者之夫 1、普請方荒
道具入長持 1、右長持持夫 4、駄馬 1、口付 1、〆
34人が附属。

組頭 大野弥次郎 300 1
物頭加役 上田彦四郎、他 8人 100～80 9
戦士五長 内田源太右衛門、他 3人 各70 4
戦士 竹居龍之進、他14人 70～50 15
小荷駄頭 一瀬伴次 120 1
■右備

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考

士大将 三浦内膳 2500 1 役騎馬 4・役鉄砲 5・役弓 2・役長柄 5以下、都合
104人連。

使番（三百石並） 西堀太郎左衛門、他 5人 200～150 6
鉄砲足軽30人組物頭 今村十郎右衛門 300 1 切通組之内中、天明 8年～寛政10年在任。
鉄砲足軽30人組物頭 浅村理兵衛 450 1 中組東丁之内北、天明 7年～寛政10年在任。
弓足軽20人組権物頭 今村源之進 300 1 正規の物頭ではない「権物頭」。役弓足軽20人が附

属。
鎗奉行 中川治部太夫 250 1 鳥毛中間小頭 1人、鳥毛中間30人組 1組が附属。
籏奉行 沢村龍五郎 450 1 旗指小頭 1人、旗指 5人、七十人歩行 5人が附属。

陣場奉行 吉川藤之丞 150 1
普請手代 1、鍬之者10人、鍬之者之夫 1、普請方荒
道具入長持 1、右長持持夫 4、駄馬 1、口付 1、〆
34人が附属。

組頭 鈴木善太夫 350 1
物頭加役 青山勝太郎、他 7人 150～100 8
戦士五長 羽田久弥、他 3人 各100 4
戦士 竹居龍之進、他11人 80～50 12
小荷駄頭 一瀬伴次 120 1
■旗本備

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考
母衣役 増田雅四郎、他 5人 300～200 6
鉄砲足軽40人組御用人物
頭 三浦九右衛門 700 1 巡礼海道より下へ七丁目、天明 4年～寛政 6年在任。
鉄砲足軽40人組御用人物
頭 正木舎人 1000 1 池洲組カ、寛政 4年 6月28日～寛政 6年 4月 1日在

任。
鉄砲足軽30人組御側役物
頭 鈴木平兵衛 500 1 善利橋十三丁目北、天明 8年 3月14日～寛政 6年 4

月 1日在任。
弓足軽20人組物頭 西堀才介 600 1 善利橋十五丁目北、寛政 5年 8月 7日～寛政10年 1

月19日在任。
長柄中間60人組鎗奉行 沢村角右衛門・日下部三郎

右衛門
2000・
500 2 長柄中間小頭 4人、長柄中間60人組 2組が附属。

役長柄与力 三居孫太夫・一色三郎兵衛 150・100 2
籏奉行 広瀬郷左衛門・吉用隼丞代

り壱人 1500・－ 2 纏指 2人、旗指小頭 2人、旗指20人、七十人歩行20
人が附属。

組子24騎番頭 西郷勘兵衛 3500 1
役騎馬 6・役鉄砲 7・役弓 3・役長柄 7、役騎馬下
人26/ 玉薬持 1 / 矢箱持 1 / 三器小頭 3 / 三器郷夫 3
などを共連。

戦士 伊丹七兵衛（儀左衛門惣
領）他23騎 24

組子24騎番頭 中野助太夫 3500 1
役騎馬 6・役鉄砲 7・役弓 3・役長柄 7、役騎馬下
人26/ 玉薬持 1 / 矢箱持 1 / 三器小頭 3 / 三器郷夫 3
などを共連。

戦士 八田鍋之介（四郎兵衛惣
領）他23騎 24

組子26騎番頭 横地熊吉 2500 1
役騎馬 3・役鉄砲 4・役弓 2・役長柄 4、役騎馬下
人16/ 玉薬持 1 / 矢箱持 1 / 三器小頭 1 / 三器郷夫 1
などが附属。

戦士 村山千蔵（岡沢多左衛門惣
領）他25騎 26

組子20騎番頭 戸塚左馬之進 2000 1
役騎馬 3・役鉄砲 4・役弓 2・役長柄 4、役騎馬下
人16/ 玉薬持 1 / 矢箱持 1 / 三器小頭 1 / 三器郷夫 1
などを共連。

戦士 奥山佐久間他19騎 20
組子19騎番頭 吉用権六 1700 1 役騎馬 2・役鉄砲 3・役弓 1・役長柄 3、役騎馬下

人11/ 三器小頭 1 / 三器郷夫 1などを共連。
戦士 山田牧太他18騎 19
鉄砲足軽50人組持筒頭・
評定役兼帯 今村平次 550 1 善利橋八丁目、寛政 2年 1月11日～寛政13年 6 月在

任。
弓足軽20人組持弓頭 加藤彦兵衛 300 1 上組一丁目、明和 3年～寛政12年在任。
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鳥毛中間30人支配持鎗奉
行

三浦松次郎・大久保新右衛
門

1200・
500 2 鳥下中間小頭 2人、鳥毛中間30人組 2組が附属。

軍監 岡本半介 1000 1 騎馬 1・鉄砲 2・弓 1・長柄 2など20人共連。
千石並軍監 岡本半之丞 惣領 1
千石並軍評定役・物見役
兼 三浦於兔吉、他5人 惣領 6
用人代り・取次役兼 石居市之丞 1500 1 騎馬 2・鉄砲 3・弓 1・長柄など31人を共連。
母衣役用人、小道具預
り・取次・歩行頭 西山内蔵允 1300 1 馬役、西山内蔵允組付御先番之歩行 4人、馬験付10

人が附属。
用人取次、口番之騎馬徒
之頭 内藤五郎左衛門 800 1 内藤五郎左衛門組口番之騎馬徒29人、（御馬所）御

馬取 4人が附属。
三百石並御側役・評定役
兼 小沢作左衛門・横内圓次 150・200 2

御小納戸役 藤田勝右衛門・今村平吾
400・100
俵 8 人扶
持

2

御小姓御番頭綏之介様御
附人 奈越江忠蔵 150 1
御用役 3人 宮崎音人、他 2人 100～50 3
御櫛役 3人 勝廣介、他 2人 150・100 2
母衣役用人、取次・歩行
頭 西尾治部之介 600 1 西尾治部之介組相番之歩行14人が附属。

軍奉行・伊賀衆支配 庵原主税助 1000 1

「但し、同役木俣半弥代ルへ隔番ニ御先手弐備之内
江加り、勝利評定両将之内御用等有之者、直ニ諸物
頭組子之衆懸引下知致候様可被仰付事、御側ニ壱人
罷在、惣軍之仕置ヲ司り、本大将諸手御巡見之節者、
御床机代り可被仰付事」

二百石並目付役 後藤弥三右衛門・大家加兵
衛 130・100 2

用人取次・非番騎馬徒之
頭 増田治部右衛門 2000 1

役騎馬 3・役鉄砲 4・役弓 2・役長柄 4、役騎馬下
人16（6）/ 玉薬持 1 / 矢箱持 1 / 三器小頭 1 / 三器郷
夫1を共連。増田治右衛門組非番組御切米取伜子23
人を支配。

母衣役 小野田小一郎、他 5人 1500～
300 6

御小姓御番頭勇吉様御附
人 山下兵五郎 150 1 勇吉様御賄・御近習兼、御歩行 4人他が附属。

勇吉様副将 奥山六左衛門 700 1 役鉄砲 1・役長柄 2・役弓 1などを共連。勇吉様御
組御小姓組二番21人が附属。

御小納戸役 日下部主膳 100表 8
人扶持 1

右筆役・首奉行兼 木村半八、他 2人
150～70
俵 6 人扶
持

3

右筆役 真野善次、他 2人 250～100 3
賄役 上田源右衛門、他 3人 各100 4
鉄砲足軽30人組御側役物
頭 今村市之進 300 1 善利橋十三丁目南、寛政元年 4月25日～享和 2年 6

月 2日在任。
鉄砲足軽30人組御側役物
頭 酒居三郎兵衛 450 1 巡礼海道より下へ九丁目、天明 6年～享和元年在任。
普請奉行 所藤内・杉原重太夫 各300 2 普請手代 4人、鍬之者50人を附属。
普請奉行加役 増島団右衛門、他 3人 250～150 4
作事奉行 向坂市右衛門、他 5人 200～100 6 大工棟梁10人、同肝煎10人、平大工50人などが附属。
舟奉行 片岡一郎兵衛 200 1 水主小頭 2人、水主40人などが附属。
御旗本小荷駄奉行 佐藤孫兵衛・川手七左衛門 150・100 2 「右両人、御旗本組小荷駄257疋支配、外ニ儒者・医者・茶道頭乗懸馬18疋共」
三百石並役鉄砲之頭 埴谷三郎左衛門 150 1 手代、大身之役足軽之内 2人、卒33人が附属。
三百石並役鉄砲之頭 杉山伝右衛門 150 1 手代、大身之役足軽之内 2人、卒33人が附属。
六百石並鉄砲足軽30人組
御用人物頭 後閑新兵衛 300 1 善利橋六丁目南、寛政 2年 9月 7日～寛政11年 9 月

在任。
目付役 桜居彦太夫・大久保平介 各200 2
■後備

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考

士大将 長野十郎左衛門 4000 1 役騎馬 7・役鉄砲 8・役弓 4・役長柄 8以下、都合
171人連。

使番・使番（三百石並） 長野十之丞、他 5人 300～200 6
鉄砲足軽30人組物頭 脇源太兵衛 350 1 上組三丁目、寛政 4年～寛政11年在任。
鉄砲足軽30人組物頭 山田甚五右衛門 300 1 善利橋十丁目、寛政 3年 1月11日～文化 8年 1月26

日在任。



54

史　　　窓

役弓足軽20人組権物頭 中村三右衛門 300 1 正規の物頭ではない「権物頭」。役弓足軽20人が附
属。

鎗奉行 丸山彦右衛門 400 1 家中役長柄小頭 1人、家中役長柄30人が附属。
籏奉行 大塚与一左衛門 400 1 籏指小頭代 1人・籏指 5人が附属。
組頭 向坂縫殿介 600 1

陣場奉行 相馬小平次 200 1
普請手代 1、鍬之者10人、鍬之者之夫 1、普請方荒
道具入長持 1、右長持持夫 4、駄馬 1、口付 1、〆
25人が附属。

物頭加役 朝倉専介、他 7人 各150 8
戦士五長 大嶋与一郎、他 4人 150～120 5
戦士 上田八兵衛、他18人 120～50 19
小荷駄頭 湯本三郎右衛門 200 1
■小荷駄附役人

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考
鉄砲足軽30人組物頭 青木平左衛門 650 1 中組西町北、寛政 4年～寛政 7年在任。
鉄砲足軽30人組物頭 宇津木三右衛門 400 1 善利橋九丁目北、寛政 5年 6月23日～寛政 7年12月

2 日在任。
鉄砲奉行 乗松市右衛門 100 1 元締役以下、下役人 6人、附夫102人が附属。
鉄砲玉薬奉行 横田与左衛門 200 1 下役・郷夫10人が附属。
細工奉行 川手弥兵衛 100 1 下役10人、夫 1人、陣補子30人、陣補子之夫60人が

附属。
納戸役 石黒伝右衛門、他 6人 200～100 7 下役・小使中間・郷夫 7人が附属。
金奉行 鶴見治部左衛門 180 1 下役・小使中間・郷夫 6人が附属。
元方勘定奉行 林弥五郎、他 2人 150～100 3 勘定小頭 3人、平勘定人 6人、夫 2人、代官役・代

官手代、封屋・封屋手代などが附属。
兵粮奉行 田中喜兵衛、他 2人 150～100 3
■小荷駄奉行　宇津木弥平太組

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考

士大将 宇津木弥平太 4000 1 役騎馬 7・役鉄砲 8・役弓 4・役長柄 8以下、都合
171人連。

使番（三百石並）・両奥
賄役 加藤浅右衛門、他 2人 200～100 3
鉄砲足軽30人組物頭 渡辺弥五左衛門 350 1 善利橋三丁目、寛政 5年～文化 5年在任。
鉄砲足軽30人組物頭 西郷与次兵衛 500 1 善利橋十四丁目南、寛政 4年 6月13日～寛政 9年閏

7月 8日在任。
役弓足軽頭（三百石並） 松居礒右衛門 50 1 役弓足軽手代 1人、役弓足軽13人が附属。
鎗奉行（三百石並） 高崎次郎三郎・大久保所右

衛門 150・50 2 家中役長柄小頭 1人、家中役長柄33人が附属。
籏奉行 村山重次郎 300 1 籏指小頭代 1人・籏指 5人が附属。
組頭・大津御蔵目付（三
百石並） 榎並政右衛門 150 1

陣場奉行（三百石並） 駒居万五郎・松居惣十郎 各50 2
普請手代 1、鍬之者10人、鍬之者之夫 1、普請方荒
道具入長持 1、右長持持夫 4、駄馬 1、口付 1、〆
34人が附属。

戦士 （役騎馬戦士） 36
小荷駄奉行 真壁林平 50 1
■留守式

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考

御城代・小溜 印具徳右衛門 2000 1 役騎馬 3・役鉄砲 4・役弓 2・役長柄 4以下、都合
45人連。

御城代加番・小溜 木俣多十左衛門 1000 1 役騎馬 1・役鉄砲 2・役弓 1・役長柄 2以下、都合
23人連。

鉄砲足軽30人組・御用人 椋原主馬 1200 1
役騎馬 1・役鉄砲 2・役弓 1・役長柄 2以下、都合
27人連。巡礼海道より下へ八丁目、天明 3年～寛政
7年在任。

若殿様御側役 西尾隆治 150 1
若殿様御小納戸役 西堀左源太 100俵 8

人扶持 1
若殿様御抱守 藤嶋頼母、他 70・50 2
真如院様御付人 五十嵐半治 250 1
■地方賄役

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考
賄役 大鳥居左吉、他 1人 130・100 2
鉄砲足軽30人組町奉行・
物頭 青木角之丞 350 1 善利橋十五丁目、天明 4年 8月 8日～享和 2年 6月

2日在任。
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町奉行・母衣役 中野平吉 400 1

「町方御用懸り足軽24人、町同心13人が附属。右、
角之丞・平吉、毎日壱人ツヽ代ルへ御城下端々迄、
町中見廻り、火之元其外万端急度相慎セ候様、町役
人共呼出し可申渡、尤組之足軽四五人ニ町同心三四
人も召連、錑リ指俣等も持セ、相廻り、猶又別段手
木之者、昼夜無油断御城下相廻り候様可申付事」

鉄砲足軽30人組筋奉行・
物頭 藤田弥五右衛門 300 1 中組東町南、天明 7年～享和 2年在任。
鉄砲足軽30人組三百石並
筋奉行・物頭 中川次郎右衛門 150 1 切通組之内北、寛政 2年～寛政11年在任。
弓足軽20人組筋奉行・物
頭 早乙女八郎左衛門 300 1 善利橋六丁目北、寛政 5年 6月23日～寛政10年 2 月

14日在任。
鉄砲足軽30人組筋奉行・
物頭 溝江彦右衛門 300 1 巡礼海道より下へ十一丁目、寛政 4年～享和 3年閏

1月14日在任。
鉄砲足軽30人組筋奉行・
物頭 宮崎甚太夫 350 1 善利橋十四丁目北、寛政 2年 7月 1日～享和 3年10

月24日在任。

筋奉行加役三百石並 毛利十兵衛 150 1

「足軽、筋方御用懸り50人が附属。右筋方ニ而者五
十人之足軽三人ツヽ御領分端々迄見廻らせ、万端慎
ヲ示させ、若不審成儀有之ハ早速注進致候様可申付
候、尤代官五人之内も弐人ツヽ右同様ニ御領分相廻
らせ可申候」

上り番33人組表御門番頭 辻岡千右衛門 100 1 騎馬徒同所上番 8人、同所上り番33人が附属。
上り番44人組裏御門番頭 佐藤伴左衛門 200 1 騎馬徒同所上番 8人、同所上り番44人が附属。
上り番37人組追手組番頭 中村源三郎 250 1 騎馬徒同所上番 8人、同所上り番37人が附属。
上り番35人組黒御門組番
頭 大久保弥七郎 100 1 騎馬徒同所上番 8人、同所上り番35人が附属。
上り番36人組山崎御門組
番頭 大鳥居彦三郎 200 1 騎馬徒同所上番 8人、同所上り番36人が附属。

中藪口門番頭 福村八郎左衛門 70 1 加番 1人、同所門番足軽10人、加人足軽 4人、同所
下番 2人が附属。

油懸口門番頭 石原西右衛門 100 1 加番 1人、同所門番足軽10人、同所下番 2人が附属。
京橋口門番頭 三上甲左衛門 100 1 加番 1人、同所門番足軽10人、同所下番 2人が附属。
高宮口門番頭 桃居杉右衛門 150 1 加番 1人、同所門番足軽10人、加人足軽 4人、同所

下番 2人が附属。
長橋口門番頭 竹原与惣左衛門 200 1 加番 1人、同所門番足軽10人、同所下番 2人が附属。
本町口門番頭 奥山伝右衛門 100 1 加番 1人、同所門番足軽10人、加人足軽 4人、同所

下番 2人が附属。
船町口門番頭 今泉源左衛門 100 1 加番 1人、同所門番足軽10人、加人足軽 4人、同所

下番 2人が附属。
松原口門番頭 大和田喜平太 130 1 加番 1人、同所門番足軽10人、加人足軽 4人、同所

下番 2人が附属。
切通口門番頭 大鳥居彦右衛門 100 1 加番 1人、同所門番足軽10人、加人足軽 4人、同所

下番 2人が附属。
佐和口門番頭 本間九左衛門 100 1 加番 1人、同所門番足軽10人、加人足軽 4人、同所

下番 2人が附属。
佐和口門番頭 高野瀬喜介 150 1 加番 1人、同所門番足軽10人、同所下番 2人が附属。
御用米御蔵奉行 神谷市郎右衛門、他2人 150～100 3 同所手代 4人、升取 4人、小使 9人が附属
松原御蔵奉行 黒屋長之丞、他2人 100～50 1 同所手代10人、升取10人、小使 2人が附属
鉄砲奉行 安藤長三郎 150 1 同所下役 2人（内元〆役 1）、同所小使 2人が附属。
鉄砲玉薬奉行 船越勝介 100 1 焔硝蔵番人 2人、同所小使 1人が附属。
元方勘定奉行 高橋五郎左衛門 150 1 同所小頭 1人、平勘定人 4人（内見習 2人）、小使

2人、番人 2人が附属。
細工奉行 小塙理左衛門 150 1 細工人 5人、小使 2人が附属。
金奉行 久保田金左衛門・百々久弥 100・150 2 同所下役 2人、小使 2人が附属。
■江戸留守

役　　　名 頭　名 石高 数 備　　　考
御留守居・小溜 松平倉之介 1200 1 騎馬 1・鉄砲 2・弓 1・長柄 2
御用人 今村源右衛門 1000 1 騎馬 1・鉄砲 2・弓 1・長柄 2
大津御蔵屋敷奉行 柏原与兵衛 250 1 同所手代 6人、門番 1人が附属。
同所御目付 伊丹儀左衛門 150 1
京御賄役 勝新五兵衛 100 1 同所手代 2人、門番 1人が附属。
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史　　　窓
表
⑦
　
各
備
別
人
数
・
馬
数
・
知
行
一
覧
（
寛
政
5
年
頃
）

一
之
先
手
備

二
之
先
手
備

左
備

右
備

旗
本

後
備

小
荷
駄
附
役
人

小
荷
駄
奉
行

留
　
守

士
大
将
上
下

368（
114）

243（
60）

141（
40）

104（
28）

─
171（

48）
─

171（
48）

士
大
将
上
下

─
組
下
役
武
者
上
下

480（
111）

425（
120）

204（
56）

132（
36）

─
129（

36）
─

344（
92）

組
下
役
武
者
上
下

─
組
下
之
侍
上
下

924（
237）

941（
269）

362（
105）

399（
110）

─
454（

124）
─

180（
72）

組
下
之
侍
上
下

─
惣
人
数
上
下

1768（
468）

1599（
449）

707（
201）

632（
175）

4868（
1329）

751（
239）

747（
369）

695（
212）

惣
人
数
上
下

1656（
212）

乗
馬
数

127
116

50
45

291
54

22
58

乗
馬
数

［
46］

駄
馬
数

105
97

42
38

275
44

59
39

駄
馬
数

─
＊
「
小
荷
駄
奉
行
武
者
組
」
の
末
尾
に
、「
惣
人
数
上
下
　
11594（

3073）
人
、
乗
馬
776疋

、
駄
馬
670疋

」
と
記
さ
れ
る
が
、
各
備
の
合
計
と
は
数
値
が
一
致

し
な
い
。

＊
末
尾
に
彦
根
・
江
戸
留
守
他
惣
人

数
1759人

と
記
さ
れ
る
。

□
　
以
下
は
配
下
の
内
訳

□
　
以
下
は
配
下
の
内
訳

七
十
人
歩
行

10
10

5
5

［
20］

5
─

5
御
騎
馬
徒
以
上

184
籏
指
内
壱
人
小
頭

11
11

6
6

［
22］

6
─

6
同
幼
年
之
衆

8
組
手
代

10
10

6
6

［
16］

4
─

8
御
歩
行

14
足
軽（
鉄
砲
・
弓
）

150
150

90
80［
60］

［
290］

60
60

60
七
十
人
歩
行

10
玉
薬
中
間

15
15

9
8

［
28］

6
─

12
組
手
代

14
鳥
毛
小
頭

2
2

1
1

［
2］

─
─

─
足
軽

200
鳥
毛
中
間

60
60

30
30

［
60］

─
─

─
籏
指

2
目
付
下
役

2
2

─
─

─
─

─
─

三
十
人
組

8
役
騎
馬

21騎
12騎

─
─

─
─

─
─

百
人
組

35
役
鉄
砲

27
22

11
12

─
15

─
12

同
小
頭

1
役
弓

13
8

3
2

─
22

─
17

賄
方
小
役
人

23
役
長
柄

24
18

9
7

─
44

─
44

役
騎
馬

5騎
陣
補
子

10
10

─
─

─
─

─
─

役
卒

25

家
中
乗
馬

51疋
（
内
役
騎
馬
5
）

御
借
馬

10疋
□
　
以
下
は
配
下
の
知
行
内
訳

将
之
知
行

10000
6000

3500
2500

─
4000

─
4000

─
─

役
武
者
之
知
行

4400
3720

1400
750

─
650

4050
2200

─
─

組
下
之
知
行

14600
13820

3740
4390

─
6370

─
─

─
─

知
行
合
計

29000
23540

8640
7640

─
11020

4050
［
6200］

─
─

＊
「
武
者
組
物
定
」
の
各
備
組
末
尾
に
記
載
さ
れ
た
合
計
数
を
も
と
に
作
成
し
た
。（
　
　
　
）
内
は
、
左
記
人
数
の
内
、
郷
夫
人
数
を
示
す
。
記
載
の
な
い
項
目
は
、 「
武
者
組
物
定
」
の
個
々
の
記
事
か
ら
分
か
る
範
囲
で

［
　
　
］
内
に
補
っ
た
。
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近世大名家臣団の官僚制と軍制

表
⑧
　
彦
根
藩
の
軍
団
編
成
（
文
化
11年
）

侍
組
大
将

組
付
人
員

諸
役
人
名
、
代
数
（
武
役
、
役
儀
）

足
軽
組
人
数

組
所
在
地

就
任

退
任

［
前
軍
一
］

木
俣
土
佐

　
同
式
部

組
士
83・
役
騎
馬
19

鉄
砲
180（

他
に
12人
）

弓
20（
他
に
2
人
）

旗
指
15・
同
添
徒
15

役
長
柄
30

医
者
2
（
内
馬
医
1
）

渥
美
平
八
郎
⑦
（
母
衣
役
、
物
頭
、
士
宗
門
改
奉
行
并

御
武
具
預
り
）

小
幡
与
五
兵
衛
⑦
（
物
頭
、
町
奉
行
并
寺
社
奉
行
）

小
林
二
左
衛
門
⑧
（
母
衣
役
、
物
頭
、
無
役
）

高
橋
新
五
左
衛
門
⑥
（
母
衣
役
、
物
頭
、
北
筋
奉
行
）

長
野
十
之
丞
③
（
物
頭
）

片
桐
権
之
丞
⑦
（
物
頭
、
御
城
使
）

今
村
源
之
進
⑥
（
母
衣
役
、
物
頭
、
用
人
役
）

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

弓
20

善
利
橋
二
丁
目

善
利
橋
六
丁
目
南

善
利
橋
十
四
丁
目
北

上
組
五
丁
目

切
通
組
之
内
中

善
利
橋
四
丁
目

善
利
橋
五
丁
目

寛
政
10年

寛
政
11年
12月

6
日

文
化
元
年
2
月
27日

文
化
2
年
1
月
11日

文
化
元
年

文
化
5
年

文
化
元
年
6
月
1
日

文
化
13年

文
化
15年

4
月
26日

文
化
12年
12月
30日

天
保
2
年
9
月
21日

文
政
3
年

文
化
15年

文
化
11年
11月
22日

［
前
軍
二
］

庵
原
助
右
衛
門

組
士
83・
役
騎
馬
9

鉄
砲
180（

他
に
12人
）

弓
20（
他
に
2
人
）

旗
指
15・
同
添
徒
15

役
長
柄
30

医
者
2

横
内
次
左
衛
門
⑦
（
母
衣
役
、
物
頭
、
筋
奉
行
）

夏
目
外
記
⑤
（
母
衣
役
、
物
頭
、
無
役
）

杉
原
三
平
⑥
（
母
衣
役
、
物
頭
、
無
役
）

河
西
源
五
左
衛
門
⑦
（
母
衣
役
、
物
頭
、
無
役
）

鈴
木
相
馬
⑧
（
平
兵
衛
）（
母
衣
役
、
物
頭
、
無
役
）

細
江
次
郎
右
衛
門
⑦
（
母
衣
役
、
物
頭
、
無
役
）

荒
居
治
太
夫
⑤
（
母
衣
役
、
物
頭
、
御
馳
走
奉
行
并
御

中
屋
敷
留
守
居
）

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

弓
20

切
通
組
之
内
南

善
利
橋
十
三
丁
目
南

中
組
東
丁
之
内
北

上
組
三
丁
目

上
組
二
丁
目

巡
礼
海
道
よ
り
下
へ
八
丁
目

善
利
橋
一
丁
目
北

文
化
5
年

文
化
6
年
1
月
11日

文
化
7
年

文
化
5
年

文
化
6
年

文
化
7
年

寛
政
12年

文
政
11年

文
政
7
年
12月
29日

文
化
13年

文
化
12年

天
保
8
年

天
保
10年

文
政
5
年

［
旗
本
備
］

小
姓
6
・
中
小
姓
11

騎
馬
徒
士
50

平
士
惣
領
30

同
二
男
弟
39

平
徒
士
20・

軍
監
1

伊
賀
徒
士
20

粧
軍
（
旗
奉
行
）
1

旗
指
25・
同
添
徒
25

長
柄
中
間
120

鉄
砲
50（
他
に
手
代
2
人
）

御
直
支
配

御
騎
馬
徒
士
隊
長
　
三
浦
内
膳
（
中
老
役
）

平
士
無
足
惣
領
隊
長
　
沢
村
外
記
（
用
人
役
）

同
二
男
弟
隊
長
　
増
田
縫
殿
介
（
無
役
）

歩
行
頭
　
椋
原
杢
（
無
役
）

軍
監
　
岡
本
半
介
（
中
老
役
）

伊
賀
徒
士
頭
　
戸
塚
左
馬
之
進
（
無
役
、
元
中
老
役
）

籏
奉
行
　
正
木
舎
人
（
用
人
役
）

広
瀬
左
馬
助
（
中
老
役
・
稽
古
館
頭
取
）

鑓
奉
行
　
横
地
佐
平
太
（
中
老
役
）・
小
野
田
織
之
丞

（
大
殿
様
用
向
）

日
下
部
三
郎
右
衛
門
⑦
（
物
頭
、
大
殿
様
側
役
）

鉄
砲
50

善
利
橋
八
丁
目

文
化
4
年
1
月
11日

文
化
13年

3
月
29日

［
旗
本
先
］

鉄
砲
120（

40人
3
組
）

（
他
に
手
代
6
人
）

鉄
砲
180（

30人
6
組
）

（
他
に
手
代
12人
）

弓
60（
20人

3
組
、
内
1

組
持
弓
組
）

（
他
に
手
代
6
人
）

母
衣
御
使
番
21（
以
下
諸

役
90騎
略
）

河
北
庄
兵
衛
⑥
（
物
頭
、
側
役
）

石
原
甚
五
左
衛
門
⑦
（
物
頭
、
中
筋
奉
行
）

西
堀
才
介
⑦
（
物
頭
、
側
役
）

大
久
保
権
内
⑦
（
物
頭
、
側
役
）

中
野
平
馬
⑤
（
物
頭
、
用
人
役
）

今
村
忠
右
衛
門
⑧
（
物
頭
、
小
納
戸
役
）

吉
川
軍
左
衛
門
⑧
（
物
頭
、
母
衣
役
）

庵
原
半
九
郎
⑤
（
物
頭
、
母
衣
役
）

杉
原
重
之
進
⑤
（
物
頭
、
母
衣
役
）

今
村
源
之
進
⑥
（
物
頭
、
側
役
）

八
木
原
太
郎
右
衛
門
⑦
（
物
頭
、
母
衣
役
）

渡
辺
弥
五
左
衛
門
⑨
（
物
頭
、
母
衣
役
）

鉄
砲
40

鉄
砲
40

鉄
砲
40

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

弓
20
弓
20
弓
20

巡
礼
海
道
よ
り
下
へ
七
丁
目

善
利
橋
九
丁
目
南

善
利
橋
十
一
丁
目

善
利
橋
十
四
丁
目
南

巡
礼
海
道
よ
り
下
へ
11丁
目

善
利
橋
三
丁
目

切
通
組
之
内
北

中
組
西
町
南

善
利
橋
九
丁
目
北

善
利
橋
五
丁
目

善
利
橋
六
丁
目
北

善
利
橋
十
五
丁
目
北

文
化
10年

文
化
4
年
1
月
21日

文
化
5
年
4
月
9
日

寛
政
12年

5
月
8
日

文
化
2
年

文
化
5
年

文
化
10年

文
化
10年

文
化
10年

8
月
7
日

文
化
元
年
6
月
1
日

文
化
8
年
6
月
8
日

文
化
10年

1
月
21日

文
政
3
年

文
政
2
年
4
月
9
日

天
保
2
年

文
政
3
年
5
月
5
日

天
保
2
年

文
政
10年

天
保
8
年

文
政
7
年

天
保
13年

8
月
24日

文
化
11年
11月
22日

文
化
11年

5
月
1
日

文
化
12年
12月
30日

［
四
十
人
組
頭
・

小
荷
駄
奉
行
兼
］
鉄
砲
40（
＋
手
代
2
）

勝
平
次
右
衛
門
⑧
（
物
頭
、
用
人
役
）

鉄
砲
40

善
利
橋
十
二
丁
目

寛
政
12年

1
月
22日

文
政
2
年
6
月
21日
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史　　　窓
侍
組
大
将

組
付
人
員

諸
役
人
名
、
代
数
（
武
役
、
役
儀
）

足
軽
組
人
数

組
所
在
地

就
任

退
任

［
殿
］

宇
津
木
兵
庫

役
騎
馬
39

宇
津
木
兵
庫
（
殿
、
中
老
役
）

［
左
備
］

長
野
美
濃

組
士
32・
役
騎
馬
7

鉄
炮
30（
＋
手
代
2
）

旗
指
5
・
同
添
徒
5

長
柄
15

医
者
2
（
内
馬
医
1
）

藤
田
四
郎
左
衛
門
⑧
（
母
衣
役
、
物
頭
、
無
役
）

鉄
砲
30

善
利
橋
十
丁
目

文
化
8
年
2
月
15日

文
化
14年

1
月
15日

［
右
備
］

井
伊
三
郎

同
恭
之
助

組
士
32・
役
騎
馬
6

鉄
炮
30（
＋
手
代
2
）

旗
指
5
・
同
添
徒
5

長
柄
15・
医
者
1

本
多
七
左
衛
門
⑦
（
母
衣
役
、
物
頭
、
無
役
）

鉄
砲
30

巡
礼
海
道
よ
り
下
へ
九
丁
目
文
化
8
年

文
政
2
年

［
後
軍
］

西
郷
藤
左
衛
門

同
　
孫
太
郎

組
士
37

鉄
炮
30（
＋
手
代
2
）

旗
指
5
・
同
添
徒
5

長
柄
15・
医
者
1

後
閑
新
兵
衛
⑧
（
母
衣
役
、
物
頭
、
無
役
）

善
利
橋
十
三
丁
目
北

文
化
9
年
8
月
21日

文
政
7
年
7
月
5
日

［
大
殿
様
手
廻
］

小
姓
4
・
騎
馬
士
4

平
士
惣
領
39

騎
馬
徒
士
39

平
士
二
男
弟
39

平
徒
士
26

鉄
炮
130（

＋
手
代
8
）

弓
20（
手
代
2
）

旗
指
10・
同
添
徒
10

鳥
毛
槍
60

軍
監
1

母
衣
3
（
以
下
諸
役
30騎

略
）

平
士
無
足
惣
領
隊
長
　
松
平
倉
之
介
（
小
溜
席
）

騎
馬
徒
士
隊
長
　
印
具
刑
部
（
小
溜
席
）

平
士
二
男
弟
隊
長
　
奥
山
恵
之
介
（
小
溜
席
）
*

歩
行
頭
　
木
俣
源
次
郎
（
小
溜
席
、
用
人
役
）

朝
比
奈
左
近
⑧
（
物
頭
、
用
人
役
）

宇
津
木
三
右
衛
門
⑧
（
物
頭
、
側
役
）

小
野
田
権
兵
衛
⑤
（
物
頭
、
大
殿
様
用
向
頭
取
）

今
村
十
郎
右
衛
門
⑤
（
物
頭
、
大
殿
様
小
納
戸
役
）

加
藤
彦
兵
衛
⑨
（
物
頭
、
大
殿
様
小
納
戸
役
）

軍
監
　
脇
伊
織

鉄
砲
40

鉄
砲
30

鉄
砲
30

鉄
砲
30

弓
20

（
池
洲
組
カ
）

中
組
東
町
南

善
利
橋
十
五
丁
目

巡
礼
海
道
よ
り
下
へ
12丁
目

上
組
一
丁
目

文
化
9
年
6
月
26日

文
化
8
年

文
化
9
年
6
月
26日

文
化
5
年

寛
政
12年

文
化
13年
12月
30日

文
政
4
年

文
政
7
年
3
月

文
政
5
年

文
政
3
年

［
松
下
両
公
］

御
附
2
・
御
伽
5
・
平
士

二
男
弟
50・

御
伽
歩
行

4
・
御
賄
歩
行
2

［
悌
之
丞
様
］

御
附
1

［
御
留
守
］

城
代
1

物
頭
町
奉
行
1

筋
奉
行
加
役
2

城
中
番
頭
5
・
十
一
口
御

門
番
頭
11・
番
足
軽
100

代
官
3
（
以
下
諸
役
略
）

城
代
　
奥
山
六
左
衛
門
（
小
溜
席
、
隠
居
）

早
乙
目
八
郎
左
衛
門
⑥
（
物
頭
、
町
奉
行
兼
寺
社
奉

行
）

 
鉄
砲
30

中
組
西
丁
之
内
北

寛
政
10年

文
化
12年

＊
「
掌
中
秘
録
」（
彦
根
市
立
図
書
館
所
蔵
）
に
収
録
さ
れ
る
文
化
11年

「
直
中
公
依
命
指
上
写
の
別
帳
」
に
よ
り
作
成
。
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表
⑩
　
左
備
武
者
組
の
内
部
構
造
（
脇
伊
織
組
）

役
儀

役人数
石
高

上
下
供
連

人
数

（
内
郷
夫
）

役騎馬

役鉄砲
役弓
役長柄
供
連
下
人
乗馬
組手代

鉄砲足軽

玉薬中間

武具長持

同持夫
駄馬
口付

鳥毛小頭

鳥毛中間

七十人歩行

郷夫
〆
供
連

人
数

（
内
郷
夫
）

備
　
考

使
番
（
三
百
石
並
）

6
200×

4
・

150×
2

10（
3）×

6
0
0
0
0

6
6
6

66

鉄
砲
足
軽
40人
組
物
頭

（
八
木
原
太
郎
右
衛
門
）
1

400
12（
3）

0
1
0
0

1
2
40

4
8
16

4
4

4
83（
23）

鉄
砲
足
軽
30人
組
物
頭

（
本
多
七
左
衛
門
）

1
500

14（
4）

0
1
0
1

1
2
30

3
6
12

3
3

3
69（
19）

弓
足
軽
20人
組
（
石
原

甚
五
左
衛
門
）

1
500

14（
4）

0
1
0
1

1
2
20

2
4
8
2
2

2
52（
14）

鎗
奉
行
（
三
百
石
並
）

1
250

10（
3）

0
1
0
0

1
2
2
1
30

3
46（
6）

籏
奉
行

1
300

10（
3）

0
1
0
0

1
2
4
2
2
1＊
5＊

5
6

34（
13）

＊
は
籏
指
小
頭
・
籏
指

士
大
将
（
脇
伊
織
）

1
3500

76（
21）

6
7
3
7
30（
7）
2

2
5
5

141（
40）

組
頭
（
大
野
弥
次
郎
）

1
300

10（
3）

0
1
0
0

1
1
1

12
陣
場
奉
行

1
150

7（
2）

0
0
0
0

1
1
1

24（
7）

＊
印
は
、
普
請
方
荒
道
具
入
長
持
。

普
請
手
代
1
。
陣
場
奉
行
に
は
、

鍬
之
者
10人
、
鍬
之
者
之
夫
1
、

普
請
方
荒
道
具
入
長
持
1
、
右
長

持
持
夫
4
、
駄
馬
1
、
口
付
1
、

〆
34人
が
附
属
。

普
請
手
代
1
人

1
0
0
0
0

0
1
4
0

鍬
之
者
10人

10
0
0
0
0

0
0

右
之
夫
1
人

1
0
0
0
0

0
0

物
頭
加
役

9
100×

7
・
80

×
2

6（
2）×

9
0
0
0
0

9
9
9

58.5
右
四
人
者
、
於
物
前
八
木
原
太
郎

右
衛
門
江
か
り
申
合
、
組
之
足
軽

懸
引
下
知
致
候
様
可
被
仰
付
事

戦
士
五
長

4
70×

4
6（
2）×

4
0
0
0
0

4
4
4

26

戦
士

15

70×
1
・
60

×
1
・
50×

5
・
扶
持
取

×
1
・
惣
領

×
7

6（
2）×

7
×
5（
2）

×
7

0
0
0
0

15
5.5
5.5

88.5

小
荷
駄
頭

1
120

6（
2）

0
0
0
0

1
1
1

7
右
伴
次
、
左
備
将
共
ニ
四
十
疋
之

小
荷
駄
支
配

合
計

55
6
13

3
9

44
707（
201）


